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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２３年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入選作品より 宮野由衣さん（鹿児島県・小４）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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今夏，ロンドンオリンピックでの日本人選手の活躍に胸躍らせた
方も多かったのではないでしょうか。オリンピックの熱気の名残の
ような残暑厳しき折，会員の皆様におかれましては，益々ご健勝に
てご活躍のこととお慶び申し上げます。
去る６月２７日，各加盟団体よりご参集いただき開催いたしました
第８１回総会において，本会の一般社団法人への移行ならびにこれに
伴う諸規則案等にご賛同をいただき，我々執行部も新体制に向けて
大いなるエールを頂戴したところです。今後，皆様からの激励に応
えるべく，まずは一般社団法人としての認可を目指し，一歩一歩進
んでまいりたいと存じます。
さて，平成２４年度会誌No．１となる本号の特集では，＜校種別座
談会シリーズ＞第２弾として「高等学校における学校歯科保健」を
テーマに取り上げました。オリンピックでも大人顔負けの活躍を見
せる高校生たちが注目を集めましたが，“成人期の入り口”である
高校生期は，生涯にわたる健康づくりを考える上でのターニングポ
イントでもあります。社会に出る前のこの時期に，「学校」という
場において，歯・口の健康づくりの大切さを心に刻む歯科保健教育
を行うことが，彼ら自身の健康と将来家庭を持ったときの家族の健
康を守ることにも繋がります。「健康で幸せな生涯を過ごせるよう
に」と願う出席者の方々の熱い思いは，誌面を通して読者諸氏に伝
わるものと思います。
「日学歯広場」では，養護教諭を目指す学生に向けた大阪教育大
学での講義についてご報告いたします。学校歯科保健活動のポイン
トや学校歯科医の役割を伝えるこの講義は，養護教諭として学校現
場に立つ際の一助となり，さらには学校保健関係者の連携への布石
となる，意義ある取り組みであったと感じております。
また，「地域レポート」では，宮城県内公立小学校・中学校・高
等学校の養護教諭を対象に実施された東日本大震災の影響に関する
アンケート調査結果を掲載いたしました。震災の記憶は，時間が経
過するほど風化してしまいがちです。震災から約１年半を経た今，
震災が学校や子どもたちに与えた影響の大きさについて，思いを新
たにしていただければ幸いです。本誌掲載にご協力いただきました
宮城県歯科医師会関係者各位には，衷心より御礼申し上げます。
インフォメーションにも掲載のとおり，１０月２５・２６日には群馬県
高崎市にて第７６回全国学校歯科保健研究大会を開催いたします。こ
の大会で多くの学校保健関係者とお会いできることを祈念いたしま
すとともに，本会同様，今大会にも会員各位のご支援とご協力を賜
りますようお願い申し上げ，発刊のご挨拶とさせていただきます。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 中田 郁平
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人
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り
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育
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高等学校は，「学校」という場において集団としての保健教

育・保健管理を行うことができる最後の段階といえます。“成人

期の入り口”であるこの時期に，望ましい生活習慣等を確立する

ことは，将来の生活習慣病予防の観点から非常に重要であり，喫

煙や飲酒等が身体に与える影響，あるいは安全等について正しい

知識を身につけておくことは，生涯にわたり健康で豊かな生活を

送るうえで必要不可欠です。しかしながら，高等学校では受験や

就職等を控え，また，部活動などの課外活動のために，生徒のみ

ならず学校関係者も多忙であり，小学校や中学校に比べ，歯科保

健教育に費やすことのできる十分な時間や機会を見出しにくいと

いう傾向がみられます。

＜校種別座談会シリーズ＞第２回目となる今回は，口腔衛生学

分野の学識者，学校歯科医，高等学校の校長・養護教諭の方々に

お集まりいただき，実際の学校歯科保健活動を例に取り上げなが

ら，高等学校における歯科保健教育と，生涯の健康を支える高校

生期の「歯・口の健康づくり」について考えました。

社団法人日本学校歯科医会

高等学校における
学校歯科保健を考える

出 席 者

日本大学歯学部衛生学講座 教授
前野 正夫

群馬県立高崎女子高等学校 学校歯科医
村山 利之

学校歯科医
（㈳日本学校歯科医会 学術担当常務理事）

齋藤 秀子

大阪府立吹田東高等学校 校長
橋本 卓爾

高知県立高知農業高等学校 養護教諭
升岡よ志子

㈳日本学校歯科医会 副会長兼専務理事
金森 市造

司 会

㈳日本学校歯科医会 広報担当常務理事
土屋 松美

特 集 ● 校種別座談会 シリーズ Ⅱ●

平成２４年５月３０日
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■司会（土屋） 本日はご多忙の中，

また暑い中を日本学校歯科医会（以

下「日学歯」とする。）の会誌１１２号特

集座談会にお集まりいただきまして

ありがとうございます。本日の座談

会の司会・進行を務めます日学歯広

報担当常務理事の土屋と申します。

よろしくお願いいたします。はじめ

に，本会の副会長兼専務理事で，会

誌の発行責任者でもあります金森市

造よりご挨拶申し上げます。
■金森 先生方におかれましては何

かとご多用のところ，本日の座談会

にご出席いただきまして，誠にあり

がとうございます。前号（１１１号）か

らこの会誌の特集は，各校種別に学

校歯科保健を考えるというテーマで

進めていくことになりました。今回

は第２弾として「高等学校における

学校歯科保健」について考えていき

たいと思います。

ご承知のように，集団で学校歯科

健康診断を受けるのは高等学校が最

後です。そこでしっかりと生徒たち

に口腔保健について教育を行えば，

生涯にわたる「歯・口の健康づく

り」の大きな礎ができると思ってい

ます。先生方には，各々の立場でご

発言いただきたいと思います。

私事で恐縮ですが，実は昨日，大

阪教育大学の養護教諭課程で初めて

学校歯科保健についての講義をして

まいりました（日学歯広場▶P２８）。

大学でこうした講義を行う機会があ

れば，学校歯科保健に興味を示す学

生がもっと増えるかもしれません。

これは，われわれにとって非常に心

強いことです。私自身も名指しでこ

のような機会をいただいたわけです

から，これを大きな契機として，養

護教諭の先生方をわれわれの味方に

つけていきたいと思っております。

高校生は，もう大人になりかけて

いる世代です。先生方のお知恵をい

ただきまして，今後の活動の参考に

できればと思っております。よろし

くお願い申し上げます。
■司会 ありがとうございました。

それではご出席の先生方にそれぞれ

自己紹介をお願いしたいと思いま

す。はじめに，日本大学歯学部衛生

学講座教授 前野正夫先生，よろし

くお願いいたします。
■前野 皆さまこんにちは。日本大

学歯学部の前野と申します。大学で

は健康科学と口腔健康科学の授業を

担当しております。研究面では，疫

学と細胞生物学の両面から，歯周病

と全身との関連性を解明する一連の

研究を行っています。

日学歯におきましては，平成２０年

から委員会等を通して，会の活動の

一部に加わっております。昨年，愛

媛県松山市で開催されました第７５回

全国学校歯科保健研究大会（以下「第

７５回全国大会」とする。）では，小学

校部会のコメンテーターを務めさせ

ていただきました。

本日の座談会では，学識者という

立場でお話をすることになっており

ますが，私のコメントが少しでも皆

さまのお役に立てればと願っており

ます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，群馬県立高崎女子高等

学校（以下「高崎女子高校」とする。）の

学校歯科医 村山利之先生，お願い

いたします。
■村山 ご紹介に預かりました高崎

女子高校の学校歯科医の村山でござ

います。私は，群馬県歯科医師会と

群馬県学校歯科医会の会長を兼任し

ております。

当校は，前野先生のお話にもあっ

た第７５回全国大会の席上で，「第５０

回全日本学校歯科保健優良校表彰」

において文部科学大臣賞をいただき

ました。それほどの活動は行ってお

りませんが，当校の取り組みを審査

委員会で評価していただき，受賞の

運びとなりました。また本年１０月

２５，２６日には第７６回全国学校歯科保

健研究大会（以下「第７６回全国大会」と

する。）を群馬県高崎市で開催させ

ていただきますが，私は開催県を代

表して実行委員会会長を務めます。

よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，学校歯科医であり，日

学歯学術担当常務理事の齋藤秀子先

生，よろしくお願いいたします。
■齋藤 日学歯の学術担当常務理事

を務めております齋藤でございます。

本日は，高等学校についての座談

会ということで出席させていただい

ておりますが，私自身は小・中学校

の学校歯科医の経験はあるものの，

高等学校を担当した経験はありませ

ん。しかし，私は埼玉県歯科医師会

で学校歯科部を担当しておりまし

て，学校歯科全体のことを考えなけ

ればならない立場にあります。数年

前から高等学校の実情を周りの学校

歯科医の先生方から聞き，埼玉県で

の状況をきちんと調べようというこ

とになりました。この３月に，埼玉

県議会議員さんたちを前にその現状

をお話したという経緯がありますの

で，今回この席に座らせていただい

たのだと思います。

また，日学歯では学術担当とし

て，健康診断に関する検討などにも

■座談会のねらいと出席者の自己紹介

特 集
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■学識者の立場から

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

携わっております。皆さんよろしく

お願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，大阪府立吹田東高等学

校（以下「吹田東高校」とする。）校長

の橋本卓爾先生，よろしくお願いい

たします。
■橋本 吹田東高校校長の橋本でご

ざいます。校長になって３年目にな

ります。それ以前は大阪府教育委員

会で，学校保健担当の指導主事とし

て勤務していました。金森先生とは

そのころからのお付き合いで，学校

歯科保健に関していろいろと勉強さ

せていただきました。

大阪府には，大阪府立高等学校保

健会という組織がございます。学校

医，学校歯科医，学校薬剤師，それ

に保健主事，養護教諭，校長の各部

会，つまり六つの職域が集まって学

校保健の研究を行う組織です。微力

ではありますが，私はこの保健会の

会長を務めております。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，高知県立高知農業高等

学校（以下「高知農業高校」とする。）養

護教諭 升岡よ志子先生です。
■升岡 こんにちは。私のこれまで

の経験がお役に立つだろうかと不安

に思いながら，この場に臨んでおり

ます。

私は去年，今の学校に赴任しまし

た。「生きる力は心の教育，心の教

育は命の大切さから，命を育て，生

きる力を育成する」を教育の柱とし

ている本校で，私は，「心」の教育

とともに『「生きる力」をはぐくむ

歯・口の健康づくり』への取り組み

ができると思いました。

一昨年，茨城県のつくば市で開催

された第７４回全国学校歯科保健研究

大会（以下「第７４回全国大会」とする。）の

高等学校部会では，前任校の高知県

立高知小津高等学校（以下「高知小

津高校」とする。）で取り組んできた

歯科保健教育について話をする機会

をいただきました。歯科保健教育は

義務教育のうちが主なので，高校で

できるだろうかという疑問を持ちな

がらも，高知県歯科医師会にお手伝

いいただきながら臨み，学校歯科医

の先生の理解と協力の中，大変多く

を学ばせていただきました。

また，これから新しい赴任先で新

たな取り組みに入っていきますの

で，本日はいろいろと勉強させてい

ただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

それでは，金森副会長兼専務理事，

よろしくお願いいたします。
■金森 私は，日学歯役員のほかに

大阪府学校歯科医会の会長を兼務し

ております。また，大阪府立枚方高

等学校の学校歯科医をさせていただ

いております。本日は先生方それぞ

れの立場から，造詣の深いお話を聞

かせていただければ幸いです。よろ

しくお願い申し上げます。
■司会 ありがとうございました。

最後に，司会の私からも少し自己紹

介させていただきます。神奈川県立

旭陵高等学校の学校歯科医で，今年

８年目になります。７５０名ほどの生

徒を担当しております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

高校生期の
「歯・口の健康づくり」
歯周病と全身との関連性
■司会 本日は「高等学校における

学校歯科保健」をテーマにこの座談

会を進めてまいりますが，“成人期

の入り口”ともいえる高校生の時期

は，生涯にわたる健康づくりを考え

るうえで非常に重要な段階だと思い

ます。学校現場でのお話をうかがう

前に，学識者のお立場から，前野先

生に，ライフステージにおける高校

生期の「歯・口の健康づくり」につ

いてご解説いただきたいと思いま

す。前野先生，この時期に見られる

歯・口の特徴や健康課題とはどのよ

うなものでしょうか。
■前野 高校生期は中学生までと比

べて，親の保護管理下を離れて自立

していく年代ですが，まだまだ支援

を必要とする時期でもあります。

この時期の歯・口の状態は，永久

歯の萌出も終了し安定しています

が，一部で，第三大臼歯（智歯，親

知らず）の萌出に際して起こる智歯

周囲炎と呼ばれる疾病を持つことが

あります。また，歯列不正，不正咬

合あるいは口臭等について興味や関

心を持つ生徒が増えてくるのもこの

時期です。

ご承知のとおり，歯科の二大疾患

といえば，むし歯と歯周病です。中

学生までは，「歯・口の健康づく

り」といえば「むし歯予防」という

イメージが強かったかと思います。

もちろん，高校生期でもむし歯を予

防することが大切であることはいう

までもありません。しかし高校生期

はむし歯だけでなく，歯周病の初期

段階である歯肉炎を発症する生徒の

割合が増えてくる時期でもありま

す。感染症であり，また生活習慣病
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でもある歯周病は，成人になると加

齢とともにさらに増加する傾向にあ

ります。

お手元の資料をご覧ください（図

１）。これは厚生労働省の歯科疾患

実態調査の結果を示したもので，１５

歳から８９歳までの被調査者の，平成

１１年と１７年の歯周病罹患者の割合を

示しています。高校生期はこの一番

左側に示されている年代で，もちろ

ん全体から見れば罹患者は少ないで

す。しかし，この図が示すように，

歯周病罹患者の割合は年齢とともに

次第に増加します。６５歳くらいを

ピークに，それ以降は減少します

が，これは歯の喪失によるもので

す。この現状をまず把握していただ

きたいと思います。私がこれから申

し上げたいのは，歯周病の予防は全

身の健康の維持・増進にも深くかか

わっているということです。

ここで，歯周病と全身との関連性

について，少しお話します。近年，

歯周病と糖尿病の関連性が強く指摘

されています。糖尿病の人が歯周病

の治療をすると，血糖値やヘモグロ

ビンA1c（HbA1c）などの糖尿病

の病態を示す数値に改善が見られた

という報告は，数多くあります。い

い換えますと，歯周病は糖尿病を増

悪させる可能性が極めて高いという

ことになり，歯周病は糖尿病の合併

症の一つに加えられています。また

最近では，歯周病は心疾患やメタボ

リックシンドロームなどのさまざま

な生活習慣病の発症や進行にも関連

していることがわかってきました。

すなわち，歯周病の予防を中心とす

る「歯・口の健康づくり」は，単に

口腔内を清潔に保つだけでなく，全

身の健康の維持・増進にも大きく寄

与するという科学的なエビデンスが

次々と明らかにされています。した

がって，“成人期の入り口”ともい

える高校生期に，生涯にわたる健康

づくりのために，生徒自身が「歯・

口の健康づくり」の大切さをしっか

りと自覚し，そのために必要な歯・

口の清掃，咀嚼あるいは規則的な食

事など，日常の適切な生活習慣を確

立しておくことが重要です。

歯・口の外傷とその予防，
喫煙防止など，QOLの
向上につながる健康教育
■前野 また高校生期はこれまでに

も増して，コンタクトレンズの使用

やスポーツを通して眼・歯・口に外

傷を受ける頻度が高くなるのも特徴

の一つです。学校においては，生徒

が安全にスポーツを行えるように，

安全教育と安全管理の両面からさま

ざまな取り組みが行われていると思

います。外傷につながるような事故

を起こさないようにすることが第一

ですが，もし起こってしまった場合

の対応，すなわち学校と学校歯科医

等医療関係者との密な連携が重要に

なってきます。

以上のことを踏まえて，高校生期

の「歯・口の健康づくり」の課題と

して，図２の５項目を示したいと思

います。これは文部科学省の学校歯

科保健参考資料『「生きる力」をは

ぐくむ学校での歯・口の健康づく

り』から抜粋したものです。

この５項目について少し補足しま

すと，⑴では，「歯・口の健康づく

り」が生涯にわたる全身の健康づく

りにいかに重要であるかを生徒自身

がしっかりと理解しておく必要があ

ります。⑶については，歯周病の予

防を中心とする「歯・口の健康づく

り」が全身の健康の維持・増進にも

深くかかわっていることを理解した

うえで，それを実践することが重要

です。⑷については，自分自身で

歯・口の健康課題を認識し，それを

克服する努力を怠らないことが大切

です。⑸については，スポーツなど

による歯・口の外傷に対する予防法

を理解し，それを実践することが重

要です。

生徒自身がこれらの健康課題に自

ら気づき，自覚し，適時対応できる

ように健康教育を通して支援するこ

図１－５－１２：４mm以上の歯周ポケットを有する者の割合（厚労省，歯科疾患実態調査）

図１ 歯周病罹患者の割合〔『口腔衛生学２０１２』（一世出版）より引用〕

前野正夫
日本大学歯学部衛生学講座 教授

特 集
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■学校現場での取り組み
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とが，学校関係者に求められると思

います。このような健康教育は，生

徒一人ひとりの生涯にわたるQOL

の向上に深くつながっていくことに

なります。また，こうした健康教育

を高校生に対して行う際には，説得

力のある科学的な説明が必要になっ

てきます。

もう一つ，六つ目の健康課題とし

て追加したい項目があります。それ

は「喫煙防止」です。最近の国民健

康・栄養調査（厚生労働省）により

ますと，日本人の喫煙者の割合は，

成人男性が約３８％，成人女性が約

１１％と報告されています。禁煙がベ

ストですが，生徒たちの一部には成

人になって喫煙する者もいるかもし

れません。

喫煙は自分自身の口腔内を含めた

全身の組織や臓器に害をもたらすだ

けでなく，受動喫煙によって周囲の

人にも害をもたらします。国民の大

部分が罹患している歯周病を例に

とってみても，喫煙が歯周病の発症

や進行を促すだけでなく，治療効果

も低下させることはよく知られた事

実です。したがって，本日の座談会

では，六つ目の健康課題として「喫

煙防止」もぜひ加えていただきたい

と思います。

ご承知のとおり，小学校に入学し

て高等学校を卒業するまでの学齢期

は，学校保健安全法に基づいて，学

校歯科医から定期的に歯科健康診断

を受けるなど，「歯・口の健康づく

り」の大切さについて健康教育を通

して学ぶ機会はあると思います。し

かし，高等学校を卒業すると，その

後の進路によって違いはあります

が，歯科口腔保健指導を受ける機会

はほとんどありません。したがっ

て，高等学校を卒業するまでの間

に，生涯にわたる全身の健康の維

持・増進のために「歯・口の健康づ

くり」がいかに重要であるかを，生

徒自身が認識し，そのための行動変

容を実践できるように支援すること

が，学校歯科医および養護教諭をは

じめとする学校関係者の責務ではな

いかと思います。

高校生期の健康課題について私か

ら申し上げたいことは以上です。
■司会 ありがとうございました。

前野先生から具体的に六つの課題と

いうお話をいただきました。このご

解説を踏まえまして，ここからは学

校現場でのお話をうかがっていきた

いと思います。

学校長の立場から――
教科としての保健学習と
各校の課題に合わせた保健指導
■司会 まず，高等学校の校長先生

でいらっしゃる橋本先生にうかがい

ます。高等学校では大学受験，就

職，社会へ出る準備ということもあ

りますし，部活動などの課外活動も

増えて，子どもたちも教職員の先生

方も大変お忙しい毎日を送ってい

らっしゃるのではないかと思いま

す。そうした状況の中で，健康教育

についてはなかなか時間を割きにく

いのではないかと想像いたします

が，保健管理・保健教育について実

際にどのような取り組みを行ってい

るのでしょうか。高等学校の現状と

ともに，先生がお感じになる子ども

たちの生活習慣や健康に関する課題

などがありましたら，併せてお話し

いただきたいと思います。
■橋本 高等学校では「保健体育」

教科に「保健」という科目があり，

一定の保健学習は２年間にわたって

行われます。その中の「現代社会と

健康」という項目で，健康の保持・

増進やどういった行動選択をすべき

か，将来にわたって自分の健康づく

りをどう進めていくべきかというこ

とを学び，歯科保健についてもその

中で学習します。

「保健」の授業以外の取り組みと

して，ロングホームルームやさまざ

まな学校行事等を含め，保健指導が

行われます。学校によっては薬物乱

用防止教育，性に関する教育なども

併せて行っています。学校によって

生徒の状況も異なりますので，それ

ぞれの学校の状況，課題に照らし合

（課題）
⑴ 生涯にわたる健康づくりにおける歯・口の健康の重要性の
理解

⑵ 歯・口の健康づくりに必要な生活習慣（咀嚼，規則的な食
事と歯・口の清掃等）の確立

⑶ 歯周病の予防の意義と方法の理解と実践
⑷ 自分の歯・口の健康課題への対応
⑸ 運動やスポーツでの歯・口の外傷の予防の意義や方法の理
解と実践

図２ 高校生期の歯・口の健康づくりの課題
『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）から引用
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わせて保健指導を行っています。

本校におきましては，学校歯科医

さんのご協力をいただき，まず６月

までには歯科健康診断を行います。

それに基づいて「健康診断結果のお

知らせ」を出しますが，特に課題の

多い生徒を秋に集めて，学校歯科医

の先生から指導をしていただきま

す。本年度からの取り組みとして

は，歯科健康診断の際にチェック

シート（図３）を配布して，それぞ

れの健康リスクに合わせてどのよう

なことに気をつければいいのかとい

うことを専門家の立場からご指導い

ただいています。CO，GOなどと

いう言葉は生徒や保護者にとっては

難しく，「意味がわからない」とい

う場合もありますので，歯がどうい

う状況にあるのかを歯科医の先生か

ら詳しくご説明いただけることは本

当にありがたいと思っております。

また，高等学校保健会の立場から

お話しさせていただきます。大阪府

立高等学校保健会では，各学校の学

校保健委員会の活動を報告する場が

あります。これは，すべての府立学

校で取り組んでいる学校保健委員会

活動を，多くの学校からの参加者の

前で発表するというものです。昨年

度は１２校の発表があり，防災に関す

ること，薬物乱用に関することなど

さまざまなテーマがありましたが，

１２校のうち７校が歯科保健に関する

取り組みを行っていました。それぞ

れの学校で，学校歯科医の先生方に

活動をサポートしていただき，ご活

躍いただいている成果の現れだと思

います。
■司会 ありがとうございました。

チェックシートを拝見しました。

「３０歳代で入れ歯になる自分の姿を

想像してみてください」「ケアを受

けるときは予約時間を厳守するよう

に」など，内容が面白いですね。こ

うしたチェックシートは，私の子ど

もも小学生の時にもらってきました

が，高校生になると「口元の美し

さ」について問いかけたりして，内

容も工夫されていますね。参考にな

ります。ありがとうございました。

続きまして，養護教諭の升岡先生

にお話をうかがいたいと思います。

先生の学校は農業高校ということで，

特に専門性の高い教育を行っておら

れると思いますが，保健教育に関し

てはどのような取り組みをされてい

るのでしょうか。前任校の高知小津

高校でのご経験も踏まえて，学校歯

科保健活動を行う上で特に留意され

ている点，あるいはご苦労されてい

る点はどのようなことでしょうか。

図３ デンタルチェックシート（大阪府立吹田東高等学校）

橋本卓爾
大阪府立吹田東高等学校 校長

特 集
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養護教諭の立場から――
生活習慣を取り入れた
歯科保健教育，
自分の体に関心を持つこと
■升岡 前野先生がおっしゃったよ

うに，歯科は生活習慣と深いかかわ

りがあります。私は養護教諭になっ

てからずっと，夏休み明けに健康調

査を行っています。資料の「夏期休

業後の健康調査結果」というグラフ

（図４）は高知農業高校での調査結

果を示したものですが，前任校で同

じ調査を行った際に，私は生徒たち

の生活習慣の乱れを感じました。

そんな時，高知県歯科医師会の

野村圭介先生から，「生活習慣を取

り入れた歯科保健教育をやってみま

せんか」というお話をいただき，そ

こから私の現在のような健康教育が

始まりました。歯科教育が生活習慣

と結びつくのかどうかもまったくわ

からない状態から始めましたが，

野村先生と活動しているうちに，

徐々に生徒の生活習慣と歯科保健と

の関係がわかってきました。

定期歯科健康診断では，学校歯科 図５－１ 健口・健康チェックリスト（１枚目）

・疲れやすいと訴える生徒が半分以上いる
・頭痛を起こす生徒が１／５
・気分のいらいらや，眠れない生徒が１／３弱
・聴力は正常なのに耳の聞こえが悪いと訴える生徒がいる
・寝起きがすっきりしない生徒が１／３
・自律神経の弱さを感じる

図４ 夏期休業後の健康調査結果（高知県立高知農業高等学校）
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けんこう

医さんの協力を得て，「健口・健康

チェックリスト」への記入を同時に

進めていきます。これは転写式の３

枚綴りになっていて，２枚が生活習

慣と歯科保健に関する質問表（図５

－１），３枚目が回答に応じた指導

表（図５－２）になっています。こ

のチェックリストを使えば，学校歯

科医の先生でなくても，私たち養護

教諭や学級担任が生徒たちに個別指

導をすることができます。例えば，

この中に「鏡で歯を確認する」とい

う項目があります。生徒たちは自分

の口の中がどうなっているか知らな

いことが多いのですが，前任校では

このチェックを毎年，健康診断時や

事後措置の時に重ねて実施していく

うちに，生徒たちが自主的に鏡で確

認をするようになってきました。む

し歯は目に見えて減ってきました

が，歯周疾患は著しく減ったわけで

はありません。もともと歯周疾患の

ある生徒がそれほど多い学校ではな

かったからです。高知農業高校でも

増えることはありませんが，歯周疾

患のある生徒が多い学校なので，ま

ずはハイリスク者への保健管理・指

導を行っていこうという体制をとっ

ています。

前任校は生徒数８００名を超す大規

模校でしたが，全員にこの「健口・

健康チェックリスト」の結果と食に

関する調査結果を絡めながら，三者

面談でも「あなたはこのような生活

をしたらどうですか」という内容の

資料を提示し，学級担任とともに話

し合いました。保護者の方からは，

「知らなかった，自分が恥ずかし

い」，「子どもの生活習慣がわかって

よかった」などという反応がありま

した。高校生になると，子どもたち

は保護者が介入することを嫌がりま

す。ですから保護者は，子どもの様

子を知りたいけれど知ることができ

ないというのが現状のようです。こ

れをきっかけに，家庭でも子どもた

ちを支援していかなければならない

という雰囲気が生まれたので，非常

に良いことだと思いました。

学級担任との協力体制をつくり，

家庭と連携して生徒を支援するとい

う取り組みを３，４年続けていくう

ちに，子どもたちの生活リズムが整

い，食事の内容も改善されていきま

した。進学校だったので，朝の授業

が始まる前に「０時間」という補習

時間があり，それに出るために，生

徒たちはきちんと朝ごはんをとれて

いなかったようです。食事に関する図５－２ 健口・健康チェックリスト（３枚目）

升岡よ志子
高知県立高知農業高等学校
養護教諭

特 集
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アンケートを行ったことで，お母さ

ん方が食生活の乱れに気がついた結

果，子どもたちは食事をしっかりと

るようになり，授業中に具合が悪く

なる生徒の数も減っていきました。

生徒たちは「気分が悪い」といっ

て保健室に来るのですが，どこがど

のように悪いのかを聞いても「わか

らない」という答えでした。そこ

で，具体的に体のどの部分が，どの

ように感じるのかをはっきりといえ

るよう指導しました。そのうちに生

徒たちは「頭が痛い」「お腹が痛い」

「目がまわる」などと表現できるよ

うになりました。さまざまな指導に

よって，自分の体に関心を持つこと

ができるようになり，健康に対する

生徒たちの意識が大きく変わってき

たと思いました。

図６をご覧ください。これは，先

ほど説明したチェックリストの点数

をレーダーチャートにしたもので

す。この資料は１・２年時を比較し

たものですが，３年間を比較すると

徐々に良くなっていくのがわかりま

す。生徒一人ひとりに「気づき」が

起こり，生徒が自分自身で改善して

いったことがうかがえます。高知小

津高校で，年を追うごとに国公立大

学の合格者が増えていったことも，

生活習慣の改善が大きく関係してい

るのではないかと思います。

高知農業高校でも，こうした経年

的データを蓄積していこうと思って

いますが，まずは，健康診断の事後

措置として，夏休み前に歯科講話と

ブラッシング指導を行います。夏休

み前なら定期歯科健康診断からまだ

日が浅く，生徒たちの関心が薄れな

いうちに指導ができると思います。

私の赴任以前は，重症のむし歯を持

つ生徒だけを指導していたようです

が，「ハイリスク者だけでなく，１

年生全員に指導してください」と学

校歯科医にお願いしました。「むし

歯だけではなくて歯周疾患のお話も

してください」など，何でもお願い

しています。

食に関する取り組み
生徒の自立を促す「弁当の日」
■升岡 前任校で行っていた歯科保

健教育は大変良い結果が出るという

ことがわかり，高知農業高校でも実

施したいのですが，まだ赴任したば

かりなので，学校の状況に合わせな

がら徐々に実施しようと考えていま

す。

口は命の入り口，口を通して食べ

るということは健康の源です。歯科

保健教育と食育とは大変深い関係に

あると思います。そこで，現在は「弁

当の日」に取り組んでいます。

この「弁当の日」は，岡山大学病

院小児歯科の岡崎好秀先生から薦め

られました。香川県の竹下和男校長

が提唱されている取り組みで，生徒

が自分で作った弁当を持ち寄って食

べる日です。当校では生徒保健委員

会が中心となって設定し，実施しま

した。食べることは人の生活に欠く

ことのできないものですが，ほとん

どの生徒は自分で買い物に行くこと

も食事を作ることもできていません

でした。「弁当の日」には，生徒は

自分で材料を選び，自分で買ってき

て，自分で作り，弁当箱に詰めて，

食べたら自分で洗います。食べると

いう行為のすべてを自分でやること

に意義があります。当校ではもとも

と８２％の生徒が手作りの弁当を持っ

てきていますが，その内自分で弁当

を作るのは５％です。自分で作らな

いまでも，これだけ弁当派が多いの

なら実現できると思い，取り組みま

した。年に４回の実施を計画してい

ますが，普通の弁当以外にもテーマ

を「自分の名前にちなんだ弁当」

「キャラ弁当※」（※編注：キャラクター

をモチーフにした弁当）にするなど工

夫しています（図７）。食欲旺盛な図６ レーダーチャート
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■学校歯科医の立場から

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

男子生徒の場合は，自分の食べる量

をわきまえた立派な弁当を作ってき

ます。生徒たちの感想を聞いてみる

と，「おいしかった」「恥ずかしかっ

た」という素直な反応や，「大変だ

けど，またやってみたい」という前

向きな姿勢，親への感謝をつづった

ものもありました。

高知県では高等学校が五つの支部

に分かれて，年に１回生徒による発

表会を行います。そこで，「生徒が

作った弁当」を発表してもらいまし

た。弁当を作るということの意味，

効果，必要性はわかっていても高校

ではなかなか実施できない状況で

す。その点，農業高校だと協力が得

られます。養護教諭一人が頑張るの

ではなく，各クラスの保健委員が中

心になり，学級担任も協力して取り

組みました。「弁当の日」を実施す

ることで，生徒たちは食のバランス

をはじめ，食品の安全性，自給率に

まつわる問題，食物への感謝や親へ

の感謝，そして自分でも作れるとい

う自信，将来に向けた健康観等を学

びます。自立や「生きる力」に結び

つく健康教育として，今後も継続し

ていきたいと思います。
■司会 ありがとうございました。

お弁当，すごくおいしそうですね。

■升岡 生徒たちは部活動があった

りして，自分で買い物に行く時間が

ありません。農業高校は居残りの実

習などもありますし，あまり無理が

あっては続かないので，冷凍食品の

使用も許可しています。冷凍食品で

あっても，温めて詰めるという経験

はできますから，それが自分ででき

るということは素晴らしいと，大き

くとらえて許しています。
■司会 感想の欄を見ますと，「朝

の一番忙しい時間に台所を占領され

て大変」「子どもの自立を感じまし

た」という保護者の方のお話や，「親

のありがたみがわかった」「将来役

に立つと思う」という生徒本人の感

想などがありますね。お弁当作りを

通していろいろと広がりますね。

高等学校の校長先生と養護教諭の

先生より，高等学校の現状やそれぞ

れの学校での取り組みをうかがいま

した。

続きまして，学校歯科医のお立場

から，村山先生と齋藤先生にうかが

いたいと思います。村山先生がご担

当されている高崎女子高校は，平成

２３年度の「第５０回全日本学校歯科保

健優良校表彰」において高い評価を

受け，優秀賞（文部科学大臣賞）を

受賞されました。先生は学校歯科医

として，実際にどのようなご活動を

していらっしゃるのでしょうか。

進学校での歯科保健活動
限られた時間と人手で
やれること

かがみ
■村山 升岡先生は養護教諭の鑑の

ような方だなと思いながら，話を聞

かせていただきました。

私は小学校の学校歯科医を１１年ほ

ど務め，平成１１年から今の高崎女子

高校に異動になりました。当時，私

は高崎市の学校歯科医会の会長をし

ていましたが，「あの学校の歯科健

康診断はとにかく大変だ」というこ

とで前任者が降りてしまったので

す。資料をご覧ください（図８）。

これは高崎市で使用している歯科健

康診断の予診票です。「痛んだり，

しみたりする歯がありますか？」な

どの質問に答えてもらう簡単な票な

のですが，「その他」として「校医

の先生に特に相談したいことなどが

ありましたら，簡潔に記入してくだ

さい」という欄があります。当校で

は，この欄に生徒がたくさん質問を

書いてくるのです。

当校は県下でも有数の進学校で，

３年生３２０人中の３分の１が国公立

大学に進学します。そのせいか，学

校歯科保健に費やす時間を取るのが

非常に大変です。年間の学校保健委

員会は２回しかありません。小学校

図７ 「弁当の日」に生徒たちが作った弁当

特 集
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を担当していた時は，年間１０回の保

健委員会が行われ，歯科に関係ない

テーマの時でも必ず私は参加してい

ました。児童保健委員会として５・

６年生各クラスに２名ずつ委員がい

て，その児童も加わって実施されま

す。学校側からは校長，教頭，保健

主事，養護教諭が参加し，それに

PTAの保健部から保護者も参加す

る非常に大きな学校保健委員会でし

た。私は高等学校でもいろいろやり

たいのですが，入り込む時間的余地

がほとんどありません。

仕方なく，何とか限られた時間を

有効に使うことを考えました。保健

活動のメインを健康診断日におきま

したが，やはり９６０名の生徒に対し

て歯科医１名では大変です。１学年

に１日かけ，朝８時５０分から午後４

時２０分まで，まる３日かかります。

それでも時間が足りず，昼休みを使

い，居残りもして補足します。小・

中学校だと児童生徒数５００名以上の

学校は学校歯科医が複数配置されて

いますが，県立高校は１名しかおり

ません。したがって，学校歯科医の

負担が大きくなってしまいます。

もう一つの資料をご覧くださ

い（図９）。これは高崎女子高校の

DMF歯数を示したものです。本校

はDMF歯数の値がすばらしく，平

成２２年度は，１２歳女子の全国平均と

同じ１．３９本でした。２３年度は１．０６本

です。

この結果を，高崎市はフッ化物を

使わずプラークコントロールだけで

維持してきました。先ほど前野先生

がおっしゃったとおり，プラークコ

ントロールは全身の健康につながり

ます。口腔内細菌が全身に及ぼす影

響は深刻で，フッ化物ではその影響

を防ぐことはできません。フッ化物

を万能視するところがまだ多い中

で，高崎市はかなり先進的だと思い

ます。「健康日本２１」は，２０１０年を

年 組 番 氏名

歯科検診予診票

１ むし歯について
○痛んだり，しみたりする歯がありますか？ （ はい ・ いいえ ）

２ 歯肉炎について
○歯みがきをする時に歯ぐきから血が出ますか？（ はい ・ いいえ ）
○口のにおいが気になりますか？ （ はい ・ いいえ ）

３ 歯ならび及び咬みあわせについて
○歯ならびが気になりますか？ （ はい ・ いいえ ）
○咬み合わせが気になりますか？ （ はい ・ いいえ ）

４ あごの関節について
○口の開け閉めや物を食べる時，あごの関節 （ はい ・ いいえ ）
（耳の前）に痛みや音を感じることがありますか？
○口が開けにくいことがありますか。 （ はい ・ いいえ ）

５ その他
校医の先生に特に相談したいことがありましたら，簡潔に記入して
ください。
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

高崎市学校保健会作成

図８ 歯科検診予診票（高崎市学校保健会作成）

（本）

図９ 群馬県立高崎女子高等学校におけるDMF歯数

村山利之
群馬県立高崎女子高等学校
学校歯科医
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目処に１２歳児のDMF歯数１歯以下

を目標にしていたと思いますが，高

崎市ではフッ化物を使わずにこれを

達成しています。

最初にここに赴任した時には，む

し歯のない生徒が多かったのにびっ

くりしましたが，現在では驚異的な

数字になっています。この結果を受

けて，当校に赴任した次の年から校

長先生と相談して，ぜひ，むし歯の

ない生徒を表彰しようということに

なりました。表彰があると，良い状

態を維持しようという動機付けがで

きます。表彰の審査基準は学年に

よって異なるのですが，まず，１年

生から３年生までむし歯がなく健全

な歯肉の生徒と，３年生に関しては

DMF歯数が２本以下で１年生時と

変化がなく，なおかつ健全な歯肉の

生徒を表彰対象にしています。昨年

度は約４００名を表彰しました。表彰

状と歯ブラシを１本ずつ配付します

が，こうした活動が功を奏して

DMF歯数が下がってきているのだ

と思います。

一方，歯肉炎は多いのです。程度

の差はありますが，全体の３０％くら

い歯肉炎があります。むし歯が少な

いのに対して，歯肉炎が多いこと

が，ここ数年で一番の課題ととらえ

ています。

話はそれますが，以前，国立感染

症研究所にいらした花田信弘先生と

お話しさせていただく機会があり，

その時，口腔内細菌と全身とのかか

わりの話が出ました。高崎地区とい

うか，群馬県は非常に学校歯科が進

んでいるという自負はあったのです

が，２１世紀はむし歯，歯周病だけの

問題ではなくて，全身の健康のこと

を考えていくステージに入ったと実

感しました。

お手元に冊子を１冊お配りしまし

た（図１０）。高崎市学校保健会発行

になっていますが，費用を出したの

は高崎市の歯科医師会と学校歯科医

会です。実はこの冊子を作る前に，

学校歯科保健の手引きとして，幼稚

園・保育園版と小学校・中学校版の

２種類の冊子を作っていました。そ

の後，養護教諭部会などいろいろな

ところから要望があり，改訂版とし

てこの冊子ができたのです。冊子の

中の「歯周病とからだの病気」とい

う項目では，口腔内細菌と全身疾患

とのかかわりが記載されています

が，子ども向けの手引きとしては，

かなり細かく解説されていると思い

ます。簡単にポイと捨てられないよ

うに，裏表紙に「○年○組，名前」

まで記入するようになっていて，卒

業まで大事に持っていてもらえるよ

うにしています。当校の学校保健委

員会も，この冊子に基づいて行って

います。

プラークコントロールで
維持するDMF歯数と
全身の健康
■村山 やはり大切なのはプラーク

コントロールだと思います。当校で

もむし歯のない生徒が多いからと

いって，むし歯がどうでもいいとい

うことではありません。プラークコ

ントロールをしっかりやっていれ

ば，むし歯も歯周病も防げます。同

時に，そういう生活習慣を身につけ

ることによって，歯みがきは口の中

の食べ残しを取るだけではなく，口

腔内細菌を除去するのだという概念

の転換にもつながります。一般に人
しも

が寝たきりになると，すぐ下の世話

に走りますが，一番大事なのは上の

口だろうと思います。

当校は非常に成績が優秀で，全県

下から各中学校で成績がトップクラ

スの子どもが集まってきます。校訓

は昔から「良妻賢母」です。これは

いい言葉だと思います。女性は子ど

もを産めますが，男には産めませ

ん。そこに決定的な差がある限り，

男性と女性は違います。私は，やは

り子どもの最も身近にいる母親が

しっかり教育して，文化を継承して

いってほしいと思うのです。数年

前，新型肺炎が流行した時，海外で

は医療従事者が逃げてしまうほどの

大騒ぎになりましたが，日本では水

際で防げました。日本人は土足で家

に入りません。非常にきれい好きと

いう国民性，文化があってこそ防げ

たと思います。日本にはしっかりし

た文化があります。私は，文化とい

うのは「家庭」から発信すると同時

に，「学校」という場所で習得する

図１０ 『健康は歯と歯ぐきと食生活から』（左は表紙，右は裏表紙）

特 集
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ものだと思っています。次の世代に

向けて，われわれが持っている知識

をいかに発信し，それを継承しても

らうかということが大事だと思いま

す。

そして，われわれ歯科医師にとっ

ては，歯科保健に関する知識をいか

に一般の人にわかりやすく伝えてい

くかが大事だと思います。ただ単に

「勉強しろ」「歯をみがけ」というの

ではなく，根拠となる理由を説明し

て，「この知識があなたの人生を救

うよ」ということを教えなくてはな

らないと思います。先ほどの喫煙の

話にしても，もちろん毒性の問題も

ありますが，歯科の問題でいえば，

喫煙によって唾液の分泌が抑制され

るので自浄作用が働かず，細菌の温

床になってしまうという理由があり

ます。生きていくうえで健康である

ことが一番大事だということを，き

れいごとではなく実感としてわかっ

てもらう必要があると思います。

生徒に「東大に合格するのと平均

寿命以上生きるのとどっちが大事

か」と問うと，みんな悩みます。例

えば，癌の宣告をされても東大に

入ったから幸せだという人は誰もい

ないはずで，やはり健康に勝る幸せ

はないと思うのです。こういうと極

論のようですが，進学校の現場だと

冗談にならない切実な雰囲気があり

ます。いいたいことはたくさんある

のですが，時間と場がない。進学校

にいるが故の葛藤があります。

一方，進学校の生徒たちは，理解

力や判断力に大変優れています。か

つては健康診断を手伝ってもらった

時期もありました。クラスの保健委

員がクラスメイトの診査内容の聞き

取りをするのですが，生徒たちが真

剣に健康診断に取り組む姿が印象的

でした。私はただ，無機質ではなく

有機質な健康診断がしたかったので

すが，現在は個人情報の問題ででき

なくなってしまったのが残念です。

皆さんご存じだと思いますが，昨

年，「歯科口腔保健の推進に関する

法律（歯科口腔保健法）」が成立し

ました。群馬県もそれに伴い，条例

を作成しているところです。条例が

でき上がって，学校保健，学校安全

においても，具体的な施策が取り入

れられるようになれば，また時代が

進むかと思います。
■司会 ありがとうございました。

群馬県歯科医師会と学校歯科医会の

会長というお忙しいお立場にありな

がら，学校歯科医としても大変熱心

に活動されているご様子が伝わって

まいりました。

続きまして，齋藤先生は本会では

学術担当常務理事であり，また学校

歯科医として高等学校の前段階であ

る中学校を担当されているお立場で

もありますね。中学校と高等学校の

歯科保健活動を比べて，どのように

お感じになりますでしょうか。学校

歯科医が高等学校で歯科保健活動を

行う上で，どのようなことが課題と

なっているのでしょうか。

歯科保健教育における
小・中学校と高等学校の違い
■齋藤 学校歯科現場というのは，

大変熱心な養護教諭の先生と大変熱

心な学校歯科医の努力の上に成り

立っているということをいつも感じ

ていますが，先生方のお話から今日

はそのことをいっそう強く感じまし

た。

私は小児歯科が専門でしたので，

学校歯科保健は取り組んでみたいこ

との一つでした。埼玉県歯科医師会

で学校歯科保健の担当理事としてか

かわり始めたのは６年ほど前です。

熊谷市は，学校歯科医が３年間で

ローテーションします。そのため，

私は中学校の学校歯科医としてこれ

まで４校担当しました。その前は，１１

年ほど小学校の学校歯科医をしてい

ました。

長い学校歯科医生活の中で感じた

のは，歯科保健教育は学校歯科医の

都合だけで行うわけにはいかないの

で，制限されることがあるというこ

とです。例えば保健委員会で講話を

したいといっても，当番でなければ

行うことができませんでした。歯科

のためだけに時間を取っていただく

のはかなり難しいのです。大きな学

校になればなるほど，その傾向が強

く，１００人規模の学校ですと，校長

先生の采配でいろいろなことができ

ると感じました。６年ほど前から埼

玉県歯科医師会の理事として学校歯

科を担当してみて，自分がいかに学

校という組織を知らなかったのかを

実感しました。学校は私たちを医療

者として見ているわけではありませ

ん。「教育者」として扱っているの

です。

小・中学校と高等学校の大きな違

いは，義務教育の区分けです。義務

教育の枠のうちは地域に根付いてい

ます。埼玉県の場合，高等学校は県

立学校部というものがあって，その

管理下に置かれていますので，地元

の歯科医師会に学校歯科医を担当し

てほしいというお願いが来るのです

が，学校歯科医の配置人数を決めた

り，再編を行うのは県の教育局で

す。私たちに熱意があっても，シス

テムを完全に理解していないと，そ

の中でうまくコントロールできない

ことがたくさん起こります。そこが

小・中学校と高等学校の違いです。

また時間枠も，中学校までは校長先

生の采配で取ることが可能ですが，

高等学校は村山先生がおっしゃった

ように非常に時間がタイトです。そ

の点が，指導の難しい理由だと思い

ます。

さらに，子どもたちの年齢による

差も大きいと思います。中学生の３
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年間はまだ子どもです。口の中は少

し大人になっていますが，まだ相当

に手のかかる年齢です。１年生だと

乳歯の残っている子どももかなりい

ます。口の状態が違えば，指導も

違ってきます。中学校の教職員の先

生方はそのことをよくわかってい

らっしゃいますし，保護者の方の関

心も高く，歯科保健活動によくかか

わっておられます。ところが高校生

になると，先生も保護者も，生徒は

もうかなり大人になってきたと感じ

るようです。口の状態も中学生とは

まったく違うからだと思います。し

たがって，中学校と高等学校の保健

指導は，かなり目先を変えて行って

もいいのではないかと思います。

昨秋，第７５回全国大会で高等学校

部会の座長を担当し，高等学校での

歯科保健活動について少し勉強させ

ていただきました。

資料をご覧ください（図１１）。

前野先生がおっしゃった部分とも重

なりますが，私が考える高等学校の

課題を六つ挙げました。生徒たち

は，わかろうと思いさえすればいろ

いろなことが理解できる年齢になっ

ていますので，中学校でできない教

育が高等学校ではたくさんできると

思います。しかし，そんな高等学校

の特性を生かそうと思っても，時間

がない，マンパワーがないというこ

とでなかなか実現できません。１，０００

人規模の学校で村山先生のようにお

一人で健康診断を行い，かつ教育も

行うというのは相当に大変なことだ

と思います。そういう実態を教育委

員会等にご理解いただいたうえで，

いかに私たち学校歯科医に教育の場

を与えていただくかという課題があ

ると思います。

もう一つの資料をご覧ください

（図１２）。埼玉県の人口は７２０万人と

ありますが，これは全国で５番目の

数です。公立校１７１校，生徒数１７５，８３８

名を学校歯科医２０５名で担当してい

ます。生徒数７５０名以上の大規模校

が５割以上あります。学校からは「健

康診断は１日で終わらせてくださ

い」という要望が出るので，応援歯

科医の協力を得て対応しているとい

う学校歯科医もいます。

また，埼玉県では学校歯科保健コ

ンクールを行っていますが，高等学

校はこれにかかわっておらず，その

ため高等学校の歯科保健に関する

データが取れていません。保健調査

票は県に上がっていますが，それを

データ処理する場所がありません。

埼玉県のDMF歯数は１２歳で１．１４本

です。しかし１５歳以降のDMF歯数

が把握できないのです。今後の課題

として，この学校歯科保健コンクー

ル等に高等学校からも応募してもら

えるようなルートを作っていただき

たいと埼玉県にお願いしています。

高等学校での歯科保健教育の意義

を図１３に記しました。前野先生が

おっしゃったように，高等学校は定

期的に健康診断を受ける最後の場で

す。今日お持ちした資料は，埼玉県

歯科医師会で行った「デンタルミー

高校生に必要な歯科保健教育
１）むし歯・歯周病への理解
２）歯周病と喫煙・全身疾患との関係の理解
３）不正咬合の理解
４）スポーツ外傷の予防への理解（マウスガード等）
５）食の重要性・間食への理解
６）妊娠・出産・育児と口腔衛生

図１１ 高校生に必要な歯科保健教育（齋藤作成）

埼玉県立高等学校の現状
・埼玉県の人口 約７２０万人
・埼玉県児童生徒数 ６歳から１８歳

（約８８５，８１０人） 全国で５番目の数
・埼玉県高等学校数 １７１校（公立学校）生徒数１７５，８３８人

生徒数 １，０００名以上 ２９校
生徒数 ６００名以上 ８２校
学校歯科医数 ２０５名

・生徒１，０００名までは学校歯科医１名
・７５０名より補助学校歯科医（健康診断時）制度があるが，１名にて対
応の場合も多い

図１２ 埼玉県立高等学校の現状

齋藤秀子
学校歯科医
（（社）日本学校歯科医会
学術担当常務理事）

特 集
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ティング」という勉強会の際，４０人ほ

どの県議会議員を前に私が講演した

ときの資料です。埼玉県は昨年１０月

１８日に歯科口腔保健の推進に関する

条例を公布・施行したことから，こ

の勉強会を行うことになりました。

私が気になっていたのは，小学校か

ら高等学校までは歯科健康診断があ

るからそれで十分だと，議員さんた

ちに思われてしまうのではないかと

いうことでした。私は，それだけで

は子どもの口腔の健康は守れないと

いうことをいいたかったのです。で

きるだけ具体的な話をしてほしいと

いわれたので，学校歯科医の職務と

配置という点で「保健教育・健康相

談等の充実による職務の増加」「特

に高等学校では，学校歯科医の複数

配置が少なく，細かい配慮がされて

いない現状がある」などを訴え，学

校歯科医を増やしてほしいというこ

とをお願いし，次の３点をお話しい

たしました。①「高校生の自律的健

康づくりのためには，学校歯科保健

教育が必要である」，②「歯科健康

診断のような保健管理のほかに保健

教育を行うためには，生徒６００名以

上から複数の学校歯科医が必要であ

る」，③「高校生の健康教育の確立

は，将来の歯牙喪失の減少に貢献

し，よって医療費の削減の期待も考

えられる」ということです。

「歯科」と「文化」――
高校生への健康教育は
将来の健康な家庭を支える
■齋藤 先ほど村山先生は「歯科は

文化だ」とおっしゃいました。また

「健康であるということには非常に

大きな価値がある」ともおっしゃい

ました。これらのことを子どもたち

にどこでどうやって教えるかという

ことが，高等学校における歯科保健

教育の要だと思います。それがきち

んと教えられることが，この国の美

しさや文化につながると感じていま

す。

村山先生と私はまったく同じ考え

を一つ持っています。それは女性の

役割を重要視していることです。私

は，日本歯科医師会で男女共同参画

推進検討委員会にも携わっていま

す。女性が何でも男性と同じように

しなさいといっているかのように思

われがちですが，私は，女性の特性

を生かす意味での女子教育はとても

大事だと思っているのです。子ども

を産むことは女性にしかできませ

ん。この点をしっかり理解しないと

国が衰退してしまいます。図１１に

「高校生に必要な歯科保健教育」と

いうことで「妊娠・出産・育児と口

腔衛生」と書きましたが，こうした

教育も高等学校が最後のチャンスな

のです。男女問わずに「妊娠・出

産・育児は大切なことである」とい

う発想を取り入れて，歯科保健教育

を行うと良いのではないかと思いま

す。私は熊谷女子高等学校というい

わゆる女子校出身なのですが，母校

でも今は女子教育をあまり行わなく

なりました。「良妻賢母」という考

え方は，女性に「働くな」といって

いるのではありません。高い知識を

持った女性をたくさん育て，健康な

家庭をつくるために男女問わず健康

の価値観を高め，妊娠・出産・育児

を共有できる生活を築ければいいと

思うのです。そのような意味でも，

高等学校には大きな期待を寄せてい

ます。
■司会 ありがとうございました。

ここまで，高校生の現状，歯科保健

活動やその課題などに関するお話を

うかがってまいりました。

日学歯では，高等学校での学校歯

科保健活動に関連して，食育，安

全，喫煙防止などに関する冊子や資

料を作成してまいりましたが，先生

方のお話からも，高校生のさまざま

な健康課題に対応されているご様子

がよくわかりました。

こうした多岐にわたる課題に対応

するためには，関係者との連携も大

変重要だと思います。先生方の学校

では，関係者とどのような形で連携

を取りながら活動されているので

しょうか。橋本先生からうかがいた

いと思います。

高等学校での歯科保健教育の意義
・高等学校における健康教育は，受動的に受けることのできる最後の学
校保健教育であり，ここでの保健教育が生徒の将来にわたる自律的健
康管理の基礎をつくる最後の場です。
・高校生の歯科疾患の特徴は，進行したむし歯は少なく，むし歯の前駆
症状のCOと歯肉炎が多くなり，特にこの歯肉炎の悪化が歯周病に
進み，歯の喪失につながります。
・歯科疾患は生活習慣が大きく影響する疾患で，高校時代に歯科疾患予
防のスキルを身につけることが，ひいては全身健康管理の基礎づくり
になります。
・自分の健康を自律的に管理できる能力は，将来，自分の子どもの健康
管理に生かされるものとなります。

図１３ 高等学校での歯科保健教育の意義
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■学校保健関係者との連携
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保健推進に欠かせない
保護者の理解
指導には現実的葛藤も……
■橋本 学校では，保健主事，養護

教諭が学校歯科保健を推進していく

コーディネーター役となります。そ

れに学校歯科医，学校医，学校薬剤

師の先生方との連携とPTAとの連

携が重要になると思います。先ほど

升岡先生のお話の中でありました

が，三者面談でも保健に関するデー

タを示すという点に大変感心いたし

ました。生徒本人への指導プラス保

護者の理解があったうえで，家庭に

おける教育をしていただくことが保

健推進の基本ではないかと思いま

す。

学校の中では，生徒保健委員会と

いうものがあります。クラスを代表

して保健委員が集まり，いろいろな

健康課題，安全課題について取り組

んでいます。健康の保持・増進にか

かわる問題では，もちろん養護教諭

による指導も必要ですが，保健委員

のメンバーが自分たちで課題を見つ

け，それを解決するためには何をす

べきかを考え，自らが取り組んでい

くことが大切です。場合によって

は，その成果を文化祭等で発表しま

す。保健委員以外の生徒にそれを見

てもらい，また保護者にもそれを周

知することが，学校での取り組みな

のかなと思います。

大阪府には高等学校保健会という

組織がありますし，その上部団体に

は大阪府学校保健会という組織もあ

りますので，それらでの研究発表等

を介して，一つの学校の取り組みが

大阪府全体の取り組みに広がってい

くことが理想的だと思います。

先ほど村山先生，齋藤先生から

「校長先生にお話をして指導をした

いが，なかなか実現できないのがジ

レンマだ」というお話がありまし

た。学校歯科医の先生のご好意で指

導をしていただくのはありがたいの

ですが，学校では保健に関する課題

だけでなく，進路指導や人権教育，

国際理解教育など，さまざまな課題

について授業以外で推進していかな

ければなりませんので，難しい状況

があるかもしれません。しかし，生

活習慣をはじめとする多くの健康課

題のある，いわゆるハイリスクの生

徒に対しては，状況に応じた個別指

導が学校に求められていると思いま

す。
■司会 続いて升岡先生，いかがで

すか。

地元関係者の協力と
外部専門家とのつながり
■升岡 学校歯科医，学校医，学校

薬剤師は地元の方なので，いろいろ

なことに積極的に協力して取り組ん

でいただいています。前任校でも，

学校歯科医さんが卒業生ということ

もあって，非常に熱心にかかわって

いただけたことをありがたく思って

います。県の歯科医師会の先生方に

もご協力いただいて，いろいろな知

識を活動につなげられていると思っ

ています。

２年前の第７４回全国大会で発表し

た折に，先ほどお話しした岡山大学

病院の岡崎先生と知り合えたことに

よって，前任校に先生をお招きして

講演もしていただきました。地域内

だけでなく，外部の優秀な先生方の

お力をお借りできると，さらに効果

的な歯科保健活動につながると思い

ます。大学の先生は教育者ですの

で，いろいろなアドバイスもいただ

けますし，新聞記者の方から専門的

なことを教えていただくこともあり

ます。そういったことが，私の保健

活動に大きな影響を与えていると

思っています。

また，橋本先生がおっしゃったよ

うに，保護者を忘れていてはいけな

いと思います。保護者がかかわるこ

とが，最も生徒たちに密着した健康

活動につながっていくと思っている

ので，ことあるごとに保護者に参加

してもらうことを忘れないように心

がけています。

今後，こうした相乗効果が高知農

業高校でどのような成果となって現

れるかを期待しているところです。
■司会 ありがとうございます。で

は村山先生，よろしくお願いいたし

ます。

歯科保健教育は
「幸せ」のため
関係省庁への働きかけ
■村山 ご質問は「関係者との連

携」についてですが，連携の前に，

まず歯科教育を発信する学校歯科医

としての私の思いからお話しさせて

いただきたいと思います。

私は本来，歯科医になる予定はあ

りませんでした。高校３年の春まで

は，天文学を専攻するつもりで，

まったく歯科とは関係がなかったの

ですが，歯科医院である実家を兄が

継がなかったものですから，仕方な

くこの世界に入りました。

いざこの世界に入ってみると，三

師会の中では医，歯，薬という序列

があって，それに非常に腹が立った

ものです。それはなぜかと考えたと

ころ，やはり医科は命に直結してい

特 集
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■高等学校での歯科保健教育，そのキーワードとは？
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るから最優先とされるのだろうと思

いました。しかし，ただ生きていれ

ばそれで幸せなのかというと，私は

違うと思います。

群馬県歯科医師会では，去年から

基本コンセプトを「食べること，健

康であること，美しくあること，す

べては人々の幸せのために」に決め

ました。キーワードは「幸せ」で

す。歯科と医科とでは，根本的に

フィールドが違うと思います。われ

われ歯科医は，国民の幸せのために

日夜活動していると思います。した

がって，それを前面に掲げました。

歯の衛生週間の時もこのコンセプト

を意見広告として新聞に出しました。

人は生きても生物学的に１２０歳が

リミットといわれていて，必ず

「死」が訪れます。大事なことは，

いかに最後まで「幸せ」に生きてい

けるかということです。歯科保健教

育もこのコンセプトに従って行うべ

きだと思います。それが結局子ども

たちのためになると，私は信じてい

ます。

学校歯科はどこまでも純粋な仕事

です。私は「聖職」だと思っていま

す。「問題があったり不適当なこと

をいったりしたらどうぞクビにして

ください」というくらいの気概で取

り組む，それが非常勤ならではの役

どころだと思って，教職員の先生が

いえないようなこともビシビシいっ

ていますが，いまだにクビにはなっ

ていません。子どもたちがいかに健

康で幸せな人生を送れるかというこ

とが，学校歯科医の究極の目標だと

思います。そこをきちんと押さえた

うえで，さまざまなことに取り組む

ことです。各論はたくさん出てくる

でしょうけれども，統一のコンセプ

トがしっかりとしていることが大事

だと思います。

先ほども少し触れましたが，昨年

の８月に歯科口腔保健法が国会で制

定されました。しかし，せっかく法

律ができても，学校歯科保健の分野

においては，やはり文部科学省が学

習指導要領の中でしっかり学校歯科

保健を盛り込むなどの取り組みをし

ていかなければ，学校現場に浸透し

ていかないのです。日学歯にボール

を投げ返しますが，ぜひ日学歯から

関係省庁に働きかけていただきたい

と思います。

「ゆとり教育」で注目された「総

合学習の時間」は，今はもうどこか

へ消えてしまいましたが，高等学校

にこそそれが必要だと思います。大

げさにいうと，歯科保健の授業の

１，２時間が子どもたちの人生を左

右しかねないのです。私はよく生徒

に炎症性物質のサイトカインの話な

どもするのですが，難しい話でも非

常に興味を持って聞いてくれます。

彼らは，もうそういう年代なので

す。年間２時間でも良いですから，

必ずそういう枠を設けてもらいたい

と思います。
■司会 ありがとうございます。

齋藤先生，お願いします。

行政と歯科医師会との連携
医科と歯科の連携
■齋藤 埼玉県歯科医師会学校歯科

部では，埼玉県教育局保健体育課と

さいたま市教育委員会健康教育課と

協力して，図画・ポスターコンクー

ル審査会，学校保健コンクールの審

査会，実地指導の審査会等を行って

います。養護教諭の先生方向けに講

演会を開くのも，企画から運営まで

いっしょに行っています。そういう

意味では，行政と歯科医師会で非常

にうまく連携が取れていると思いま

す。文部科学省が掲げる「生きる力

をはぐくむ」という理念について

も，歯科医師会全体でバックアップ

しています。

私の夫は医師で，熊谷市学校保健

会の会長を２０年ほど務めていました

が，その関係で私も医科と歯科の連

携に努力してまいりました。歯科医

師会でも就学時健康診断の時に，保

護者のいるところで講話をする機会

を作り，医科も歯科もいっしょに取

り組む一つの枠を作りました。連携

というのは非常に難しいですが，皆

で子どもたちの幸せのために何かが

できれば，と思っています。
■司会 ありがとうございます。そ

れぞれの先生方にお話をうかがいま

した。前野先生，学校現場の先生方

のお話をお聞きになって，高等学校

での課題をどのようにお感じになり

ましたか。学校歯科医，あるいは関

係者には，どのような対応が求めら

れているのでしょうか。

歯・口の健康から
全身の健康へ……
指導者に求められる深い知識
■前野 先生方のお話を聞きまし

て，学校現場の先生方が限られた時

間の中で，生徒の学校保健の向上の

ために一生懸命努力されている様子

がよくわかりました。

学校歯科医あるいは関係者にどの

ような対応が求められているのか，

ということですが，今までのお話の

中で私が重要と感じたいくつかの項
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目をキーワードとして挙げ，簡潔に

コメントさせていただきます。

まず，升岡先生から「弁当の日」

のお話がありましたので，食育につ

いて少しお話しします。日学歯が平

成２０年に発行した『学校と学校歯科

医のための「食」教育支援ガイド』

という冊子と，平成２３年に発行した

『学校給食の舞台に踏み出す新しい

一歩』という冊子があります（関連

資料▶P２５）。これらは参考になる

と思いますので，ぜひ食育の現場で

ご利用ください。受験勉強，塾通い

などで食生活が乱れがちになること

はご指摘のとおりです。また，肥

満，痩せ願望，ダイエットなど，食

についての関心が急激に高くなるの

もこの時期の特徴です。ただ何と

いっても私たちの健康の源は食事以

外の何ものでもありません。毎日コ

ンビニエンスストアの弁当ばかり食

べていないかなど，まず自分の食生

活を正しく評価し，考えてほしいと

思います。食材がたとえ冷凍食品で

あっても，自分自身で作った弁当を

食べることは，結果的にバランスの

良い食生活にもつながりますので，

「弁当の日」はぜひ続けてほしいと

思います。歯科医の立場からあえて

申し上げますと，おいしい弁当を食

べるには，口腔の機能が健康であっ

て可能になるということ，また

「歯・口の健康づくり」の大切さ，

それが将来的には全身の健康にも深

くかかわるということを生徒たちに

伝えていただけるとありがたいと思

います。

村山先生から，喫煙防止について

のお話が出ました。喫煙防止につい

ては，日学歯が平成２１年に発行した

『ステキな笑顔いつまでも』（関連資

料▶P２６）という冊子をご覧いただ

けるとよろしいかと思います。この

冊子には，喫煙の弊害についてはも

ちろんのこと，未成年はなぜ喫煙し

てはいけないのかなど，具体的にし

かもわかりやすく解説してありま

す。先ほど村山先生が述べられたよ

うに，たばこを吸いますと唾液の分

泌量が減り，むし歯や歯周病になり

やすくなります。また，たばこの成

分に含まれるニコチンには血管を収

縮させる作用がありますので，血液

の循環が悪くなり，免疫力の低下に

もつながります。受動喫煙による弊

害を考えても，やはり喫煙は絶対に

すべきではないと思います。

今日は，あまり話題には出ません

でしたが，スポーツ外傷について少

し話をさせていただきます。スポー

ツ等による歯・口の外傷について

は，日学歯が発行した『歯・口腔・

顎顔面スポーツ外傷対応マニュア

ル』（関連資料▶P２６）というリー

フレットがあります。興味深いの

は，この中の「歯・口腔・顎顔面の

スポーツ外傷の実態」を示した図表

（図１４）です。これによりますと，

スポーツ外傷を受けて障害見舞金の

給付を受けた高等学校の生徒数は，

図１４ 歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷の実態
（『歯・口腔・顎顔面スポーツ外傷対応マニュアル』より）

土屋松美
（社）日本学校歯科医会
広報担当常務理事

特 集
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中学生の約２倍に達しています。し

かも，その約４０％は歯の破折，脱

臼，陥入など，いわゆる歯の外傷で

す。できれば，スポーツ部活動の顧

問や監督の先生方から，直接生徒た

ちに，スポーツを安全に実施するた

めご指導いただける時間を設けてい

ただきたいと思います。スポーツに

よる事故は，起こらないようにする

ことが第一ですが，事故を想定し

て，養護教諭と学校歯科医等医療関

係者との連携を普段から密にしてお

くことが必要です。

次は歯周病についてお話ししま

す。先ほど村山先生から，高崎女子

高校には歯肉炎の生徒が３０％ほどい

るという報告がありました。東京都

のデータよりも少し高いような気が

します。一方，升岡先生から，高知

小津高校では，歯周炎に罹患した生

徒の数は少なかったとの報告があり

ました。しかし，歯周病の初期症状

である歯肉炎は，高校生期には少な

くても，これから成人を迎えると，

加齢とともに確実に増えていきま

す。しかも，歯周病と全身とは非常

に深い関係があります。したがっ

て，歯周病の予防が全身の健康につ

ながることを，もっともっとアピー

ルすべきであると思います。私は東

京都歯科医師会の事業の一環とし

て，歯周病と糖尿病との関連性を示

したリーフレットをもとに，都内各

地を回り，歯周病予防の大切さにつ

いて啓発を行っています。先ほど村

山先生が，サイトカインという言葉

を使って歯周病と全身との関係を生

徒たちに説明していると話されたの

には驚きました。ここまでていねい

に説明されている学校歯科医の先生

は極めて少ないと思います。いずれ

にしましても，高校生に対して健康

教育を行う際には，説得力のある理

論立てた説明が求められることは確

かです。

これまでの私の話のまとめになり

ますが，学校における歯科保健活動

では，生徒一人ひとりが「歯・口の

健康づくり」を通して生涯にわたっ

て健康な生活を営むことができるよ

う支援することに大きな意味がある

と思います。高等学校を卒業すれ

ば，歯科大学にでも行かない限り，

「歯・口の健康づくり」について，き

め細かな健康教育を受ける機会はほ

とんどありません。したがって，生

徒一人ひとりの生涯にわたる健康の

保持増進という観点からも，高校生

期までに「歯・口の健康づくり」の

大切さをしっかり理解させ，ヘルス

プロモーションを実践できるように

することが重要だと思います。

しかし，健康教育を行うとして

も，特に進学校では十分な時間を取

るのは困難かと思います。今後は，

高校生期における歯科保健を中心と

する健康教育を行う機会をいかに増

やすのかが一つの大きな課題になる

かと思います。

また一方で，口腔と全身との関連

性を踏まえて，村山先生がご指摘さ

れたように，「歯・口の健康づくり」

の基本が細菌の生息場所を除去する

プラークコントロールであること

を，高校生期までにしっかりと理解

させる必要があると思います。
■司会 ありがとうございます。前

野先生のお話を受けて，それぞれの

先生方が，今後どのような取り組み

をしていきたいか，課題の解決に向

けた抱負などをお話いただきたいと

思います。また，学校歯科医，日学

歯に期待することなどがありました

らお教えください。

課題の解決に向けて……
日学歯に期待すること
■村山 冒頭で申し上げたように，

秋には本県で全国大会がございま

す。全国の学校歯科保健関係者の方

がお集まりになることと思いますの

で，開催県の歯科医師会会長として，

その時に詳しくお話しいたします。

とにかく，医師会のコンセプトが

「国民の命を守ること」であるとす

れば，歯科医師会のコンセプトは

「国民の幸せのために」であり，

まったく違うフィールドで学校保健

を考えることが大事だと思います。

日本は世界に冠たる長寿国ですか

ら，子どもたちにどのように幸せに

生きていってもらうかという道しる

べを，大人が指し示していかなけれ

ばいけないと思います。科学的エビ

デンスを基に，歯科保健をもっと

もっと啓発していかなければなりま

せん。私も生きている限り，歯科の

立場を向上させるために頑張りたい

と思います。
■司会 ありがとうございました。

橋本先生，よろしくお願いいたします。
■橋本 先ほどもいわせていただき

ましたが，学校歯科健康診断で使わ

れるCO，GOという用語は，生

徒，保護者にとってはわかりにくい

ようです。こうした用語等について

もわかりやすく指導できるよう，日

学歯でもご検討いただけたらありが

たいと思います。

またスポーツ外傷の件ですが，当

校はラグビー部や野球部などがない

にもかかわらず，歯牙障害がたまに

起こります。北京オリンピックでソ

フトボールの上野投手がマウスガー

ドを使用していましたが，そうした

補助器具も徐々には浸透していって

いると思います。大阪府立高等学校

歯科医会でもマウスガードの研究は

率先して行っていただいています。

これは今後の大きな課題だと思いま

す。
■司会 ありがとうございました。

升岡先生はいかがですか。
■升岡 課題はたくさんあります

が，まずは高校生に「自分の体を自
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分で守る」という力を持てるよう指

導していきたいと思います。生きる

力を自分でしっかりとつかんでほし

いと思います。そのために，食育や

歯科保健を通じて勉強していってほ

しいです。

前任校も進学校で，なかなか学校

歯科医の先生にお話をしていただく

機会がありませんでした。高等学校

では，性教育，喫煙防止，薬物の話

は，必ず２時間の総合的学習の時間

で受けなければいけないことになっ

ていますが，歯科はどうして時間が

ないのか疑問でした。そこで，私は

「絶対必要です」とお願いし，年度

当初の計画の時点で入れていただき

ました。時間さえ取っていただけれ

ば，中身はいくらでも工夫できま

す。養護教諭もひたすら時間を探し

続けて，「ここに入れてはだめです

か」などと自分から要求していくこ

とも大事だと思いました。生徒の集

会の時にも１５分くらい時間をもら

い，食生活について話をさせても

らったこともあります。時間は自分

が進んで探さなければ作れません。

「それが必要なのだ」という強い信

念がなければできないと思います

し，今後もそれは変わらないと思い

ます。学校歯科医の先生も，私がお

願いすれば引き受けてくださいま

す。先生と息が合ってさまざまなこ

とを実現できたのは，大変ありがた

いことだと思っています。

ただ，学校によっては，学校歯科

医さんの教育方針と合わないという

場合もあります。義務教育の領域で

の歯科保健教育はご存じでも，高等

学校における歯科保健教育をはっき

りと認識されていないこともあるの

かと思います。研究会などで，「前

任校で行った歯科保健教育は絶対に

良いことだから皆でやっていこう」

と話したことがありますが，「そん

なことをいったら学校歯科医さんと

反りが合わなくなる」という養護教

諭もいました。その辺の温度差が解

消できればよいのですが……。学校

歯科医との関係を良好に保ちなが

ら，義務教育の歯科保健教育とは違

う，大人へと近づく高校生への歯科

保健教育がスムーズにできるように

なれば良いと思います。
■村山 実は，それが今の学校歯科

医の現状です。極端な例ですが，健

康診断でも生徒１人当たり１０秒くら

いしか診ないとか，「去年と同じに

しておいて」と指示する歯科医がい

るという話を養護教諭の先生から聞

くこともあります。

やはりコミュニケーションが大事

だと思います。地元の学校歯科医会

の有志が集まって懇談会を開くこと

もありますが，そんな席で「学校歯

科医の委嘱期間を１年に」という話

も出ました。評判が悪ければ１年で

肩たたき，ということです。歯科医

師会でも，若くて世の中に貢献した

いけれど，なかなか学校歯科医にな

れない人が大勢いるのですから，ど

んどん新しい人材に仕事を任せてほ

しいと思います。口腔内の自浄作用

といっしょで，会の中の自浄作用も

進めていきたいと思います。
■司会 ありがとうございました。

先生方には本当に貴重なお話をうか

がいました。それでは，日学歯を代

表して金森先生，現場の声を今後ど

のように活かしていきたいとお考え

でしょうか。

「感銘」を与える
歯科保健教育は
生涯の健康の糧となる
■金森 私も高等学校を担当してい

る一人ですので，今日はいろいろな

お話がうかがえてよかったと思いま

す。高等学校の生徒に対する口腔保

健活動の現状について，それぞれの

お立場から具体的にお話しいただき

まして，本当にありがとうございま

した。この座談会で醸し出された内

容が，高等学校を担当している学校

歯科医はもちろんのこと，ほかの先

生方にも波及していけば幸いに思い

ます。

私にも高校時代がありました。や

はりこの時期に感銘を受けたこと

は，今も自分の中に生きています。

生徒に何らかの感銘を与えて卒業さ

せることが，教職員の一員として，

私たち学校歯科医の全うすべき職務

だと思います。高校時代は受動的な

健康診断を受ける最後のチャンスで

すので，生徒たちが生涯にわたって

健康観を持てるように支援していき

たいと思います。

われわれの課題としては，学校歯

科医の資質の向上ということがあり

ます。ご存じのように学校歯科医生

涯研修制度を立ち上げて，まる５年

経ち，２４，０００名近くの会員の中で

１７，０００名近くが基礎研修会を受講さ

れました（平成２４年３月末現在）。

どこの組織でも２割程度は反対派が

出てくるものですが，その２割も研

修を受けなければいけないような構

造にするためには，関係各位の協力

金森市造
（社）日本学校歯科医会
副会長兼専務理事

特 集
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のもとに精査・検証しなければなら

ないと思います。今後とも更なるご

協力をお願いいたします。本日は誠

に貴重なご意見をいただきましてあ

りがとうございました。
■司会 ありがとうございました。

司会者という立場ではありますが，

私からも一言申し上げます。私も齋

藤先生と同じ，女子校の出身でござ

います。建学の精神は「婦人の中に

未来の人は眠れり」でした。いずれ

母親となる女性に対する教育は，次

の世代の健康観の確立を考えるうえ

でも重要だと思います。

高等学校の時期に，学校歯科医に

感銘を受け，歯科の道に進む生徒も

いれば，養護教諭の道に進む生徒も

いると思います。今日お集まりの４

人の先生方が一つの学校を作られた

ら，どんなに理想的な学校ができる

だろうと思うほど，私自身が先生方

から感銘を受けた座談会でした。本

当にありがとうございました。

校種別座談会シリーズⅡ
「高等学校における学校歯科保健を考える」を終えて

広報担当常務理事 土屋松美

会誌１１２号では，学識者のお立場より，日本大学歯学部衛生学講座教授 前野正夫先生をお迎えして，校種別座談会
シリーズⅡ「高等学校における学校歯科保健を考える」と題し，座談会を開催する運びとなりました。
高等学校段階は中学校段階における教育の基礎の上に，心身の発育・発達に応じた教育がなされ，親の保護管理下
から離れて自立して行く年代ですが，まだまだ支援を必要とします。また，高校生期はむし歯予防に加え，歯肉炎を
発症する生徒の割合が増えてくる時期でもあります。“成人期の入り口”ともいえるこの時期に，生涯にわたる健康
づくりのために，生徒自身が「歯・口の健康づくり」の大切さをしっかりと自覚し，適切な生活習慣を確立しておく
ことが重要であるとのご解説もいただきました。
校長の橋本先生と養護教諭の升岡先生には，それぞれ「高等学校」における教科指導と保健教育の状況，日常生活
にみられる高校生の特徴とさまざまな健康課題，また保健管理や保健教育を行う際の問題点など，事例とともにお話
いただきました。また学校歯科医のお立場では，村山先生から具体的な学校歯科保健活動とそれに伴う問題点をうか
がうことができました。齋藤先生には中学校を担当する学校歯科医として，高等学校における歯科保健活動との比較
をしていただくこともできました。司会を務めさせていただく機会を得ました私も，高等学校を担当する学校歯科医
の一人として，校長先生，養護教諭の先生方とのかかわり方を学ばせていただきました。
近年，歯周病が全身の健康の維持・増進に深くかかわっていることもわかってまいりましたが，同時にそうした科
学的根拠をよく理解した上で歯周病予防を実践することも高校生期の「歯・口の健康づくり」には重要です。将来，
子どもたちが進む道はそれぞれ違うこととは思いますが，この時期の過ごし方が，その後の歯・口の健康を左右する
ことになるといっても過言ではありません。それはまさしく，高校生の今後の進路と重なるものでもあると思いま
す。各方面でご活躍の先生方の貴重なお話を聞く機会を得ましたことに感謝するとともに，今後もこの校種別座談会
シリーズが，学校歯科医である私たちにさまざまな示唆を与え，学校歯科保健のさらなる発展に寄与できるよう願い
ます。
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座談会で取り上げられた書籍をご紹介します。

学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド ―「食育」をどう捉え展開するか―

学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩

現在，児童・生徒に対する学校歯科保健活動の場
として，「学校給食」が注目されている。
このリーフレットでは，食育の観点を踏まえた小

学校（低・中・高学年），中学校，高等学校の各発
達段階における課題とその対応をまとめ，食育の授
業や学校保健委員会などの機会に取り上げやすい
キーワードや食に関する指導計画を提示している。
学校給食の場で，学校歯科医が栄養教諭や養護教

諭と連携し，共働して指導する際の指針としてお使
いいただきたい。

発行年：平成２３年
体 裁：A４判カラー１２ページ
価 格：１５０円（税込み）

学校現場では種々の「食育」に関する取り組みが
行われているが，本書は，歯・口の健康と口腔機能
の視点から，学校歯科医が学校関係者と連携して取
り組む「食」教育について具体的な方向性を提示す
るものであり，学校を起点とした地域連携の中で活
用することによって，その活動にさらなる広がりと
深まりが生まれることを期待するものである。
また，学校における「食」教育の実践・研究事例

も収録しているので，学校関係者の方々にも指導の
参考としていただきたい。

発行年：平成２０年
体 裁：A４判カラー５８ページ
価 格：５００円（税込み）

関連資料

特 集
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喫煙防止シリーズ高校生向け
学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない

本書は，＜喫煙防止シリーズ＞３部作のひとつ
で，高校生を対象としたリーフレット形式の指導資
料である。
歯・口の健康と喫煙とのかかわりを切り口とし

て，喫煙により歯・口に現れる諸症状を「目で見え
る変化」として捉えやすくするため，イラストや写
真，図表等のデータも多く掲載している。
また，健康と病気とのかかわりを解説するだけで

なく，高校生の社会的意識にも働きかける内容で，
高等学校での喫煙防止教育のための教材として，あ
るいは保護者への啓発資料としても活用できる。

発行年：平成２２年
体 裁：A４判カラー１６ページ
価 格：２５０円（税込み）

中学校・高等学校 学校歯科医と養護教諭のための
歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル

このリーフレットは，生徒の安全なスポーツ活動
を目指して，歯・口腔の外傷防止と学校での処置や
養護教諭と学校歯科医の連携についてマニュアル化
を図るとともに，「マウスガードを使用したスポー
ツ安全教育の進め方」を指導例として，生徒の安全
意識の向上を図るための安全教育へのアプローチも
示している。
外傷の症例写真とともに救急ポイントとアドバイ

スをまとめた「歯・口腔・顎顔面外傷の実際と対応」
は，中学校や高等学校ばかりでなく，あらゆる学校
種の教職員の方々にもご活用いただきたい。

発行年：平成１６年
体 裁：A４判カラー４ページ
価 格：１５０円（税込み）

■問い合わせ先 ㈳日本学校歯科医会 事務局
〒102-0073 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４F
TEL：０３－３２６３－９３３０ FAX：０３－３２６３－９６３４ E－mail：JASD@nichigakushi.or.jp
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（社）日本学校歯科医会出版物案内

日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案
内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
６．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
７．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
８．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
９．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１０．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１１．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１２．歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ Ｈ．２１年発行 ￥ ２００
１３．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１４．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１５．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
１６．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
１７．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
１８．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
１９．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２０．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２１．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２２．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０
２３．喫煙防止シリーズ 小学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２３年発行 ￥ ２００
２４．学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩 Ｈ．２３年発行 ￥ １５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２５．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり― Ｈ．２３年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２６．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２７．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
２８．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
２９．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ Eメール JASD@nichigakushi.or.jp
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１．私と学校歯科保健

私は，昭和４５年から私立学校の，昭和４７年からは
枚方市内の公立学校を経て，現在は大阪府立枚方高
等学校の学校歯科医として勤務している。早いもの
で，学校歯科医となって４０年が過ぎた。
私が学校歯科医の仕事を始めた昭和４０年代は，ま
さに「むし歯の洪水」と言われた時代である。１２歳
児のむし歯罹患率１．２０本と言われる現在とは，隔世
の感がある。昨年は学校歯科医制度が発足して８０周
年であったが，昭和４０年代はちょうど折り返しの年
代である。学校歯科医制度発足当時からの目標であ
る「子どもたちのむし歯半減」に向けた実践活動
に，学校歯科医は奔走していた。
私も，当時は「学校歯科医の職務の本質」をあま
り考えることなく，ただひたすら学校での健康診断
のみに従事していたが，回を重ねるにつれ，学校歯
科医の職務はただ健康診断に従事することではな
く，健康教育にも積極的に取り組まなければならな
いと感じるようになった。それと同時に，常々感じ
ていたのは，養護教諭との連携の大切さである。
私たち学校歯科医が，学校歯科保健教育の重要性
をいくら訴えても，学校が必要性を理解し，その活
動の機会を支えてくれなければ徒労に終わってしま
う。学校の理解を得るには，とくに養護教諭の先生
が動いてくれなければ進んでいかない。
大阪府では大阪府私立学校保健会が組織され，そ
の歴史は５０年を超える。都道府県の学校保健会同様
に，学校３師のほか養護教諭，保健主事の参画を得
て，私立学校の子どもたちの学校保健に取り組んで
いる。私は私立学校の学校歯科医として，この大阪
府私立学校保健会に昭和６２年から参画した。
以後，今日に至るまでの間に痛切に感じたのは，
学校歯科保健全般の認識向上には，養護教諭の理解
と協力が不可欠であるということであった。これ
は，公立学校においても同様であるが，公立学校の
養護教諭は数年おきに転勤する場合が多いのに対
し，私立の場合は少ない。この違いが，私が「養護
教諭を目指す学生に学校歯科保健の講義をぜひ取り
入れていただきたい」と願ったきっかけでもある。
私は，昭和６０年から学校歯科医会の会務に携わ
り，学校保健会の会合への参加など機会あるごと

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

養養護護教教諭諭をを目目指指すす

学学生生たたちちへへ

～大阪教育大学での講義より～

講師の立場から

㈳日本学校歯科医会 副会長兼専務理事
㈳大阪府学校歯科医会 会長

金森 市造
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に，養護教諭に「学校歯科保健」を理解してもらう
ことの重要性を訴えてきた。そのことが，今回の大
阪教育大学養護教諭養成課程３回生に対する「教員
養成実地指導」としての「学校歯科保健」に関する
講義の実施につながったと思う。
私自身は，これまで学校の先生方のように「教え
る」技術を学んだこともなく，推薦いただいた大阪
教育大学小山健藏教授に「荷が重い」と正直に申し
上げたところ，「先生がいつもおっしゃっている学
校歯科保健への思いを話してやってください，それ
でいいのです」とのお言葉に心を決め，お引き受け
することにした。

２．講義内容と学生たちの反応

講義時間は９０分で２日間，自分なりに時間配分を
考え，「学生たちに学校歯科保健，学校歯科医の職
務のことなどを理解してもらえるように」との願い
を込めて，講義を始めた（図１）。講義を終えたと
ころで，学生たちはなにやら一斉に書き始めた。私
は，「学生たちが私に質問をしてくるのかな？」と
ドキドキしていたが，学生たちが書き終えたものが
集められ，私に手渡された。
それは感想文であった。その多くが私にとって随
分と励ましになる内容であり，「将来，養護教諭と
して勤務した時には，歯科保健を念頭において子ど
もたちの健康の維持増進に努めたい」，「学校歯科医
が教育者だと知った」，「学校歯科医と連携して指導
していきたい」といったことが記されていた。
私は，「大学での講義」という初めての経験を終

えてその感想文をいただき，安堵感を持つと同時
に，学生たちが養護教諭として勤務する時は，私の
願いどおり学校歯科医の職務を正しく理解し，互い
に協力し合って学校歯科保健を推進していくことが
できるであろうと確信した。
なお，講義の冒頭に実施した歯科関連アンケート

（図２）の設問①，②について，学生たちが全員正
解とはいかなかったことは，今回の講義の意義を改
めて考えさせられるものであった。

３．学校歯科医として

私が，養護教諭部会の会合などで仄聞する中に
「前任校の学校歯科医さんと異動先の学校歯科医さ
んは……」と比較されるのを聞くことがある。
学校歯科医の職務は学校保健安全法で定められて
いるので，その内容を理解しておかなければならな
いことは論を待たないが，理解しないままに学校歯
科医を務めることだけは，避けたいものである。
日本学校歯科医会は，「学校歯科医の資質の向
上」を目指して「学校歯科医生涯研修制度」を立ち
上げ，会員の資質の向上に取り組んでいる。
今回の大阪教育大学養護教諭養成課程の学生への
実地指導講義を契機に学校歯科保健を理解してくれ
る人が増え，学校歯科医とともに「歯・口の健康づ
くり」を通じて子どもたちの健康増進に寄与できる
機会が増すことを願っている。

＜１日目＞
１．「歯に関するアンケート」を実施し，全員で答え合わせを行う。
２．大阪府学校歯科医会発行の『（新）歯・口の健康診断マニュア
ル』等，「学校における歯・口の健康づくり」に関する資料の説明
をする。
３．スライドを使い，学校歯科医制度の変遷や学校歯科医の職務，養
護教諭とのかかわりについて解説する。
４．学校現場での学校歯科医の仕事，学校歯科健康診断について解説
する。
＜２日目＞
１．歯の構造，名前，歯の形や特徴，口腔機能について
２．むし歯のメカニズム
３．かむことの効用
４．歯の健康診断について
（健康診断の役割や実際の流れ，「健康診断票」の内容）

５．学校歯科医の仕事（「保健教育」「保健管理」「組織活動」について，
日本学校歯科医会の学校歯科医生涯研修制度の資料を使用して説明）

図１ 講義内容（大阪教育大学養護教諭養成課程）

歯科関連アンケート
（該当する質問に数字または○をしてください）

①人間の歯は何本でしょう（上下左右の合計で）。
乳歯 本（前歯 本 臼歯 本）
永久歯 本（前歯 本 小臼歯 本 大臼歯 本）

②乳歯から永久歯への生え変わりは，何歳ごろで完了しますか。
歳ごろ

③最近の子どもは，むし歯より歯肉炎が多発していますがご
存知ですか。

はい いいえ

④最近，「歯並びやかみ合わせ」が気になる子どもがよく見
かけられますがご存知ですか。

はい いいえ

⑤歯の８０２０運動をご存知ですか。
はい いいえ

⑥あなたの現在の歯について教えてください。
現在何本ありますか。 本 わからない
〔その内訳：健康な歯 本 処置した歯 本〕
「親しらずといわれる８番目」以外の歯を抜きましたか。

はい 本 いいえ
「親しらずといわれる８番目の歯」は
生えている 本 抜いた 本 生えていない

図２ 歯科関連アンケート

日学歯広場 講師の立場から

日学歯広場
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１．講義開催に至った経緯

⑴ 養護教諭と学校歯科医の役割と連携
「養護教諭は，児童の養護をつかさどる」（学校教
育法第３７条１２項）。昭和４７年に出された保健体育審
議会答申には養護教諭の職務が示されているが，こ
の答申を踏まえ，「養護をつかさどる」とは，基本
的には，専門性を生かして，児童生徒等の健康を保
持増進するための活動を行うことと捉えられてい
る。
平成２１年４月に施行された「学校保健安全法」で
は，「養護教諭その他の職員は，相互に連携して，
健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察
により，児童生徒等の心身の状態を把握し，健康上
の問題があると認めるときは，遅滞なく，当該児童
生徒等に対して必要な指導を行うとともに，必要に
応じ，その保護者に対して必要な助言を行うものと
する」（第９条），「学校においては，救急処置，健
康相談又は保健指導を行うに当たっては，必要に応

じ，当該学校の所在する地域の医療機関その他の関
係機関との連携を図るよう努めるものとする」（第
１０条）と定められており，組織的保健指導の充実と
関係機関との連携が重視されている。
一方，学校歯科医の仕事は，歯科保健教育，歯科
保健管理と組織活動であり，学校保健計画の立案に
参画することをはじめ，健康相談や保健指導の実
施，健康診断及びそれに基づく疾病の予防措置，感
染症対策，食育，生活習慣病の予防や歯・口の健康
づくり等について重要な役割を担う。また，学校に
おいて，子どもの多様な健康課題に的確に対応する
ため，学校歯科医の有する専門的知見を積極的に活
用することが求められている。

⑵ 講義のねらい
上記のような背景から，養護教諭を養成する中
で，養護教諭と専門家との連携の仕方を学生にどの
ように伝えれば具体的に理解できるのかを模索して
いた。そのような折，日本学校歯科医会副会長兼専
務理事・大阪府学校歯科医会会長の金森市造先生か
ら，学校歯科保健全般の認識向上が子どもたちの健
康増進に寄与すること，そのためには，養護教諭の
理解と協力が不可欠であるというお話をうかがい，
養護教諭を目指す学生たちへその思いを是非話して
いただきたいとお願いした次第である。この取組を
行うためには，どの講義でお願いするのが良いか講
座内で相談し，教職専門科目の必修科目である「保
健科教育法Ⅲ（保健指導）」の講義でお願いするこ
とにした。
養護教諭の職務の一つに，保健指導に関すること
がある。保健指導には，個人を対象とする保健指導
と集団を対象とする保健指導がある。前者は，心身
の健康に問題を有する児童生徒の個別指導・健康相
談や健康生活の実践に関して問題を有する児童生徒
の個別指導であり，後者は，学級活動やホームルー
ム活動での保健指導や学校行事での保健指導である。
養護教諭を目指す学生たちに，学校歯科保健，学
校歯科医の職務について話していただくことによ
り，学校歯科保健を念頭に保健指導に活かすこと，
「歯・口の健康づくり」等を通して子どもたちの健

にち がく し ひろ ば

今号のテーマ

養養護護教教諭諭をを目目指指すす
学学生生たたちちへへ
～大阪教育大学での講義より～

大阪教育大学養護教育講座 教授
小山 健藏

日 学 歯 広 場

学識者の立場から
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康の保持増進に寄与すること，さらに，学校歯科医
の職務を理解し，将来，養護教諭として，学校歯科
医の先生方と連携する第一歩になると確信してい
る。また，こうして連携を深めていくことが，組織
的保健指導や保健管理の充実に繋がることを期待す
る。

２．学生の反響

金森先生には，保健科教育法Ⅲ（保健指導）での
実地指導講師として講義いただいた。学生たちは，
学校歯科保健の講義を聞き，「歯は食器」という言
葉が大変印象に残ったようであった。食器は使えば
洗う，歯も使えばみがかなければならない。このこ
とは，将来，養護教諭になったとき，必ず，教育現
場で子どもたちに伝えたい言葉だと口々に話してい
た。また，学校歯科医の職務に関する講義によっ
て，学校歯科医は教育者でもあるとの認識を多くの
学生が持ち，連携の大切さを認識したようであった。
集団を対象とした保健指導である学級活動やホー
ムルーム活動での保健指導には，学級担任が行う保
健指導への専門的な助言，資料の提供や教材作成の
協力，学級担任との協力授業（T・T）での保健指
導がある。学校行事での保健指導には，健康診断に
伴う保健指導，疾病の予防（かぜ，むし歯）等に関
する行事での保健指導，各種行事の実施に伴う保健
指導がある。後日，別の講義において，保健指導の
模擬授業を行ったところ，学生たちは学校歯科保健
を有効にとり入れ実践していた。また，保健だより
にも早速「歯の衛生週間」をとり入れ，作成してい
た（図１）。
将来，養護教諭として，学校・園において「歯・
口の健康づくり」に参加し，子どもたちの健康へと
繋げたいと話していたことは頼もしく思えた。

３．今後の展望

養護教諭を養成する中で，われわれが学生たちに

よく話すことが，養護教諭と専門家や関係機関との
連携の重要性である。しかし，その具体的な連携の
あり方を，学生にどのように伝えれば理解できるの
かが課題であった。今回，学校歯科医である金森先
生に，学校歯科保健や学校歯科医の職務について講
義いただき，学校歯科保健全般の認識向上が子ども
たちの健康増進に寄与すること，養護教諭の理解と
協力が不可欠であることを学んだことは，学生に
とって，連携の重要性の理解であり，連携の第一歩
になると確信している。この取組を今後も続け，養
護教諭を目指す学生にとって，専門家との連携の重
要性，連携のあり方を考える機会になればと考えて
いる。そして，彼らが将来，養護教諭として学校歯
科医の先生方と連携し，「歯・口の健康づくり」を
通して，子どもたちの健康の保持増進に寄与してく
れることを期待する。

図１ 保健だよりの例

日学歯広場 学識者の立場から

日学歯広場
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1. はじめに

2. 調査対象および調査方法

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は，地
震・津波・放射能汚染と，地域住民に計り知れない
甚大な被害をもたらした。１年４ヵ月が経過しよう
としている現在，がれきの撤去にすら手間取り，そ
の復旧・復興は困難をきたしている。
学校現場においても同様，人的被害に加え，施設
被害も大なるものがあった（図１）。使用不可能と
なった学校は，近隣校の間借りや仮設校舎への移転
を余儀なくされた。今まで誰もが経験のない事態に
直面し，学校関係者も子どもたちも大変な思いをし
たことと思う。現在でも宮城県教育委員会（以下，
「県教委」とする。）を中心に施設の復旧をはじめ，
被災した生徒等への経済的支援，児童・生徒の心の
ケア，教員の加配等による学校・教員への支援，放
射能に対する安全支援等を継続的に行っているが，
復興にはまだまだ時間がかかると予想される。
宮城県歯科医師会（以下，「宮歯」とする。）学校
歯科委員会では，平成２３年５月より，震災で大きな
被害を受けた学校に，歯科健康診断や歯科保健活動
に不足する器具・教材等の電話での聞き取り調査を
行うと共に，必要な物的支援を行った。
その後，全県下の震災後の学校歯科保健の状況把
握と今後の支援の在り方を検討するため，養護教諭

への歯科保健に関するアンケート調査を行ったの
で，その内容・結果・考察について報告する。

調査対象は，宮城県内公立小・中・高等学校の
７７３校で，養護教諭よりアンケート内容に関する回
答を得た。
調査方法については，アンケート調査票（図２）
を宮歯学校歯科委員会にて作成し，県教委に依頼し
て，県下公立小・中・高等学校に配布した。平成２３
年１０月１９日に発送，１１月４日を回答締め切りとし，
宮歯事務局にファックス送信するようお願いした。

宮城県における東日本大震災の
学校歯科保健への影響とその対策
～平成２３年度学校歯科保健に関する
アンケート調査より～

宮城県歯科医師会 常務理事兼学校歯科委員会委員長 山形光孝

地域レポート

寄 稿

図１ 大津波で被害を受けた校舎内の様子

宮城県
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3. 調査結果

回答校は５９６校で，回答率は７７．１０％であった。

⑴ 児童生徒数について
ア 人数区分による学校数，アンケートに回答し

た学校の震災前後比較

イ 沿岸部の宮歯支援学校における，児童生徒数

変化の震災前後比較

８０１人～９００人 ２０校 １９校
９０１人～１，０００人 ７校 １２校
１，００１人以上 ４校 ２校
人数不明 ５９校 ２０校

※人数不明には無回答も含む

学校数
人数 震災前 震災後

１００人以下 １３８校 １４８校
１０１人～２００人 １０３校 １１１校
２０１人～３００人 ７７校 ８２校
３０１人～４００人 ６３校 ６９校
４０１人～５００人 ５０校 ５３校
５０１人～６００人 ３２校 ３８校
６０１人～７００人 ２４校 ２３校
７０１人～８００人 １９校 １９校

支 部 学 校 名
児童生徒数（人）
震災前 震災後

仙 台 仙台市立Ｎ小学校 １５５ １０３
仙 台 仙台市立Ａ小学校 ９１ ６０
仙 台 仙台市立Ｎ中学校 １，０２５ ９６７
岩 沼 名取市立Ｓ小学校 ２９８ ２３１
岩 沼 名取市立Ｓ中学校 １５４ １２４
岩 沼 亘理町立Ｎ小学校 ２６４ ２１８
岩 沼 亘理町立Ａ中学校 １４５ １０４
岩 沼 山元町立Ｙ小学校 ２０２ １３６
石 巻 石巻市立Ｍ小学校 ２３２ １２２
石 巻 石巻市立Ｍ小学校 ２０６ １４３

図２ 平成２３年度歯科保健に関するアンケート調査票（一部抜粋）
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⑵ 震災の影響について
ア 東日本大震災で学校の損壊や津波の影響はあ

りましたか

イ 現在の場所

（以下，影響が「あった」学校のみ回答）

※「震災前と同じ場所」と回答があった学校の状況

ウ 検診を実施するに当たり，不足した器具・器

材はありましたか（複数回答可）

エ その際，どの様にして解決しましたか

（具体的にお書き下さい）

ａ）検診場所の確保について
・狭い場所しか確保できなかったが，歯科校医
に協力していただいた。
・空き教室を保健室として利用。
・中学校の使用していない特別教室をお借りし
ました。
・移転先の学校から検診場所の提供をしていた
だきました。
・教材室の物をよけて，スペースを確保した。
・臨時の保健室が放送室だったため，水道がな
かった。
・支援物資等を搬入していた部屋を整理して使
用した。
・保健室が使用できなかったため，音楽室で実
施した。
・保健室が，自衛隊の診療所となっていたた
め，検診する所がなく，校長室を借りて行った。
・検診日が重ならないように別日程にし，会場
確保した。
・場所は一度目の移転先である中学校図書館で
実施。
・普段使用していない場所を会場として実施し
ました。
・歯科校医が２名から１名になったこともあ
り，昨年までとは違う場所で実施する計画を
立て，スムーズに実施できた。

石 巻 石巻市立Ｏ小学校 １０８ ２３
石 巻 石巻市立Ａ小学校 ７３ ６７
石 巻 石巻市立Ｙ小学校 ４８ １６
石 巻 石巻市立Ｔ小学校 １４ ７
石 巻 石巻市立Ｏ小学校 １０８ ４４
石 巻 石巻市立Ｆ小学校 ２２ １５
石 巻 石巻市立Ｗ小学校 ４５０ ２９０
石 巻 石巻市立Ｍ中学校 ２５０ ２１６
石 巻 石巻市立Ｏ中学校 ７９ ５４
石 巻 石巻市立Ｗ中学校 ５０６ ４０２
石 巻 石巻市立Ｏ中学校 ５８ ３９
石 巻 東松島市立Ｈ小学校 １６３ １４７
石 巻 東松島市立Ｎ中学校 １５６ １３４
石 巻 女川町立Ｏ小学校 １４ ６
石 巻 女川町立Ｏ小学校 ２３３ ２０４
気仙沼 南三陸町立Ｔ小学校 １０７ ８２
気仙沼 南三陸町立Ｎ小学校 ９６ ８０

あった ３７２ ６２．４２％
なかった ２２４ ３７．５８％

校舎が使用できないため
別の場所に移転 ４２ １１．２９％

震災前と同じ場所 ３０５ ８１．９９％
その他 １９ ５．１１％
無回答 ６ １．６１％

プレハブ仮校舎 ５ １．６４％
元の校舎を修理（修理中） ２２７ ７４．４３％
その他 ６０ １９．６７％
無回答 １３ ４．２６％

検診場所の確保 ３５ ９．４１％
照明器具 ３１ ８．３３％
歯鏡 ２８ ７．５３％
探針 ２２ ５．９１％
ピンセット １０ ２．６９％
歯ブラシ １５ ４．０３％
コップ １４ ３．７６％
特になし ２９５ ７９．３０％
その他 １９ ５．１１％

※複数回答につき，１項目ごとの割合を算出
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ｂ）器具器材等について
・照明器具は，手で持つタイプの LEDライト
で対応した。
・厚生委員の生徒が交代で照明器具をおさえな
がら，検診を行った。
・照明器具は支援物資で，消毒盤はいただいた
義援金で準備できた。
・照明器具：卓上スタンドで代用。
・検診照明器具が破損し，隣接する他校より検
診時に借用。
・照明器具は無いので使用せず。
・市立女子高等学校から器具借用。
・歯鏡等は近くの小学校から借用した。
・歯鏡・探針：町教育委員会から借用。
・毎年歯鏡は借用しているので，今年度も他学
校から借用しました。
・教育委員会から歯鏡３０本借用した。
・探針やピンセットは校医さんが用意してくれ
ました。
・支援物資をいただいた。
・検診場所・検診器具等は，間借りさせていた
だいている学校からお借りしました。
・支援物資でいただいたものを生徒に配布しま
した。
・器具，器材等，移転先の学校から借用した。
・歯ブラシは県の歯科医師会からいただきまし
た。
・コップと歯ブラシはユネスコから寄贈してい
ただいた。
・移転先・大学病院・県歯科医師会の協力，支援。
・歯科医師会から歯鏡，探針，パネル等をいた
だき活用しました。
・教育委員会を通じて，使い捨ての歯鏡をいた
だいた。
・教育委員会でレンタル対応。
・支援物資として歯ブラシ・コップを個人様よ
り寄贈していただいた。
・まだ実施しておりません。器材は他校より借
用予定。

ｃ）その他
・本校から器具を運び，終了後器具の消毒に本
校に行ったりしたため，準備や後始末に手間
取った。
・市教育委員会から新しい健康診断票。
・水の確保：ペットボトルの水を使用しました。
・器具の消毒場所：別室で実施。
・器具・器材の不足はありませんでしたが，検
診時間が１時間もなく，ゆっくりご指導いた
だく時間はとれませんでした。
・事後指導を町の歯科衛生士さんにお願いして
いたが，実施できなかった。
・器材に不足なし。下水が流せず（校舎の半分
が使えない状態です），消毒等は水をバケツ
に捨て，外へ捨てながら行った。現在も同じ
状況。
・歯鏡・探針は市の拠点校に一括管理してある
ため，無事だった。

オ 学校歯科医の事についてお答え下さい

カ 来年度（平成２４年度）の歯科検診までに今か

ら準備しておく事がありましたら，具体的にお

書き下さい。

ａ）検診関連（器材，関連備品）
・煮沸消毒器がガスのため，ガスが使えなく
なったときの消毒方法を確認しなければなら
ないと思います。
・一部海水に浸って腐食した器具があるため，
補充する（予定）。
・歯科医や学校用の検診用パンフレット（でき
れば破損しにくい素材で）。
・歯鏡不足分の確保。
・来年度から丸森町では，４つの中学校が統合
し１つになるため，検診器具など数を調整す

学校歯科医は被災したが，別
の歯科医師が来て検診した ４ １４．２９％

学校歯科医は被災したが，歯
科検診はできた １７ ６０．７１％

学校歯科医は被災していない
ので，歯科検診ができた ７ ２５．００％
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る予定。
・オートクレーブがほしいと希望しています
が，予算がありません。
・検診に必要な備品が全て流出してしまったの
で，揃えるか借用して間に合うようにしたい
と思います。
・消毒液を確保しておく。
・健康診断票を地震や火事等にあっても安全な
金庫で保管する。
・照明器具，歯鏡，探針，煮沸消毒器，角バッ
ト等の一式が必要なので，市教育委員会へ備
品として要求していく。
・校舎が使えるようになれば，検診器具（歯
鏡・ライト・煮沸器）全ての購入です。
・町に要望して検診器材を整備してもらおうと
考えております。

ｂ）指導関連（パネル，資料，顎模型など）
・被災した器具・器材の発注は済ませたが，歯
科指導用の大きなパネルが準備できない。
・生徒用の事前指導用のパンフレットや資料等
あれば役立ちます。
・検診そのものではないですが，保健指導（ブ
ラッシング指導）の際，大きな歯の模型と大
きな歯ブラシがあると，指導に生かせるかな
と思っています。
・今年度は粘土で歯の模型を自作し，指導いた
しました。

ｃ）その他
・歯科校医との打合せ。（実施時期，回数，来
年度担当していただけるかどうか）
・学校歯科校医さんも被災しており，医院再開
の準備，住民へのケアと多忙な中で，学校検
診を実施していただきました。
・地区に１件の歯科医院（お一人の学校歯科医
さん）ですので，県歯科医師会さんからの支
援を継続していただくとありがたいです。
・ブラッシングを丁寧にするよう，声がけする
（歯垢ありの児童には特に）

⑶ 学校歯科検診について
ア いつもは年何回行っていますか

イ 今年度は年何回行いますか

ウ 今年度の第１回目は終わりましたか

エ 子どもの口腔内状況は前年度と比較して如何

でしたか

１回 ５５８ ９３．６２％
２回 ２６ ４．３６％
３回以上 ８ １．３４％
その他 １ ０．１７％
無回答 ３ ０．５０％

終わった ５８９
４月 ９０ １５．２８％
５月 ２４０ ４０．７５％
６月 １７６ ２９．８８％
７月 １４ ２．３８％
８月 ４ ０．６８％
９月 ３ ０．５１％
１０月 ２ ０．３４％
無回答 ６０ １０．１９％

まだ ３
１１月予定 ２
未定 １

無回答 ４

非常に悪い ８ １．３４％
悪い ８２ １３．７６％
変わらない ４２７ ７１．６４％
良くなっている ６４ １０．７４％
まだ検診をしていない ３ ０．５０％
無回答 １２ ２．０１％

１回 ５６１ ９４．１３％
２回 ２５ ４．１９％
３回以上 ８ １．３４％
無回答 ２ ０．３４％
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4. 考 察

⑷ 学校給食について

⑸ 学校給食後の歯みがき

⑹ 宮城県歯科医師会学校歯科委員会は「訪問歯科
保健授業」を企画しておりますが，希望しますか

⑴ 児童生徒数について
この度の東日本大震災において，宮城県の幼児・
児童・生徒の死亡者数は３２６名，未だ３６名が安否不
明とされている。また，教職員においては１９名の尊

い命が失われた。特に沿岸部においては，地域全体
が壊滅的な被害を受け生活基盤や交通手段が失われ
たことから，他の地域への移転を決意した家族も多
く，ほとんどの学校で少子化による推移を超える児
童生徒数の減少がみられる。

⑵ 震災の影響について
震災による学校の損壊や影響，また現在の場所等
に関しては調査結果のとおりであるが，平成２４年５
月３０日現在，県教委ホームページによると，施設被
害申請は県立学校９１校，市町村立学校６７１校，その
申請額は合わせて６９０億円とされている。
また，校舎が利用不可能となり，他校施設等を利
用している学校は，小学校４市４町で２０校，中学校
３市３町７校であり，最も多い時点で小学校２４校，
中学校９校であった。仮校舎への移転については，
小学校５市１１校，中学校４市１町９校，公立高等学
校では５校であったとされる。
宮歯では平成２３年５月，県教委の協力を得て，被
害の大きかった３４校を対象に１校ずつ，歯科健康診
断における不足器具等の聞き取り調査を行い，それ
ぞれの要望に沿った支援物資を送付した。５月中旬
から送付を開始し，６月初旬にはすべての送付を完
了した。支援物資は，日本学校歯科医会，日本歯科
医師会関係団体，日本赤十字社島根支部，公益社団
法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン，宮歯等か
らの支援によるもので，具体的には，歯ブラシ，
ディスポーザブルミラー，探針，コップ，『児童生
徒のための被災時の歯・口の健康対応マニュアル』
（日本学校歯科医会発行）などの冊子である。早期
の対応に多数の学校から感謝の意を表された。支援
していただいた上記団体にこの場をお借りして心か
らお礼を申し上げたい。

①不足器具・器材等
アンケート調査結果から，健康診断を「実施す
るにあたり不足した器具・器材がありましたか」
の問いでは，「検診場所の確保」について，３５校
９．４１％で不足あるいは問題ありという回答だっ
た。従来の保健室が使用不能となったため，「空

［震災前］
行っていた ３３７ ５６．５４％
全校 ２６８ ７９．５３％
一部 ３０ ８．９０％
無回答 ３９ １１．５７％

行っていない ２２０ ３６．９１％
無回答 ３９ ６．５４％

［現 在］
一時中断したが，おおむね
元に戻った ２９５ ４９．５０％

まだしていない １０９ １８．２９％
無回答 １９２ ３２．２１％

はい １５８ ２６．５１％
いいえ ３９２ ６５．７７％
その他 ２ ０．３４％
無回答 ４４ ７．３８％

［震災前］
自校方式 １５７ ２６．３４％
センター方式 ３６５ ６１．２４％
各自持参 ３６ ６．０４％
無回答 ３８ ６．３８％

［現 在］
一時中断したが，おおむね
元に戻った ４７３ ７９．３６％

まだしていない ４ ０．６７％
無回答 １１９ １９．９７％
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き教室を保健室として利用」，「中学校の使用して
ない特別教室を借用」，「移転先の学校から検診場
所を提供」，「保健室が自衛隊の診療所になってい
るため校長室を利用」，「移転先の図書館で実施」
等さまざまであるが，かろうじて確保できたよう
である。しかし，中には「臨時の保健室が放送室
であったため水道がなく器具の消毒が大変だっ
た」，「器具の消毒に本校まで行かねばならず，準
備や後始末に時間がかかった」，「狭い場所しか確
保できなかった」など，ご苦労されたことがうか
がえる回答もあった。
また，健康診断「器具等の不足」については，
すべての器具・器材において１０％に満たない数値
であった。その対応としては，「近くの学校より
借用」，「教育委員会から借用」，「間借りしている
学校から借用」，「支援物資を活用」などで，不足
した器具等を補うことができたようだ。ただし，
照明器具に関しては，調達ができず，「手で持つ
LEDライトや卓上スタンドで対応」したり，「無
いので使用しなかった」との回答もあった。
アンケートに記載はなかったが，筆者が訪問し
た学校の養護教諭からは，「金庫に保管していた
健康診断票がずぶぬれの状態で見つかり，１枚１
枚ていねいにはがし，乾燥させ，そのコピーを
取って新しい健康診断票と一緒に使用した」との
苦労話をうかがった。健康診断票の管理方法の検
討も大切なことと思われる。

②学校歯科医の状況
震災による宮歯会員の死亡は６名であったが，
その内３名が学校歯科医であり，担当校に欠員が
出た。また，移転開業，体調不良，閉院等の理由
で，学校歯科医の継続が不可能となった会員もい
た。宮歯学校歯科委員会は沿岸部の歯科医師会の
学校歯科担当役員に学校歯科医の再配置をお願い
した。ご苦労されたようだが，すべての学校で余
すところなく再配置していただいた。また，他地
区に移転開業しても，学校歯科医を継続してくれ
た会員もいた。間借りしている学校には，原則と
して震災前に担当していた学校歯科医に行ってい

ただいた。いろいろと協力していただいた地区の
学校歯科担当者，学校歯科医に感謝申し上げた
い。

③次年度の歯科健康診断のための準備
「来年度（平成２４年度）の歯科検診までに今か
ら準備しておくこと」として挙げられたのは，健
康診断器材・器具等の確保，健康診断や歯科保健
教育に使用する教材（健康診断用パネル，指導用
パネル・模型，冊子等）が主なものだった。アン
ケートの集計後改めて，健康診断器具等の確保が
可能か学校側に確認したところ，ほとんどの学校
から市町村の教育委員会等を通しての確保が可能
であるとの回答を得ている。健康診断用パネルや
指導用パネル・模型，冊子等に関しては今後さら
に支援の必要性があることを再確認した。健康診
断用パネルは宮歯が作成したしたものであり，要
望が最も多かったことから，早々に増刷し各学校
に配布を予定している。

⑶ 学校歯科健康診断について
健康診断の実施回数の状況は，ほぼ震災前に回復
している。平成２３年度における健康診断の終了時期
は，文部科学省よりその延長が通知されたが，当県
では，通常の６月３０日までに終了した学校は，５０６
校８５．９１％だった。１０月までの間に，さらに２３校が
終了しているが，およそ６０校は未だ見通しが立って
いない状況であった。
健康診断結果においては，「非常に悪い」，「悪い」
と回答した学校が，合わせて９０校に達する。避難
所，仮設住宅等の生活を強いられ，食生活や生活習
慣が大きく乱れ，口腔疾患の悪化をもたらしたもの
と考えられる。当初は食べるものもなく，おにぎり
やパンを分け合って食べ，また，水も歯ブラシもな
い状態が長く続いたためいたしかたないものの，早
期に改善が促されないとその悪習慣からなかなか脱
却できなくなるので要注意である。
このことについては，東北大学が申請した文部科
学省復興教育支援事業による乳幼児・児童生徒を対
象とした『歯科保健推進リーフレット』（図３）の
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配布や宮歯の「訪問歯科保健授業」で対応した。

⑷ 学校給食
県教委が行った給食施設被害状況等の調査報告に
よると，使用不能となった給食施設は１０施設で，津
波によるもの，地震被害によるものそれぞれ５施設
である。完全給食への回復状況は，５月末で７６．５％，
６月末で８８．２％，７月末で９１．２％％と改善していっ
た。完全給食を行っている市町村には，市町村内の
施設間での融通，近隣市町村からの応援，外注弁当
の活用等の対応が行われたところもある。夏休み明
けにはすべての地域での給食の実施が可能となった
とのことである。

⑸ 学校給食後の歯みがき
実施状況は，震災前の状況に戻りつつある。他校
に間借りしている，あるいは仮設校舎を利用してい

る場合などは，手洗い場の不足等が考えられる。再
開することを期待したい。予想以上に給食後の歯み
がきの実施率が高かったことから，ブラッシングの
質的向上とフッ化物添加歯みがき粉の使用等での口
腔保健の向上につなげる施策も模索したい。

⑹ 訪問歯科保健授業
「訪問歯科保健授業」とは，宮歯学校歯科委員会
が宮歯会館内の宮城・仙台口腔保健センターで行っ
ている「歯とお口の健康教室」と同様のものを，希
望する被災地の学校に出向いて行う取り組みである
（図４）。震災による口腔内状況の悪化や歯科保健教
育の環境不備状況を鑑み，被災地の子どものために
汗をかこうと，数少ない委員で対応した。授業の内
容は，パワーポイントによる講話，ブラッシング指
導，位相差顕微鏡等による体験学習が主である。平
成２３年度は７校からの依頼があった。平成２４年度も

図３ 『歯科保健推進リーフレット№２』（小学校高学年）
（リーフレットは対象年齢別に，乳幼児・小学校低学年・小学校高学年・中学生向けがある。）
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5. おわりに

継続する予定である。
アンケートの『宮歯学校歯科委員会は「訪問歯科
保健授業」を企画しておりますが，希望しますか』
の問いに対し，１５８校が「はい」と答えている。震
災の影響の調査で，たまたま判明したことだが，学
校現場では学校歯科医等によるこのような授業を期
待するものの，実現していない状況が垣間みられ
る。平成２４年度は宮歯学校歯科委員会より被災地の
先生方にも声掛けし，学校に行ってもらうようにし
ている。歯科保健教育の充実は今後ますます望まれ
るものであるので，この事業を足掛かりにしたい。

今回の震災に際し，宮歯学校歯科委員会として被
災校の支援にかかわった。学校側で何が不足して何
を必要としているのか，被害の大きい学校１校１校
を調査した。こうした調査には労力や時間がかかる
が，一律でなく，各校の状況に合わせた的確な支援
に繋げるためにも重要なことと考える。支援内容
は，健康診断に必要な器具・器材や歯科保健指導・
教育に必要な教材などの物的支援と，学校歯科医の
配置，「訪問歯科保健授業」講師・スタッフ派遣な
どの人的支援だった。県教委，養護教諭，学校歯科
支部担当者等との連携により，十分とはいえないま
でも円滑な支援ができた。
常日頃のお互いのよいかかわり合いが，非常時に
生きたのだと思う。「震災時は平時の鏡」といわれ
る。もうこのようなことは起きてほしくないが，平
時に心しておきたいことである。
最後に，今回のアンケート調査に，多忙な中ご協
力いただいた養護教諭，また，物的支援をしていた
だいた前述各団体，学校歯科保健への支援見舞金を
お送りいただいた日本学校歯科医会，大阪府学校歯
科医会には心より感謝申し上げたい。

図４ 被災した学校における「訪問歯科保健授業」の様子
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「学校歯科医として，日々の活動で心がけていることは何ですか？」
「どのようにモチベーションを保っているのですか？」
「子どもたちや学校関係者との心に残るエピソードは？」
学校歯科医として各地で活動されている先生方の声を全国に届けたい‼
そんな思いでこのシリーズを始めました。
学校歯科医になって間もない先生からベテランの先生，担当校種もさまざまな先生方の声が
みなさまに届き，明日からの活動の一助となることを願っています。

社団法人 日本学校歯科医会

シリーズ

学校歯科医として

山梨県 岡部俊秀

PROFILE

学校歯科医歴▶１３年

担当校種▶中学校

和歌山県 井内 洋

PROFILE

学校歯科医歴▶１６年

担当校種▶幼稚園・小学校

静岡県 折原 健

PROFILE

学校歯科医歴▶２２年

担当校種▶小学校

熊本県 大林裕明

PROFILE

学校歯科医歴▶２５年

担当校種 ▶幼稚園・小学校・中学校
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私は，山梨県南アルプス市立白
根巨摩中学校の学校歯科医を担当
しております。昭和２６年４月１日
創立の歴史ある中学校で，私も本
校の卒業生です。
自分の母校の学校歯科医になる
ことは，誇らしくもあり気恥ずか
しい気持ちでした。
大学卒業後，歯周病学を専攻し
ていましたので，子どもたちを診
療した経験もあまりないままに，
学校歯科医となって１３年，歯科医
師会で学校歯科委員として学校保
健に関わるようになり２年目で
す。
歯科保健活動としては，５月に
歯科健康診断を行います。歯科健
康診断後は養護教諭と話し合い，
むし歯，歯周疾患の有無，歯列咬
合状態等，結果については本人や
保護者にお知らせし，歯科医院受
診を勧めます。さらに，今後の課
題については保健室便り「The
Wish For Health」の中で，『学校
歯科医から生徒の皆さんへ』と題
し，伝達しています。
最近の本校の課題は，口腔状況
がよい生徒と，悪い生徒との
ギャップが激しいということで
す。小学生までは，親がある程度
子どもの口の中をみて，仕上げみ
がきなどをしながら管理すること
ができている場合が多いのです

が，さすがに思春期に入った中学
生では難しいと思われます。ま
た，外食も多くなり，食生活も乱
れがちです。そして，最も問題な
のは，むし歯になることに対し
て，あまり危機感を持っていない
子どもが多いこと，歯の健康に対
する価値観が薄いことだと思いま
す。これは，保護者の歯・口の健
康に対しての関心度が低いことも
理由のひとつであると思われま
す。保護者に対して，子どもの
歯・口の健康に対する意識啓発や
養育態度の良好な変容を促すこと
で，歯科健康診断結果による受診
率を高めようと努力しています。
６月には，歯科健康診断の結果
を踏まえ，「中学３年間きれいな
歯で賞」，生徒保健委員会による
「歯の標語コンクール」が企画さ
れます。生徒たちは毎年一人ひと
りが自分の歯に関心を持ち，一生
懸命考え，素晴らしい標語を提出
してくれます。毎年，学校長大賞
となった作品を県の標語コンクー
ルに出品しますが，２０１０年度は本
校生徒の「みがこうよ 未来へ繋
げる じょうぶな歯」が全国一番
の優秀賞をいただきました。歯に
ついての愛情がたいへん感じられ
る作品で，非常に嬉しく感慨深い
出来事でした。
また，保健室便り「The Wish

For Health」に「中学校３年間き
れいな歯で賞」を受賞した生徒の
受賞インタビューを載せていま
す。インタビューの内容は，歯み
がきの回数・みがき方，どんな歯
ブラシを使用しているか，おや
つ・飲み物・食事等で気をつけて
いることはあるか，歯の健康につ
いて気をつけていること・今も続
けていることはあるか等，多岐に
わたります。その答えのなんと参
考になることでしょう。生徒たち
も受賞インタビューから，きれい
な歯の秘密を知り，それをヒント
に自分の歯の健康生活を高めて
いっているようです。たまに講話
も行いますが，身近な友人の実践
していることのほうが参考になっ
ているかも知れません。
私は，無理なくできることを
しっかりと丁寧にすることを心が
けています。そうすることで，歯
は一生大切にしなければならない
宝物だという価値観をしっかりと
持ってもらいたいと思っていま
す。
さらに，白根巨摩中学校の教育
目標の，「やる気を持った人間性
豊かな生徒の育成」実現のために
も，学校，養護教諭，生徒，保護
者の方々と力を合わせ頑張って行
きたいと思います。

学校歯科医として

私の学校歯科
できることを 丁寧に

山梨県 岡部俊秀
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平成２年，私が地元である蒲原
東小学校の学校歯科医として活動
を開始した年です。人口は１４，０００
人程の小さな地域ですが，温暖な
気候で海と山に囲まれ，日本一の
アルミニウム精錬工場を抱え，サ
クラエビ漁が盛んな地域でもあり
ます。その当時，本校は静岡県下
ではDMFT指数が高くワースト
３に入るほどの地域でした。歯科
医院を新規開業したばかりの私
は，なんとか子どもたちのむし歯
を減らしたいと考えていました。
そんな矢先，「静岡県子どもの
歯を守る会」の総会があり，有志
として参加した私はフッ化物洗口
法によるう蝕抑制効果がとても高
いことを知ります。早速フッ化物
洗口法を用いて蒲原地区の子ども
たちのむし歯を減らすべく学校に
打診してみたのですが，はじめは
受け入れてもらえませんでした。
平成６年になり，蒲原町の行政
は，子どもたちのむし歯を地域の
改善すべき課題ととらえ，対策と
して町内でのフッ化物洗口を検討
することになりました。県の健康
増進課による説明会，フッ化物洗
口を導入している他校の見学会，
そして行政の説得の末ようやく蒲
原地区でのフッ化物洗口事業がス
タートしたのです。
平成７年に入り，学校歯科健康
診断で要観察と判定された子ども
に事後措置を行う旨の指針が出さ

れました。それを受けて当校で
は，CO，G，GOと判定された子ど
もたちの健康診断と歯みがき指導
を秋に実施することとしました。
平成９年，当時の養護教諭の発
案でその保健指導を「ハピカ教
室」と名付けていただきました。
時間を有効に使うため，実施は昼
休みです。
手順としてはまず私が歯科健康
診断を行い，次に別教室で待機し
ている当院の歯科衛生士による歯
みがき指導，最後に私が総括して
講話を行います。この「ハピカ教
室」が形だけのものにならないよ
う，特に注意しています。
子どもたちが一生懸命歯ブラシ
を横に縦に動かしている様は，と
ても感動する光景です。一人ひと
りに声をかけ，助言し褒めること
はとても大切だと感じています。
柔らかな心を持った彼らは，こち
らの姿勢次第でその内容を受け入
れてくれます。
次年度の春の定期歯科健康診断
から，各クラスごと，健康診断を
行う前に１０分間，歯の講話時間を
いただきました。診査中，時には
子どもに鏡を持たせ，「この歯ぐ
きが赤く腫れているのがわか
る？」「ここにまだみがき残しが
あるのが見えるかな？」「ほら，
ここに小さな黒い所，むし歯の始
まりだよ。頑張って歯みがきすれ
ば大きくならないから頑張ってみ

がいてね」などと声をかけるよう
に心がけてきました。
数年後，養護教諭から「朝の児
童集会時に，保健委員の子どもた
ちがむし歯予防の寸劇を行うの
で，是非アドバイスをお願いした
い」と言われ，私は「できれば，
児童と一緒に私も歯科医役として
参加したい」とお答えしたとこ
ろ，快諾していただきました。台
本は養護教諭が書き，昼休みに子
どもたちと数回のリハーサルを行
います。この集会は毎年とても好
評で，低学年の子どもたちは笑い
ながらも真剣に見入ってくれま
す。
伝えるポイントは３つ。「間食
は時間を決めて」「フッ素でぶく
ぶく」「しっかり歯みがき」声を
そろえて全校児童で唱和します。
昨年の成人式，当時の保健委員
だった新成人からこんなことを言
われました。「私，小学校の時保
健委員でした。先生とみんなでハ
ピカの劇やりましたね，楽しかっ
たですよね」。
私は，自分が学校歯科医として
子どもたちとの関わりが持てたこ
とに感謝し，小学校時代の保健指
導が，彼らが大人になっても良き
思い出として心に残っていること
の大切さを再認識し，これからも
学校歯科医にとどまらず，地域の
大人としても子どもたちをずっと
支えていきたいと考えています。

学校歯科医として

関わり合い ～ハピカ教室～

静岡県 折原 健
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私が学校歯科医になったのは，
１５年程前になります。その頃，地
元の学校歯科医会ではより多くの
会員の先生に担当校を持っていた
だくという方針で，複数校担当さ
れている先生には担当校の調整を
行っていただき，私も小学校の学
校歯科医を引き継がせていただき
ました。また，児童生徒数に関係
なく１校２名の学校歯科医の配置
を行っています。しかし，最近で
は学校の統廃合による学校数の減
少もあり，会員の先生方全員に学
校歯科医を担当していただくのは
困難になりつつあります。私の担
当している北野上小学校も例外で
はなく，和歌山県海南市の東北部
にあるという地理的条件もあり，
少子高齢化が進み児童数は減少傾
向にあります。
北野上小学校では，平成１５・１６
年の文部科学省「歯・口の健康つ
くり」研究指定校を受け，養護教
諭よりフッ化物洗口を行いたいと
いう要望があり，養護教諭と数回
にわたる打合せ，保護者の方々へ
の説明会を行い，その後希望者の
みでフッ化物洗口が実施されまし
た。当初フッ化物洗口を希望しな
い児童も数名おりましたが，今で
は全児童がフッ化物洗口を行って
おります。現在でも海南市でフッ
化物洗口を実施しているのは，本

校のみです。
フッ化物洗口を始めてから，子
どもたちの口腔内の状態がどう変
化しているか，調査してみること
にいたしました。DMFT指数を
見てみると，減少傾向にあり，県
内の数値と比べても良好な状態で
あると思われます（表１）。
フッ化物洗口以外の学校での取
り組みとしては，「歯っぴいはみ
がきレッスン」（低学年，中学年，
高学年），「歯を染め隊」（給食後
の歯みがき時間に担当教室に行
き，希望者に対し，歯垢染め出し
を行い，ていねいに歯みがきする
ように声をかける）などの活動を
行っています。また平成２２，２３年
度に実施したアンケートにおい

て，「朝ごはんを毎日食べます
か？」の回答では，大半の児童が
毎日朝食を摂っていた反面，食べ
ない日が多いと答えた児童が３％
程度おり，理由を聞いてみると，
「時間がない」，「食べたくない」
ということでした。朝食の内容を
見ると，主食・主菜・副菜が揃っ
たバランスの整った朝食を摂って
いる児童は少数であることから，
どこの家庭でも朝は特に忙しく，
毎日バランスを考えた朝食作りは
大変であることが想像されます
が，子どもたちは心身の成長期に
あるため，朝食を１日３度ある食
事の大事な１食と捉えていただ
き，ほとんどの家庭でお菓子類が
大半を占めるおやつについても，
バランスの取れた間食が望まれる
ことから，食育の重要性について
保護者の方々に伝えていく必要が
あると思っております。
学校歯科医が学校の中で受け持
つ職務は，学校保健の三つの領
域，「保健教育」「保健管理」「組
織活動」にまたがっています。中
でも学級担任，養護教諭と学校歯
科医，歯科衛生士のチーム・
ティーチング（T・T），健康集会
のゲスト・ティーチャー（G・T）
などには積極的に参画し，学校歯
科保健の重要性を伝えていきたい
と思っております。

学校歯科医として

１５年間を振り返って

和歌山県 井内 洋

表１ 指数の推移
D：未処置歯 M：喪失歯 F：処置歯
DMFT指数＝DMF

（永久歯のう蝕合計）÷被検者数

年度

DMFT指数（一人平均う歯数）

北野上小学校 県小学校平均

Ｈ１５ ０．６ ０．８

Ｈ１６ ０．６ ０．７

Ｈ１７ ０．５ ０．６

Ｈ１８ ０．４ ０．６

Ｈ１９ ０．３ ０．６

Ｈ２０ ０．３ ０．５

Ｈ２１ ０．４ ０．５

Ｈ２２ ０．３ ０．４

Ｈ２３ ０．２ ０．４
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私は，昭和６２年６月，母校であ
る玉名郡南関町立第四小学校の学
校歯科医として初めて「歯につい
てのお話」という演題で２００名弱
の子どもたちの前で講話を行った
ことを今でもよく覚えています。
なぜなら，低学年の子どもたちは
ウロチョロ，中・高学年はヒソヒ
ソ話，それに加えて先生方はコッ
クリコックリ，と惨憺たる状況
で，己のちからのなさにガックリ
と落ち込み，これからどう活動し
ていけばよいのか途方に暮れたか
らです。
当時私の郷里南関町は，県内で
も子どものむし歯罹患率ワースト
１という不名誉な記録を樹立して
いました。歯科健康診断でも，子
どもたちの口腔内は凄まじい状態
だったことは否めません。
そこでスタッフと共に「どうし
たら子どもたち，保護者たちが口
腔内の健康に振り向いてくれるだ
ろうか」と毎日のようにミーティ
ングを重ね，前回の反省を踏ま
え，「単なる講演会だと面白くな
い，ブラッシング指導を取り入れ
てみよう」との結論に達しまし
た。それも全学年一緒に行わず，
１・２・３年生と，４・５・６年
生の２部構成で，子どもたちが少
しでも興味を持ってくれるよう
に，絵本やスライドなどもチョイ

スしながらやってみようと考えま
した。

ちゅうちょ

学校側は最初躊躇されたので
すが，すぐに受け入れていただき
指導を始めました。「手ごたえあ
り！」そう直感したのは，子ども
たちの興味を持った目が私たちに
そそがれたからです。２日続けて
の指導は少々大変だったけれど，
方向性が見えてきたように感じま
した。そして何度か経験を重ねて
いくうちに，「１・２年生，３・
４年生，５・６年生と３部構成で
行えば，もっと効果があがるので
は？」とスタッフからの意見が出
て，学校側に申し入れ，暫くして
からOKの返事をいただき，すぐ
に Project を練り始めました。
低学年にはわかりやすくスライ
ドによるお芝居を，中学年には興
味を持つ食べ物を中心に，高学年
には歯の組織図から役割，病気の
種類など少々専門的な立場で説明
し，時には位相差顕微鏡を教室に
持ち込み，生きているプラーク
（細菌）の恐ろしさを体験しても
らったこともありました。最終学
年の６年生には，歯に関するテス
トを行い，自分の歯の大切さを忘
れないように心がけていくように
指導しています。
また数年前より，一人ひとり１
年ごとに口腔内の写真をとり，卒

業式に成長の記録として渡すとい
う取り組みを行っています（以前
と違い少子化のため，学年に１５人
前後だからできると思うのです
が）。
しかし，残念なこともありま
す。当初より保護者の方々にも参
加していただけるよう声かけをし
てきたのですが，なかなか協力い
ただけていないのが現状です。
現在，全校生徒が９０名弱となり，
細やかな指導ができるようになっ
たのは事実ですが，以前のような
活気にあふれた状況でなくなった
今，子どもたちに加え保護者参加
の口腔健康増進運動を行いたいと
考えています。少子化の進む今だ
からこそ，養護の先生をはじめと
する学校側，保護者，地域等を巻
き込んで，子どもたちを育んでい
きたい，そのために学校歯科医と
して最大限の協力をし，色々な受
け皿になりたいと切にのぞみま
す。自分の母校の子どもたちが健
康で健やかな成長を遂げるよう，
学校歯科医を頑張る所存です。

学校歯科医として

２５年間，そしてこれから……

熊本県 大林裕明

Vol.12
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優秀賞

わたしは，小さいころからえをかく

ことが大すきです。はみがきも大すき

です。みんなにわたしのきれいなはを

つたえたくて，白いえのぐにぎんいろ

をまぜました。一ばんくろうしたとこ

ろは，はブラシをもっている手です。

おかあさんにモデルになってもらいま

した。これからもむしばにならないよ

う，ピカピカのはでいたいです。

家族のことば
母・千葉玉恵さん

この度は，栄えある賞をいただき誠にありが

とうございます。親子共々驚きとともに大変感

動しております。

学校が大好きで，登校するたびに新しい発

見，体験が出来ることにわくわくしていた娘が

自分で応募用紙を見つけ，目を輝かせながら鏡

を前に歯ブラシを持って，ポーズを取りながら

制作に励んでおりました。乳歯が生え変わるお

友達が周囲に増え始め，自分も早く大人の歯が

生えてこないかと待ち焦がれていた時期であっ

たと思います。今では２本の乳歯が生え変わ

り，ますますブラッシングに熱が入っていま

す。

歯は力の源であることを意識して大事にして

欲しいと思います。

指導者のことば
私立カリタス小学校 栁澤淳子教諭

今回うれしい賞を頂いたきたらさんは，元気

が洋服を着て歩いているような，とてもパワフ

ルな女の子です。毎朝，白い歯がきらっと光

る，とびっきりの笑顔で教室に入ってきます。

絵だけでなくスポーツも大好きなきたらさん

の元気の素は「歯」だと思います。今は永久歯

に生えかわる時期で，所々抜けていますが，

真っ白でしっかりした歯がきれいに並んでいる

口元を見ると，しっかり噛めて栄養をもれなく

摂れていることが健康の土台となっていると感

じます。自分をモデルにした絵ですから，のび

のびとした勢いのある作品に仕上がりました。

きたらさんの絵をみて，子どもたちみんなが

「歯」を大切にしていってくれることを願って

います。

小学校・低学年の部

神奈川県 私立カリタス小学校 １年 千葉きたらさん
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優秀賞

ぼくは，むし歯になると大変なこと
になるということを伝えたくて，この
ポスターをかきました。歯みがきをし
なかったために，歯や歯ぐきがぼろぼ
ろになった写真をインターネットで見
つけ，とてもおそろしいと思ったから
です。小さいころからぼくは毎日歯を
みがいていました。でもつい最近，突
然歯ぐきがはれ，病院に行くと「むし
歯です。」と言われました。これから
は歯のすき間もきちんとみがこうと思
いました。そして元気な歯でおいしい
ものをたくさん食べたいです。

家族のことば
母・津野裕子さん

「ちゃんと歯をみがいた？」「みがいちゅう！」

という息子の歯は，いつ見てもみがけたとはと

ても言えない仕上がりでした。そんな息子の歯

みがきへの意識が，今回の優秀賞受賞のおかげ

で大きく変わったように感じています。もちろ

ん受賞後の初めてのむし歯体験の影響も大き

かったかもしれません。以前とちがい，歯や歯

ぐきをきちんとみがけるようになっただけでな

く「もう１回！」という私の声にも素直にみが

き直しをすることもできるようになりました。

今まで歯の健康や食育の大切さを感じながら

子育てをしてきました。これからも「８０歳で２０

本」を家族みんなの目標にして，歯を大切にし

ていきたいと思っています。

指導者のことば
高知市立介良潮見台小学校 西川明美教諭

この絵を観た瞬間，ぐっと心が引きつけられ

ました。対照的でおもしろい構図にインパクト

のある色づかい。「きみの歯はどっち？」と聞

かれると「こっち」と，だれでも応えたくなる

問いかけ……（どのようにしてこのポスターの

アイディアが生まれたのだろう。）と感心する

ばかりです。

絵画に興味・関心が高い津野さんは，普段か

ら内容豊かな絵を描きます。対象物を色々な角

度から観察し，友達の作品から良さやおもしろ

さ・個性・工夫を見つけだす。その確かな眼

が，今回の優秀賞受賞に繋がったと考えます。

この受賞は本人にとって大きな喜びと自信に

なったのは勿論，全校児童への『歯みがき』啓

発に大きな役割を果たしました。

小学校・高学年の部

高知県 高知市立介良潮見台小学校 ４年 津野航介さん

受賞にあたり

47日本学校歯科医会会誌 112号
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１．「学童歯みがき大会」概要

学童歯みがき大会は，小学生の歯と口に対する健
康意識を育てることを目的に，毎年「歯の衛生週
間」に開催しています。
今年は６月４日，東京都千代田区にある歯科医師
会館を発信会場として，明海大学学長 安井利一先生
監修による「いい歯を支える歯ぐきのヒミツ」を
テーマに開催しました。
今年度の第６９回大会からは，日本学校歯科医会が
主催団体に加わり，昨年の２倍以上の小学校６４７校
が参加する全国規模の大会となりました。国内では
４６都道府県から参加があり，中でも埼玉県は最多の
９０校でした。海外からはフィリピン，中国，香港，
韓国，シンガポールのアジア各国・地域から日本人
学校を中心に６校の参加があり，日本とアジアの小
学生３８，５００人が在校のまま，同じ時間に同じ教材を
使って楽しく学びました。

第６９回学童歯みがき大会概要
■開催日時：平成２４年６月４日（月） １３：３０～１４：３０
■参加校数：６４７校３８，５００人 小学校４～６年生（いずれか１学年）
■発信会場：歯科医師会館大ホール（東京都千代田区）
■主 催／（社）日本学校歯科医会 （財）東京都学校保健会 （公財）ライオン歯科衛生研究所 ライオン株式会社
■後 援／文部科学省 東京都教育委員会 （公財）日本学校保健会 （社）日本歯科医師会

（社）東京都歯科医師会 （社）東京都学校歯科医会 （公社）日本歯科衛生士会
■協 力／UQコミュニケーションズ株式会社

日本とアジアの小学生３８，５００人がインターネット配信により参加

『第６９回学童歯みがき大会』を開催
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 口腔保健部 部長 稲葉 卓

参加学年の状況

報 告

学童歯みがき大会参加校推移
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２．歯と口の健康教室

歯ぐきは，歯を支えるという重要な役割をもっていますが，子
どもたちは歯と比べてそれほど歯ぐきを意識をしていません。そ
こで，今大会では「健康な歯ぐき」に関する理解を通し，「自分の
歯ぐき（歯）は自分で守る」こと，すなわち小学生が自律的な健康
行動に取り組むための支援の場としました。さらに，歯みがきを
手洗い等の清潔行動と関連づけ，「歯と口の健康づくり」から「全
身の健康づくり」に繋がるような内容としました。

１）導入「チェックシートの作成」
はじめに，毎日の生活における行動について，児童自身に振
り返ってもらうことからスタートしました。チェック項目は，
歯・口と全身の健康を保つことに関係のある「歯みがき行動」
「清潔・健康生活行動」「食行動」に関することとし，特に児
童が自分自身でできる項目としました。
２）歯ぐきについて
下記の４つの内容を伝えました。
①歯ぐきは，歯を支えている組織の１つであること。
②歯ぐきは，歯槽骨，歯根膜を覆っていること。
③歯と歯ぐきの境目に歯垢が残りやすいこと。
④歯ぐきは病気になりそうになると「サインを出す」こと。
３）歯ぐきのサインと自己観察
歯ぐきの症状として現れる「色」「形」「硬さ」「出血」を歯
ぐきからのサインとして，１部位を４つのサインで観察し，そ
れぞれ「○」または「△」で記録していきました。続いて，「歯
ぐきのサインを見つけても，歯みがきで健康な歯ぐきに戻せる
こと」を実際の児童の口腔内写真で示し学習しました。さら
に，後日サインの変化を確認し，記入できるチャートを用意し
ました。
４）歯のみがき方
歯垢の付着しやすい部位，中でも歯ぐきに悪影響を及ぼす歯
と歯ぐきの境目と児童が混合歯列期にあることを考慮し，永久
歯の萌出途中のみがき方に重点を置き展開しました。また画面
を見ながら練習できるように，指導者と児童が実際にみがいて
いる映像を流し，画面上には「みがく部位」を文字で示しまし
た。

テーマ：「いい歯を支える歯ぐきのヒミツ」 監修：明海大学 学長 安井利一 先生

①プログラム ②シナリオ ③うちわ ④歯みがき剤・歯ブラシ提供教材
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３．参加小学校の評価（大会参加後アンケートより）

１）アンケート結果（N＝４９０）

４．参加校の様子

１）参加児童の感想

２）養護教諭の感想

●埼玉県羽生市立羽生北小学校 ５年生 平崎舞里奈さん
歯みがき大会に参加して，歯ぐきは大切な役割をしていること，
歯ぐきからのサインや歯と歯ぐきをみがく方法を学びました。これ
からは歯と歯ぐきの境目を意識してみがきたいと思います。

●福島県会津若松市立河東学園小学校 ５年生 二瓶耀心さん
一番びっくりした事は口の中に６００種類も細菌がいること，次は
体と同じで歯ぐきもサインを出していると知ったことです。今まで
は適当にやっていた歯みがきも，歯みがき大会で部分部分にみがき
方があると知りました。だからこれからは歯ぐきを意識しながら歯
みがきをしたいです。

●福岡県北九州市立大積小学校 ６年生 戸田紀花さん
なにげに歯をみがいていたので夜からは，ちゃんと歯と歯ぐきの
境目を意識しながらみがきたいと思いました。クイズも三問あって
楽しかったし，歯や歯ぐきのことをいっぱい知れたのでよかったで
す。出血や色が赤くなったり，ぶよぶよにならないように気をつけ
てみがきたいと思いました。

●岐阜県山県市立高富小学校 高井先生
歯肉炎が見られる児童が増えており，予防の意味でとてもよかっ
た。児童はとても深く聞き入って画面に合図を送ったり，反応した
り楽しんで参加していた。全国の学校とつながり画面で参加すると
いう形態が子どもたちにあっている。

●群馬県安中市立磯部小学校 川崎先生
軽い歯肉炎ならば正しいブラッシングで治ることがわかり，正し
い歯みがきをすることへの意欲が高まった。チェック表は家庭でも
記入できるもので，家庭への啓発にも繋がった。うちわでクイズに
参加でき，会場とのつながりができ盛り上がった。

●大阪府寝屋川市立桜小学校 永岡先生
感想で「歯ぐきのことがわかってよかった」と書いている児童が
多数いた。歯みがき・歯ブラシはとても喜んでいた。うちわにいろ
いろな外国語も載っていて勉強になった。毎年の行事として位置づ
け，歯・口の健康について学ぶ機会としたい。

●茨城県潮来市立延方小学校 榊原先生
歯みがき指導はむし歯予防であり，歯肉について指導する機会が
なかったのでよかった。教材が準備されていると子どもたちの興味
関心が高まってよかった。会場の準備等だけであまり手間がかから
ず，専門の方からも話がきけ指導できるのは助かります。

歯ぐきのサインを観察する子どもたち
（秋田県 東成瀬小学校）

体育館でのクイズ参加の様子
（愛媛県 石井小学校）

教室でのクイズ参加の様子
（新潟県 鼓岡小学校）

②「歯ぐき」のテーマ設定について①「学童歯みがき大会」の総合的な評価 ③来年度も参加しますか
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５．トピックス

６．第７０回学童歯みがき大会について

①学校歯科医による事後指導
大会終了後，理解を深めるために
学校歯科医が補足説明など振り返り
指導を行いました。

②歯科衛生士学校の学生参加
大会当日，歯科衛生士学校の学生
が近隣の参加小学校を訪問し，児童
に対し指導のサポートを行いました。

④当日の参加状況（N＝４９０）

③高速無線通信カードの活用
ネット環境等が原因で今まで参加
できなかった学校でも，高速無線通
信カードを使用することで参加する
ことができました（３４校）。来年度
も継続する予定です。

１）開催概要（予定）

■開催日時：平成２５年６月４日（火） １３：３０～１４：３０（予定）
■発信会場：歯科医師会館大ホール（東京都千代田区）
■参加対象：小学校４～６年生（いずれか１学年）

※内容は小学校５年生が理解できることを目安に作成しています。
■募集定員：１，０００校 約６０，０００人（先着順）
■参加費用：無料（使用する教材は無償で提供します）

２）参加申込み方法

■募集要項：平成２４年１０月下旬より学童歯みがき大会サイトに掲載します。

学童歯みがき大会サイト http : //www.lion-dent-health.or.jp/

ライオン歯科衛生研究所 検索
■受付開始：平成２４年１２月１２日（水）より学童歯みがき大会サイトにて受付を開始します。

３）お問い合わせ先

第７０回学童歯みがき大会事務局（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所）
メールでのお問い合わせ 6480@lion.co.jp

本部事務局／森田・海老沼
〒１３０－８６４４
東京都墨田区本所１－３－７
電話 ０３－３６２６－６４８０

大阪事務局／本田・田中
〒５５３－０００３
大阪市福島区福島７－２２－１
電話 ０６－６４５４－２７８８

名古屋事務局／芳村・湯之上
〒４６０－０００３
名古屋市中区錦２－３－４
電話 ０５２－２２０－６７８０

大会当日の参加者状況

⬆

学校歯科医による事後指導
（茨城県 リリーベール小学校）
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『学校歯科保健活動の場での“気づき”から生まれる「個」への対応』

リーフレットの目指すところ
学校歯科医の先生方は，近ごろ子どもたちのむし歯

が減ってきた一方で，歯周疾患や歯列・咬合の問題，

顎関節の問題に関心が高まって来ていると感じている

ことでしょう。そこで必要となってきているのが集団

への対応のみならず「個」への対応ではないでしょう

か。健康診断の時だけでなく，学校歯科保健活動の

様々な場面において，学校歯科医がちょっとした“気

づき”から子どもたち一人ひとりが抱える問題点を見

つけ出して指摘できれば，「個」への対応を考慮し

た，より効果的な歯科保健教育・管理ができるでしょ

う。その際に，このリーフレットが参考となれば幸い

です。

学校歯科保健活動における“気づき”
学校歯科医が子どもたちと接し，観察できる場面

は，歯科健康診断や歯みがき指導の他にも，授業参観

や学校公開の時，健康にかかわる講話や授業をする

時，運動会や給食の時などがあります。

～歯科健康診断の時には～
健康診断の際に，健康診断票の項目を埋めるだけで

はなく，様々な“気づき”から子どもたちが現在抱え

る問題点，さらには将来抱えそうな問題点を早期に見

つけ出し，健康相談や保健指導を行うことによって子

どもや保護者の理解を得ることは，問題点の早期解決

につながるでしょう。

歯科医師であれば持ち合わせている知識を健康診断

の際に生かすことで，“気づき”が生まれてきます。

例えば矮小歯など個々の歯の異常に気づき，それに関

目 次 CONTENTS

発刊にあたって
はじめに
⑴ 学校保健法が学校保健安全法に改正
⑵ リーフレットの目指すところ

１．学校歯科保健活動における“気づき”
２．“気づき”の場面
⑴ 保健調査票などからの“気づき”

保健調査票やお口のチェックシートの生かし方
⑵ 定期健康診断の際の“気づき”

・歯の異常に気づく
異常結節，矮小歯，癒合歯，変色

・歯の欠如に気づく
・歯の萌出遅延に気づく
・小帯異常に気づく
・粘膜疾患に気づく
・上顎の正中離開に気づく
・前歯部の開咬に気づく
・永久歯列完成までの過程の問題に気付く
・虐待の疑いに気づく

⑶ 授業，家庭生活からの“気づき”
セルフチェック質問票とレーダーチャート
を利用しよう

３．健康相談，保健指導の大切さ
参考資料

学校現場の
学校歯科保健教材

ご存知ですか？

「個」への対応を考慮した歯科保健活動のために

㈳東京都学校歯科医会 理事（学術） 長井 博昭
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連して生じると考えられる問題点を指摘することは，

子どもたちにとってプラスになるはずです。また，歯

の位置異常等に気づいた際には，考えられる原因や今

後予想される問題点を指摘することで早期解決の可能

性が生まれることでしょう。

成長期の子どもたちの歯列・咬合の問題点に気づい

た際に，要観察と判定し，ただ経過観察するだけでは

なく，健康相談や保健指導を行い，口腔軟組織が歯列

形成に大切であること等を理解してもらうことは有益

と考えられます。

～歯みがき指導の時には～
歯みがき指導の際にいつも歯ブラシを持って来ない

ような子どもに気づいた時，口腔内の状況や服装に問

題点があるか等を合わせて考慮して，虐待の可能性を

疑うことも必要でしょう。

～授業を行う時には～
歯・口の健康にかかわる授業を行う機会があれば，

簡単な質問票を利用したりすることによって，子ども

たちの生活習慣等における問題点に気づき，保健指導

に役立てることができるでしょう。

様々な学校歯科保健活動の場において，ちょっとし

た“気づき”から問題点を見つけて，健康相談や保健

指導を行うことは，多様化した子どもたちの環境や保

護者の価値観に対応していく上で大切なことと考えら

れます。そして，“気づき”から見つかった問題点

を，子どもと保護者のみならず，地域のかかりつけ歯

科医とも共有し，学校・家庭・かかりつけ歯科医が連

携を取りながら子どもを支援していくことが必要で

しょう。

●お問い合わせ先 社団法人東京都学校歯科医会 事務局
〒102-0073 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館内
TEL 03-3261-1675 FAX 03-3222-6528

学校歯科保健活動で使える学校現場の教材をなんでも把握していると思ったら
大間違い⁉知っているようで意外に知らない学校に備えられているスグレモノや
これから活用したい教材をご紹介します。明日からの実践にお役立てください。

“気づき”のチャート（『学校歯科保健活動の場での“気づき”から生まれる「個」への対応』より）



54

Ⅰ 平成23・24年度
日本学校歯科医会制度委員会
への諮問事項

諮問事項１
叙勲基準の見直しに向けた調査と解析，並びに
代替基準案の提示

（主旨）
学校歯科医・学校医・学校薬剤師の叙勲について
は「７０歳以上で複数校を担当，校医歴４０年以上」の
基準に達した者を対象とする基準がある。しかしな
がら，われわれ学校歯科医の環境は，少子化に伴う
学校統廃合などもあり複数校を担当することが困難

な状況も出てきているなど，この基準の見直しにつ
いて，以前からも加盟団体から改正に向けた要望が
あり，本会としても文部科学省を通じて賞勲局と協
議してきたところであるが，複雑な課題が山積し合
意を得ていないのが現状である。また，本年３月に
開催した第７８回総会においても同様の要望が出さ
れ，本会としては学校歯科医の複数校担当の実態や
就任年齢等の把握を行ったうえで，あらためて総会
で協議することを回答したので，当委員会には，叙
勲基準に関した学校歯科医の実態調査の実施と解析
を行うとともに，叙勲基準改正にあたっての代替案
についての検討を諮問する。なお，実態調査の項目
等は本年６月の総会で資料提示したので，早急な検
討をお願いし，その実施と解析は平成２３年度内に行
うようお願いし代替案とともに答申いただきたい。

平成 23・24年度 制度委員会中間報告書

社団法人 日本学校歯科医会
会 長 中田 郁平 殿

制 度 委 員 会
委 員 長 土田 雅久
副委員長 松崎 賢治
副委員長 小山 憲一
委 員 桑名 良尚

委 員 樋口壽一郎
委 員 大林 裕明
委 員 江口康久万
委 員 岡本 卓士
委 員 井手 正洋

平成２３年１２月１０日

担当副会長 黒住 正三
担当常務理事 杉原 瑛治
担当常務理事 齊藤 愛夫
担当理事 髙瀨厚太郎
担当理事 髙橋 達行

制度委員会９名は諮問された諮問事項１「叙勲基準の見直しに向けた調査と解析，並びに代替基準案の提示」
諮問事項２「学校歯科医報酬の調査と集計」について平成２３年度に計４回の委員会を開催し，日本学校歯科医
会加盟団体との連携のもとで，諮問事項１・２に関するアンケート調査を実施し，その集計結果を参考資料に
添えてここに報告致します。

委員会開催日
第１回 平成２３年６月８日（水） 制度委員会全体会議
第２回 平成２３年７月６日（水） 諮問事項１小委員会
第３回 平成２３年８月１０日（水） 諮問事項２小委員会
第４回 平成２３年１１月３０日（水） 制度委員会全体会議

資 料
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諮問事項２
学校歯科医報酬の調査と集計

Ⅱ 検討にあたっての
基本的な考え方

諮問事項１
叙勲基準の見直しに向けた調査と解析，並びに
代替基準案の提示

（主旨）
公立学校学校歯科医の報酬については，地方交付
税における教育費の中で積算され，各地方自治体に
よって報酬額が設定され支給されている。日本学校
歯科医会はこれまで数回，学校歯科医報酬の調査を
行ってきたが，地方自治体のそれぞれの予算規模等
に関連して，各地域で格差が見られるのが現状であ
る。
このような中で，学校歯科医が集まる全国組織と
して，その実情を把握しておくことは今後，会員の
待遇改善にも繋がり重要な課題であると認識してい
る。
そこで，本委員会には学校歯科医報酬の調査を加
盟団体との連携のもとで実施し，集計結果を纏めて
いただくことを諮問する。なお，調査については
前々期制度委員会にて調査フォーマットが作成さ
れ，調査が一度実施されているので参考にされた
い。
また，この調査は平成２３年１２月までに回収を終
え，解析を加えた答申を平成２４年３月の総会で資料
配布したいと考えている。

本件は，予てからの懸案事項として日学歯として
も文科省へ申し入れ，その後も文科省を通じて賞勲
局とも協議しているが，賞勲局は以下のような問題
点を挙げている。

１．現状で複数校４０年を担当している学校歯科医
が，３００名程度存在しているので，基準の緩和
等を図った際に，この方々の叙勲が見送られて
しまう恐れがあること。
平成１９年度から平成２３年度（過去５年間）にお

ける春・秋の叙勲を受けられた人数は，７９名
（表１）。
２．叙勲の総数は概ね決まっているなかで，緩和
基準を設けると対象者が著しく多くならないよ
うにする必要もある。団体役員歴等を加味する
ことも一つの方法であるが，学校歯科保健功労
での叙勲ということだと，団体役員としても学
校歯科保健担当役員歴とすることになる。しか
しながら，日学歯の加盟団体においては歯科医
師会・学校歯科医会が混在しており，また，歯
科医師会の役員職務分掌でも「学校歯科担当」
が独立して設けられているところ，地域保健，
公衆衛生といったなかで対応されているところ
などがあり，一律に功績を判断することが難し
く，公平性を欠く恐れがあること。
＊これについては，局からの依頼により全国数団体の歯科
医師会の事業計画，予算を調べたところ，確かに職務分
掌が明確ではなく，事業計画でも「○○学校歯科大会開
催」などしか記載がない県があり，予算も地域保健の中
の予算で学校歯科保健のためと読み取りにくいところが
あった。

３．学校歯科医の叙勲基準改正により，学校医・
学校薬剤師の叙勲対象者との整合性を図る必要
があること。

以上のような問題点をクリアしていこうというと
ころまで話は進みつつあるのが現状である。また，
学校歯科医経験年数の緩和，複数校担当は排除を改
正の焦点としていくにしても，現時点での実態を明
確に把握していないことや，各地区によっても温度
差がある。今回，①学校歯科医就任年齢の分布 ②
学校歯科医経験年数の分布 ③定年制の有無 ④複
数校担当学校歯科医の割合と分布 ⑤学校歯科医で
団体役員歴（都道府県レベル）のある人とない人の
割合など，基礎データを整理した上で適切な改正内
容をもって分析していく必要がある。

表１ 過去５年間の学校歯科医の叙勲を受けられた人数

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 合計

春 １１名 １１名 １０名 ７名 ４名 ４３名

秋 ９名 ８名 ３名 ９名 ７名 ３６名

合計 ２０名 １９名 １３名 １６名 １１名 ７９名
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諮問事項２
学校歯科医報酬の調査と集計

Ⅲ 検討の経緯

Ⅳ 日本学校歯科医会加盟団体宛
調査内容及び調査結果と
その分析

わが国の学校総数・在学（園）者総数は表２・３
のとおりで，私立の小学校・中学校の学校数の一部
増加傾向を認めるものの，学校総数としては減少傾
向にある。在学者数も同様に減少しており，本年度
は震災の影響で一部データ整理が遅れているため，
平成２２年度のデータとの比較においても学校数・在
学者数共に減少傾向にある。

このように，近年のわが国の少子高齢化や市町村
合併などの事情から学校統廃合が進んでいるなか
で，学校歯科医の実数や複数校担当の実態を含めて
その配置状況，報酬額について実態を把握し，学校
歯科医の待遇，身分保障の資料として整備していく
必要性がある。学校歯科医等の報酬は国から各地方
自治体への交付税積算基礎で，その運用は各地方自
治体に任されていることから文部科学省が提示して
いる報酬積算方法と相違があり，報酬額の格差も著
しいことから，単に報酬額等を調べても希薄な内容
になる可能性が大きいので，この点に留意する必要
性がある。日本学校歯科医会では平成１９・２０年度に
「全国の学校歯科医数の実態把握とその報酬額なら
びに一校複数学校歯科医制の調査と分析」を行って

おり，そのフォーマットを参考に調査・分析を行っ
ていく。

１．調査内容の検討

委員会では平成１９・２０年度に行った加盟団体への
学校歯科医に関する調査のフォーマットを参考に本
年度の諮問事項１・２に対し小委員会を立ち上げ，
それぞれの調査内容を検討した。

２．調査内容の決定

諮問事項１・２の調査内容において重なった設問
が認められるため，今回「平成２３年度学校歯科医に
関する調査」というそれぞれの調査内容をまとめた
形で行うこととし，理事会の承認を得て，調査は平
成２３年８月に実施した。

３．調査内容の集計・分析

平成２３年１１月末で加盟団体５３団体中４６団体の回答
を得，集計・分析を行った。

＊調査結果の分析

今回の調査で，日本学校歯科医会加盟団体５３団体
中，４６団体（８６．７％）から回答を得た。

⑴ 都道府県における学校歯科医の総数ならびに

社団法人日本学校歯科医会に入会している学校

歯科医数と調査年度について

５３団体中，４４団体が把握しており，把握して
いる中で学校歯科医の総数は３０，２７８名，調査年
度は２加盟団体を除いて，平成２３年度であった。
その内，私立学校のみを担当している学校歯科
医は９３６名であった。
また，平成２２年度の日学歯会員数は，２４，４０６
名であったが，回答のあった４６団体では２０，１１６
名（８２．４％）であった。

表２ 平成２３年度学校総数および在学（園）者総数

在学者総数 学校総数 国立 公立 私立

幼 稚 園 １，５２６，２７９ １２，５０２ ４６ ４，６５３ ７，８０３
小 学 校 ６，５８３，２５７ ２０，３９０ ７１ ２０，１１１ ２０８
中 学 校 ３，４１１，７０３ １０，０９２ ７０ ９，２７５ ７４７
高等学校 ３，１９１，００９ ４，７６５ １５ ３，４８０ １，２７０

（平成２３年度学校基本調査速報より：なお，東日本大震災で被
害が甚大であった岩手県，宮城県及び福島県に所在する幼稚
園，小学校，中学校，高等学校については，提出期限を６月
２５日から１０月３０日まで延長したため，速報に反映されていな
い。ただし，調査期日は平成２３年５月１日現在。）

表３ 平成２２年度学校総数および在学（園）者総数

在学者総数 学校総数 国立 公立 私立

幼 稚 園 １，６０５，９１２ １３，３９２ ４９ ５，１０７ ８，２３６
小 学 校 ６，９９３，３７６ ２２，０００ ７４ ２１，７１３ ２１３
中 学 校 ３，５５８，１６６ １０，８１５ ７５ ９，９８２ ７５８
高等学校 ３，３６８，６９３ ５，１１６ １５ ３，７８０ １，３２１

（平成２２年度学校基本調査速報より）
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注：複数校担当の学校歯科医は１名としてカウント
保育所（園）のみを担当している歯科医は含まない。

⑵ 学校歯科医の年齢分布について

回答のあった学校歯科医３０，２７８名のうち，３９
歳以下 １，１２５名，４０歳～４９歳 ６，６５５名，５０歳～
５９歳 １２，６７３名，６０歳～６９歳 ７，２０４名，７０歳以上
２，１７５名となった。

⑶ 学校歯科関係役員歴（６０歳以上）について

回答のあった６０歳以上の学校歯科医（６０歳～
６９歳 ７，２０４名，７０歳以上 ２，１７５名）のなかで累
積１５年以上の学校歯科関係の役員歴のある方
は，６０歳～６９歳 ５５８名，７０歳以上 ２４１名であっ
た。
都道府県によっては学校歯科医にかかわる部
門として公衆衛生，地域保健などいろいろな部
門が考えられ，執行部が変わると担当部門が変
更となり継続が難しい場合がある。また，学校
歯科医会が運営されていても運営主体が各都道
府県歯科医師会であったり，学校歯科医会が存
在しないため，一般的にいう役員としての扱い
がないため，役員歴として認められない場合が
ある。

⑷ 複数校担当している学校歯科医について

回答のあった学校歯科医３０，２７８名のうち，複
数校担当している学校歯科医は，２校担当が
５，２９６名，３校以上担当が２，６６２名であった。
複数校担当は，７，９５８名となる。

⑸ 複数校担当している学校歯科医の年齢分布に

ついて

複数校担当している学校歯科医（２校担当
５，３０３名，３校以上担当２，６４５名，合計７，９４８名）
のうち，３９歳以下 ３２２名，４０歳～４９歳 １，６７１名，
５０歳～５９歳 ３，２６６名，６０歳～６９歳 １，９７１名，７０
歳以上 ７１８名であった。
７０歳以上の複数校担当学校歯科医は７１８名で
あった。

⑹ 学校歯科医経験年数と年齢分布について

回答のあった学校歯科医３０，２７８名のうち，

・経験年数１０年未満で ３９歳以下 ７１９名，４０歳
～４９歳 ２，６８８名，５０歳～５９歳 ２，０２２名，６０歳
～６９歳 ３４９名，７０歳以上 ２９名。
・経験年数１０年～２０年未満で ３９歳以下 ３０名，
４０歳～４９歳 １，８１０名，５０歳～５９歳 ３，１４２名，
６０歳～６９歳 ７１５名，７０歳以上 ８７名。
・経験年数２０年～３０年未満で ４０歳～４９歳 １４４
名，５０歳～５９歳 ３，４５９名，６０歳～６９歳 １，８５４
名，７０歳以上 ２２２名。
・経験年数３０年～４０年未満で ５０歳～５９歳 ２５３
名，６０歳～６９歳 ２，２０１名，７０歳以上 ５０８名。
・経験年数４０年以上で ６０歳～６９歳 １１８名，
７０歳以上 ７４９名。
７０歳以上で学校歯科医経験年数４０年以上の方
は７４９名であった。
賞勲局から現状で７０歳以上・複数校・４０年以
上を担当している学校歯科医の数は３００名程度
とあったが，実際には⑸⑹の回答からも伺え
るよう７００名程度になる。これは，推薦基準の
中に勤務校の規模が園児児童生徒数１００名を超
えることを原則（僻地学校の指定を受けている
場合が別）とする条件。また，都道府県によっ
ては，受賞歴で県教育功労賞又は県学校保健功
労者表彰受賞者，文部（科学）大臣表彰受賞者，
その他学校保健に顕著な業績がある者が望まし
いという基準があるため対象者の人数が制限さ
れていると考えられる。

⑺ 都道府県における学校歯科医の定年年齢につ

いて

回答のあった４４団体のうち都道府県立学校全
体で定年年齢を設けているのは５団体，都道府
県立学校全体では設けていないが，定年年齢を
設けている市区町村立学校があるのは１０団体，
都道府県立学校全体，市区町村立学校いずれも
定年年齢を設けていないのは１８団体，定年年齢
を設けることについて把握していないのは１１団
体であった。

⑻ 実際の定年年齢について

回答のあった１６団体のうち，都道府県では
６０・７０・７５歳，市区町村では６０・６５・７０・７５・
７７・８０歳とばらつきがあった。
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⑼ 将来的な定年制の導入について

回答のあった２０団体のうち，市区町村立学校
において定年制の導入を検討しているところが
あるのは３団体，都道府県立学校全体，市区町
村立学校いずれでも定年制の導入を検討してい
るのは３団体，都道府県立学校全体，市区町村
立学校いずれでも定年制の導入は検討していな
いのは１４団体となった。

⑽ 実際の定年制導入予定年度について

回答なし。

⑾ 学校歯科医配置における担当校数の制限につ

いて

注：担当校数の制限とは，１名の学校歯科医が１校のみ，
校医として担当することで，複数校担当はできないこ
とを指します。

回答のあった４３団体のうち，担当校数の制限
を都道府県全体で実施しているのは２団体，都
道府県全体ではないが，実施している市区町村
があるのは１６団体，都道府県全体で実施を検討
しているのは１団体，実施を検討している市区
町村があるのは，６団体，その他として１８団
体，主な内容としては，
・現在，実施を検討していない市町村も実施
を検討しているところがある。
・各市町村で希望する会員が，学校歯科医に
なれるように調整している。
・市立学校においては原則として複数校の兼
務はない。ただし特別の事由がある場合は
その限りではない。
・市町村に関しては把握していない。県立は
３校まで。
・各市区町村に任せてある。
・実施していない。検討については把握して
いない。
・学校歯科医のなり手がいないため制限でき
ない。
・県・市区町村の両方で実施は無く，検討も
していない。
・現在は複数校担当があるが将来的には廃止
の方向。
・現在のところ正式に実施している市町村の

報告はありません。
・児童生徒の減少により，複数校担当が減っ
ている。

⑿ 学校歯科医配置における１校複数校医制につ

いて

注：ここでいう１校複数校医制とは，担当校が一定の児童
生徒数に達した場合に学校歯科医が複数配置されるこ
とを指します。

回答のあった４１団体のうち，１校複数校医制
を都道府県全体で実施しているのは６団体，都
道府県全体ではないが，実施している市区町村
があるのは２８団体，都道府県全体で実施を検討
しているのは１団体，その他として６団体，主
な内容としては
・１校複数校医制はしていない。
・現在，実施をしていない市町村も実施を検
討しているところもある。
・市立学校においては実施していない。ただ
し就学時健康診断受診予定者数が１４０名以
上の場合に補助医１名を依頼する場合があ
る。
・市町村に関しては把握していない。県立は
１校のみ２名配置。

⒀ 学校歯科医が複数配置となる基準の児童生徒

数と学校数について

回答のあった２７団体のうち，幼稚園の基準園
児数は４００名～８００名の範囲内で１県のみ１７０名
であった。実施幼稚園数を考慮すると５００名と
している幼稚園が多かった。小・中学校共に基
準児童生徒数は１００名～１，１５０名の範囲で，６００名
を基準としている加盟団体が最も多く，実施学
校数を考慮すると５００名を基準としている加盟
団体が最も多く，次に６００名を基準にしている団
体が多い。高等学校では基準生徒数は２００名～
１，２００名の範囲で，実施学校数を考慮すると６００
名を基準生徒数としている加盟団体が多い。

⒁ 都道府県立高等学校の学校歯科医報酬算定の

基準について

回答のあった４１団体について，都道府県立高
等学校の学校歯科医報酬算定の基準は，報酬の
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積算方法が各加盟団体によってかなり異なりが
あり，基本的には，基本給・生徒１人あたりの
手当・管理手当・執務手当・その他の手当に分
かれるが，管理・執務・その他の手当として分
けているのは５団体のみで，基本給などの区分
がなく全て定額である団体が４団体，学校規模
（生徒数・学級数）によってその報酬額を決定し
ている団体が５団体，執務日数により決定して
いる団体が２団体，それ以外は基本給＋生徒１
人あたりの手当もしくは，基本給＋学級数あた
りの手当とし，他の手当はそれに含まれている
調査結果を得た。
また，基本給のみを考えた場合，最高２３７，０００
円，最低８３，０００円となるが，生徒１人あたりの
手当を考慮した場合，仮に児童数４００名を仮定
し比較すると，最高４４１，２００円，最低１３０，５００円
であった。
交通費支給は３団体，併置校加算が３団体，
２年以内の変更が有りは３団体であった。

⒂ 都道府県における市区町村単位の学校歯科医

報酬算定の基準について

回答のあった４１団体について，各都道府県に
おいて，１万人未満，１万人～５万人未満，５
万人～３０万人未満，３０万人以上および政令指定
都市の５つの人口規模ごとに，それぞれ１つの
市区町村を抽出して，その市区町村の小学校な
らびに中学校の学校歯科医の報酬（基本給・児
童生徒１名あたりの手当・年間管理手当・１回
当たりの執務手当・その他の手当）について調
査した結果，１万人未満での学校歯科医の報酬
は，基本給のみでは最高２１０，０００円，最低２０，０００
円。１万人～５万人未満では，最高２４５，８００円，
最低３５，０００円。５万人～３０万人未満では，最高
３００，０００円，最低４２，０００円。３０万人以上では，
最高２７９，６００円，最低３５，１００円。政令指定都市
では，最高３２０，０００円，最低１０５，５００円。
児童生徒１人あたりの手当も考慮した場合，
仮に児童生徒数を４００名と仮定すると，１万人
未満では最高３３０，０００円，最低１２８，０００円。１万
人～５万人未満では最高３５３，０００円，最低１０４，０００
円。５万人～３０万人未満では最高３３８，０００円，
最低１０２，０００円。３０万人以上では最高４０１，０００

円，最低１３７，３００円。政令指定都市では最高
４２８，９００円，最低１１５，３００円。
人口規模で比較すると小・中学校ともに人口
が多い市区町村の報酬金額の平均は高い傾向に
あり，最高額と最低額で約２０万～３０万の開きが
ある。

⒃ 少子化に伴う学校統廃合などが進む中，将来

的な学校歯科医の配置についての考え方につい

て

・学校統廃合により学校数も減り，担当校をも
てない歯科医師が多くなってくる。その対策
として，いずれ県内全体で１校複数校医制を
導入していかなければならないと考える。た
だし，その実施にあたり，報酬または多様化
する歯科健康診断に対応できるよう，人数基
準（規模）等，規定をきちんと定めることが
大事である。
・少子化に伴う学校の統廃合においては，学校
歯科医の削減はやむを得ないことですが，統
廃合によっては，現在担当している児童生徒
数が増える場合もあり得ます。したがって，
ある程度の児童生徒数の基準を設けるべきと
思います。また，町村合併により，報酬基準
が低いほうへシフトしていかないようにもす
べきです。
・高等学校では，学校歯科医の複数配置が少な
く，細かい配慮がされていないようですの
で，高等学校への学校歯科医の複数配置の働
きかけをお願いしたいです。
・学校統廃合により，結果的に学校歯科医が余
剰となる地域が出て参りますが，一方，ある
郡市歯科医師会からは，生徒数が多い学校に
ついては，学校歯科医の人数が不足してお
り，学校のカリキュラムの関係上，１日で検
診を行わなければならない学校があり，学校
歯科医が臨時で人数増強を余儀なくされてい
るという報告を本会で受けております。
このような地域差を考慮した上でバランスの
取れた学校歯科医の配置を考慮しなければな
らないと考えております。
周知のとおり，文部科学省では高等学校児童
数６００人あたり１人の学校歯科医の配属と規
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定されております。学校歯科医の責務を遂行
し，規定通り学校検診を行うと，参考資料に
お示し致しました通り３日の日数が必要であ
ります。
学校統廃合につきましても生徒数は増加する
事が予想され，児童数あたりの学校歯科医数
については現状を踏まえた理想的な数値を明
確に示さなければ，両者のバランスを取るこ
とは難しいと考えています。
そこで本会は，現状を考慮して，高等学校に
関して４００人あたり１人の学校歯科医の配置
を検討しております。
・現在，某市ではやや地域差はあるものの子ど
もの人口増加が多く，少子化に伴う学校統廃
合はあまり行われていない。しかしながら，
学校歯科医の配置については，学校と診療所
が離れているケースも存在するので，将来的
にはそれらを改善していきたいと考えてい
る。学校歯科医は全員某市歯科医師会の会員
であるが，某市内の開業歯科医の約３割が歯
科医師会未入会であることを考えると，今後
の地域連携が難しくなっていく可能性に不安
を感じる。
・学校での様々な健康課題に対応していくため
にも，学校歯科医に対してある一定の研修を
義務付け等する必要があると考える。その上
で報酬改定等を要望すべき。
・７０歳定年制度，複数校担当の解消を課題とす
る。
・学校歯科医の配置に関しては最終的には，市
町村教育委員会と市町村歯科医師会の話し合
いで決まるものです。一律に何名に対して担
当歯科医が決まるものではないと考えます。
園・学校歯科医の対応と熱意が市町村教育委
員会に伝われば，おのずと人数は決まってく
ると考えます。会費を主たる運営費にしてい
る，日本学校歯科医会が，園・学校担当歯科
医であれば誰でも簡便に対応できる，時代に
即した内容の様々な資料と手法の提供があれ
ば，最終的には，児童・生徒のために市町村
行政が対応するものと考えています。全国的
に一律で評価でき共通認識できる事業の展開
を望みます。

・報酬が少ない為，わが県では学校歯科医を敬
遠する傾向が若い歯科医にみられる。その為
複数校担当せざるを得ない現状である為，学
校が統廃合されることは，負担を減らすこと
になると考えている。将来的には，基準数を
２００名にすればきめ細かいケアができるので
はないかと考えている。
・児童生徒数の減少が進む中で，まだまだ複数
校を担当している地域が多く認められる。学
校歯科医の人数の関係で必然性の地域は別と
して，余裕のある地域ではできるだけ１校医
１校担当制にしたいと考えている。ただ現実
的にはかなり難しい問題もある。
・某市は健診基準の統一化を計るために，校医
の複数制はなるべくさけるようにしている。
学校統廃合によって退任を余儀なくされた校
医を別の学校の補助校医として配置させるこ
とは考えていない。１人の校医に自分の担当
校であるという認識を持ってもらうことが責
任ある学校歯科保健活動に繋がると考える。
校医の選考をする場合は外傷などにすぐに対
応できる校区内の開業医で，継続性を考慮す
るとなるべく年齢の若い歯科医師に学校歯科
医になってもらいたいと願っている。また，
さらに自分の出身校になれば，さらに愛校精
神で熱心に自分の後輩達に保健指導をしても
らえるのではと期待する。
・某市において区を跨いだ学校園統廃合が行わ
れた。従来，学校歯科医の推薦等は某市から
各区に依頼し，各区の差配にて決定されてい
たが，今後はこのような事例も増えることが
予想される。このような事例に対応すべく某
市としての規定の作成を検討中である。
・某県においては学校歯科医を決める際，郡市
地区歯科医師会の意見を参考にすることが多
い。郡市地区歯科医師会の中には，６０～６５歳
の間に学校歯科医をしていただく地区もあ
り，若くてやる気のある若い先生にもっと学
校歯科医として活躍していただきたいと思
う。
・若い先生方に参加してもらえるような体制づ
くりが必要と思われる。
・学校の数が減少することにより，当然，学校
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Ⅴ 考 察

歯科医が減少することが考えられるので，定
年制の導入もやむを得ないのではないでしょ
うか。さらに，日学歯の会員であるのに，学
校歯科医になれないまま長期間経過して，日
学歯を退会する先生方も増えてくるのではな
いでしょうか。
・基本的には，「１校を１人の学校歯科医が，
長期的に児童生徒の歯・口の健康を責任を
もって担当する」というのが理想である。し
かしながら，これを実行すると複数校担当と
いう現在の叙勲制度に該当する学校歯科医が
相当数少なくなる。そうであるなら，１校複
数校医制を採用することも一考の余地がある
と考える。ただし，校医手当，定年制との関
係を留意しなければならない。財源にも関連
する適切な校医手当，及び定年制や１校１人
校医制を実施するのであれば，叙勲制度の変
更が必須となると考える。これらの現状を，
文部科学省や賞勲局が理解いただけるよう，
説明とお願いを継続的に行う必要があると思
う。
・学校歯科医の質の向上，意欲的な歯科医師が
参画できる環境整備のため，日学歯として，
ぜひ資格基準を策定していただき，認定や更

新の制度を設立していただくようお願いした
い。

以上，各加盟団体から少子化に伴う学校統廃合な
どが進む中，将来的な学校歯科医の配置についての
ご意見を多数いただき，今後の学校歯科医の配置・
報酬等の問題に対応するための参考にさせていただ
きたい。

今回の調査は，叙勲基準の見直しに向けた調査な
らびに学校歯科医の数・配置状況・報酬額などの基
礎資料を整備するために実施し，上記のような調査
結果を得た。今後，叙勲基準の見直しに関しては，
この調査結果を参考に理事会・総会等でご意見をい
ただき，来年度中に答申書ならびに叙勲基準の代替
案を作成し，学校医・学校薬剤師の三師との整合性
を図っていく必要があると考える。また，学校歯科
医報酬等に関しては，今後，加盟団体との連携を密
に図り，継続的な調査・分析を行っていく必要があ
ると考える。
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松江市の中心部より県道３７号線を北上すると，山と畑の風景の
なかに大きく近代的できれいな建物が見えてくる。校門近くで教
職員と生徒の出迎えがあり，気持ちのよい朝のあいさつが聞こえ
てきた。車で行った私のところに生徒が寄ってきて，駐車場へ案
内してくれた。車を降りて，受付のある玄関に向かっていくと，
ごみひとつないきれいな中庭と真新しい校舎があり，歩いていて
気持ちがよかった。受付を終えると，校長先生の出迎えで，他の
来賓者と一緒に校長室に案内された。そこには松江市の教育長，
歯科医師会会長，県教育委員会課長，県教育庁健康づくり課室長

他４名，PTA会長が在席されていた。午前１０時から体育館での開会行事につづき，全体発表があり，この推
進事業の取り組みについての説明があった。

１）研究目標
①中学生が「自分自身のからだ（健康）を見つめ」，「生涯にわたり進んで健康づくり」を進めるにはどのよ
うな手だてが有効か。
②生徒が知識で得たことを実践化していくためには，どのような方法が効果的であるか。
③中学校で健康教育を全校体制で推進していくための効果的な連携のあり方。

２）研究仮説
①生徒の興味・関心を高める指導法を工夫しながら「歯科保健指導」・「望ましい生活習慣づくり」・「食育」
を推進すれば「自分のからだをみつめる」きっかけになるだろう。
②学校と連携し，生徒の発育段階に合わせた「歯・口の健康づくり」を進めていけば，ライフステージを意
識した健康づくりと視点が広がり，「生涯にわたり進んで健康づくり」をすることにつなげていくことが
できるだろう。（発育段階を意識した指導）

本事業も残すところ，あと半年となりましたが，皆さま取り組みはいかがでしょう
か？
さて，昨年１０月に本会ホームページで推進事業コンテンツを立ち上げ，随時，推進
事業の取り組みについて情報発信をしてきました。その中でも好評をいただいており
ますのが「推進校なう！」と題した推進校からの報告書です。学校規模や取り組み方
法はさまざまですが，各校の特色を生かしながら，大変熱心に研究に取り組まれてい
る様子が報告されております。その中から今回は６校をご紹介いたしますので，本会
役員２名の訪問記とともに，今後の活動のご参考としていただければ幸いです。
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③学校保健委員会や生徒会活動，校区小中一貫教育を活用して家庭や関係諸機関と連携を図れば，「歯・口
の健康づくり」をよりよく推進できるだろう。
以上の内容につき，具体的に学校で取り組んだことの紹介があったため，後の公開授業，シンポジウムを
理解しやすかった。

目指す子ども像
⑴ 歯・口の健康づくりに必要な知識，技能を身につけてい
る子ども
⑵ 歯・口の健康づくりに関心をもち，課題を見つけ解決す
る子ども
⑶ 歯・口の健康づくりを通して望ましい食習慣や生活習慣
を身につけ生涯にわたって健康な生活を送ることができる
子ども

１０時４５分からは各学年の多目的スペースにおいて，生徒たちによる発表が行われた。
１年生は「健康チャレンジ授業」という題で，生徒５人のグループに分かれ，朝食，間食，運動，メディア
接触，睡眠時間，歯みがきの６つの項目について調べて発表した。その様子から，生徒は６つの事柄が健康と
どのように関係するかをしっかり理解していると思った。そののち，６つの中から自分ができそうな内容を生
徒に選択させ，生活習慣を改善させていく行動変容についての授業が続けられた。
２年生では，食育の授業が行われ，栄養教諭と学級担任から，生徒たちがよく食べるチョコレート，ポテト
チップス，菓子パン，カップラーメン，炭酸飲料，スポーツドリンクなどのエネルギー，糖質，脂質の量につ
いて，ひとつずつ説明があった。中学生の１日の摂取カロリーや糖質量なども説明しながら授業を進めていた
ので，聴いているわれわれも非常にわかりやすかった。
授業終了後，２つの教室で，この研究発表会に参加した１００名ほどの教員（遠くは岡山県から来ていた）と
授業についての協議会が進められ，活発な意見交換が行われた。
午後１時３０分からは，シンポジウム「生涯にわたり歯・口の健康づくりを推進していくために」が行われ
た。会場にはすべての生徒たちの研究した資料が貼り出され，生徒全員がこの推進事業に参加していることが
わかり，非常に感心させられた。

シンポジウムでは「歯・口の健康づくり」の取り組みについて，生
徒代表３名と地域の歯科衛生士，学校歯科医，コーディネーターから
発表があった。各々すばらしい取り組みであり，この推進事業が学校
だけのものではなく，家庭や地域にも根付いてきていることが紹介さ
れた。たとえば，生徒自身による家庭での朝食づくりが行われ，その
レシピのコンテストがあり，優秀なレシピは表彰され，地域に還元さ
れていた。また，校長によると，当校の学校給食は日本一おいしい給
食で，残食はないとのことであった。なお，給食で生まれた“鹿島
汁”は地域にも浸透し，名物になっている。最後に，コーディネー

ターが「よい食事をしていれば結果的に生活習慣病も減り，むし歯も歯肉炎もなくなり，健康でいられる。そ
れが理想である。」と発言され，感銘を受けた。ただ，よい食事がおいしい食事と正比例しないことが問題で
あり，非常に難しいと考えられる。
鹿島中学校は「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」をほぼ軌道に乗せており，あとは結果を
出し，学校，家庭，地域で根付かせていければよいと思う。松江市教育長の最初のあいさつで「松江市全体に
この事業を広げていきたい」と言われたことが大変印象的であった。
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本校では生きる力の中の「自主・自律」の力をはぐくむことを目標として，今年度歯・口の健康づくりに取
り組みました。

目指す子ども像
○自分から進んで歯みがきができる子ども
○毎日３回しっかり歯みがきができる子ども
○よく噛んで食べる子ども
○学んだことを活かし食習慣を改善できる子ども

取組の概要
■■ブラッシング指導と全校一斉歯みがき■■
今年度は学級指導と個人指導を組み合わせ，年間で３回のブラッシング指導を行いました。子どもたちの
歯みがきの技術が格段に向上しました。また，参観日には小山学校歯科医を講師に招き，家族で歯・口の健

康づくりのお話を聞き，リスクチェックも行いま
した。本校は児童数の関係で養護教諭が未配置で
すが，スクールヘルスリーダーを派遣していただ
き，ブラッシング指導や健康相談を行っていただ
いたり，取組のアドバイスを受けています。給食
の後は全校で児童と職員が一緒に歯みがきに取り
組んでいます。

■■一口３０回かむ習慣つくり■■
給食を食べる前にダシ用のいりこを使って，一口３０回かむ練習を年間を通して毎日行っています。これま
でよくかまずに食べていた子どもも，この取組を通してしっかりかんで食べることができています。
■■食 育■■
生活科や総合的な学習の時間で，山菜採り体験を行ったり，じゃ
がいもやサツマイモを育て，食育の授業と関連させる中で栄養とそ
のバランスを学びました。また収穫した野菜を使って料理作りにも
挑戦しました。
日曜参観日には家族で手作りおやつづくりに取り組みました。厚
沢部町の栄養士さんを講師に迎え，「よくかんで食べる」，「糖分を
しっかりおさえたおやつの作り方」を学び，楽しんで作り試食しま
した。

＊＊１年間を通してこうした取組の中で確実に目指す子ども像に近づけています。
また，歯みがきや食習慣改善の取組は，他の基本的な生活習慣の改善にもつながっています。＊＊

北海道厚沢部町立美和小学校
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７学級 ８４名

１ はじめに
本地区は，東に最上川が流れ，河岸段丘によって形成された台地の上の準農村地帯である。子どものいる家
庭では三世帯同居が全体の８割近くを占め，祖父母が日中の留守を預かり，児童の面倒をみてくれる家庭が多
い。子どもたちは素直で何事にも積極的に取り組み，のびのびと活動している。

２ 研究のねらい
「心豊かで，たくましく，いきいきと学びあう子ども」を教育目標にかかげ，学校・家庭・地域の結びつき
を大切にして，「きちんと学べる子・たくましい子・やさしく，思いやりのある子・ちいきに生きる子」を目
指している。
本校の取り組みとして，「歯みがきから広がる健康な生活習慣を身につけた子どもの育成」を目指して，す
こやか週間として「早ね早起き朝ごはん・歯みがき・テレビとゲームは２時間以内」のキャッチフレーズのも
とに取り組んでいる。

３ これまでの取り組み
⑴ 日常活動

給食後は，音楽にあわせて一人ひとり手鏡を見ながら，歯ブラシを
歯にしっかりあててみがくよう取り組んでいる。担任も一緒に歯みが
きし，養護教諭も歯ブラシの持ち方やみがき方を指導している。
⑵ 児童の委員会活動

すこやか委員会が中心となり，校舎内を巡回しながら「歯」と「食」に
関するクイズを解いてまわった。
歯の健康や食生活について考える良い機会となった。

⑶ 学級活動

山形県河北町立北谷地小学校

学校栄養士さんより，よくかんで食べると体温
が上がり，脳に栄養がいきわたることを教えてい
ただいた。

第一大臼歯のみがき方を学習した。
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１ 研究の目的
児童一人ひとりが自分の体を知り，進んで健康づくりに取り組めるようにするにはどうしたらよいのか，日
常の活動，学習指導，保護者・地域との連携を通して実践的に明らかにする。

２ 研究仮説
⑴ 日常の歯みがき指導で，むし歯・歯周病予防に関する自分の課題に進んで取り組める方法を工夫すると
ともに，校内の保健環境を整備したり，児童会活動との連携を図った指導をしたりすれば，日常生活にお
ける歯と口の健康づくりに対する実践活動が身に付くであろう。
⑵ 学級活動等の授業で，むし歯・歯周病予防に関する自分の課題を進んで解決できるような学習過程を工
夫するとともに，教師の支援を大事にした指導を行っていけば，知識が身に付き日常生活における歯と口
の健康づくりに対する実践意欲が高まるだろう。
⑶ むし歯・歯周病予防に関する家庭生活における習慣形成を目指し，保護者・地域と連携していけば，日
常生活における歯と口の健康づくりが定着していくであろう。

３ 研究の内容
⑴ 仮説１にもとづいた実践
○学級活動における歯科保健指導及び健康教育目標の掲示（各教室）
○歯みがきタイムの充実（給食後５分間）
○歯みがきカレンダーの取組（年間３回）
○むし歯予防ポスター・標語の取組
○アンケート調査による実態調査
○カラーテスターの活用（家庭に年間２回実施）
○放送，掲示物，保健ニュースでの啓発活動
○保健集会などの保健委員会の活動
・劇の発表 ・クイズラリー ・歯みがき指導

⑵ 仮説２にもとづいた授業実践
○第１学年…学級活動「歯の王子様をみがこう」
○第２学年…学級活動「歯のはたらき」
○第３学年…総合的な学習の時間「健康な体をつくろう」
○第４学年…体育科「育ちゆく体とわたし－歯の成長－」
○第５学年…学級活動「噛む」
○第６学年…体育科「病気の予防（歯周病）」

⑶ 仮説３にもとづいた実践
○保健だより等での啓発
○アンケート調査による実態把握
○ホームページの活用
○親子での食事作り
○日大歯科衛生士による歯みがき指導
○学校保健委員会「健康サミット」の実施

⑷ その他の実践
○食育の実践
・昨年度までの研究の継続 ・栄養士の教室訪問 ・給食試食会 など

○体力向上の実践
・縄跳びの取組および発表会 ・マラソンの取組及びマラソン大会 ・部活動の奨励 など

千葉県松戸市立八ヶ崎第二小学校

＜歯みがきタイム＞ ＜保健集会＞

＜学校歯科医による歯周病の話＞

＜歯科衛生士の指導＞ ＜健康サミット＞
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本校では，教育目標「自ら学び，精一杯活動する児童の育成」のもと，研究テーマを「生き生きと学び合う
子どもを育てる―生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくりと，学び合う授業，豊かな体験を通して―」とし，
保護者・地域・関係機関の協力のもと，取り組みを進めています。

歯科衛生士による低・中・高学年ご
との指導。また，授業研究や学級活動
等での指導の実施により，基本的な歯
科保健についての知識を深めていま
す。

保護者には，授業の様子や指導内容等を学級だよりやほけんだより，また『歯・口の健康だより』でお知ら
せしています。研究授業については，近隣の学校や保育所にもお知らせし，参観してもらうことにより情報を
伝えています。学校開放時の授業では，なるべく歯・口の学習を取り入れ，保護者だけでなく地域の方々にも
見てもらい，健康づくりの意識づけを図っています。生活習慣病予防の啓発として，野菜についてのポスター
と野菜を使ったお菓子のレシピも掲示しています。

１１月８日～１１日を『OTA４３はみがき週間』とし，歯ブラシチェックと歯みがきの後のカラーテスターによ
るチェックを行い，個人カードに記録し感想を書きます。

（OTA４２カミカミチャレンジ！―ひと口３０回かんで健康づくり）
１１月１４日～１８日を『OTA４２カミカミ週間』とし，昼食時のお米をひと口かんだ回数を数え，がんばってか
んだことについて個人カードに記録し感想を書きました。昼休みには，ビデオ『歯・口の健康つくり』の視聴を
行いました。出入り自由。何回見てもOK。でも，１回分見たら感想文を書きます。

「楽しんで体を動かそう！」を目的に，全員または縦割り班で，ゲームや遊び
を実施しています。

全校児童で，さつまいもや野菜などを栽培しています。地産地消の推進（昨年
度は JAとともに，とうもろこし９００本を栽培しスーパーで販売。非常に好評で
あった。）をしています。給食時の献立を紹介したり，委員会やクラブでのカミ
カミおやつ作りと発表などを行っています。

和歌山県那智勝浦町立太田小学校
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１ 研究目標
生涯にわたり健康に過ごすために，「食」を通し，歯・口の健康に関心を持つことにより，適切な食習慣の
形成などから健康に関する自己管理能力を高め，健康生活を実践できる力を育成する。

２ 実践内容
２学年特別活動（LHR）における保健指導
「生きる力を育む歯・口の健康づくりと食習慣について」
～学校歯科医と連携した取り組み～
ゲストティーチャーによる専門的な見解や指導を受けることで，生徒自ら
が生活習慣と関わりの深い歯周疾患をはじめ，口腔内の健康についての意識
向上を図り，「食」に関する行動選択について考え，自己管理能力を高め
る。
① 平成２３年６月２３日（木） 第６限 養護教諭による保健指導
保健室来室状況や定期健康診断の結果から，本校の中でも特に，２学年の健康実態や課題について取り
挙げ，保健指導を行った。
個人票による定期歯科健康診断結果から自分の歯や口腔内の様子を知ることにより，歯・口の健康につ
いて意識を持たせるようにした。
また，セルフチェックカードにより，個々の歯の健康を含む生活習慣や食生活習慣について振り返り，
その結果，個々のレーダーチャートから食生活習慣や口腔衛生習慣と歯・口の状態から見えてくる自分の
健康課題についての意識を持たせた。
② 平成２３年６月３０日（木） 第６限 学校歯科医による保健指導
①から見えてきた健康課題では，朝食をとれていない生徒が多かったた
め，「食時計シート」を利用し，休日と平日の食事時間と食事内容等の食生
活と睡眠時間について記入し，「むし歯になりにくい食生活」と「むし歯に
なりやすい食生活」について指導を受けた。

３ 成果と課題
今回の取り組みの中で，生徒自らの食生活習慣や口腔環境から見えてくる健康課題が明らかになり，自己の
健康に対する意識が高められたようだ。
歯周疾患の中でも特に，歯垢・歯肉の状態が悪く，生徒の半数近くが適切に歯みがきができていない現状で
あることから，知識やブラッシング技術の定着など正しい健康観を養い，自己管理能力を高めていきたい。

広島県立大柿高等学校
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１ はじめに
本校は生徒数５６名，３クラスの小規模校である。福岡市の北西部に位置し，半農半漁の地域である。三世代
で生活している家庭が多く食生活は充実している。校区にコンビニエンスストアやファストフードの店がな
い。平成１９年度まで校区内に歯科医院がなかったため，保護者・生徒ともに歯・口に対する関心が薄い。“自
分の健康は自分で守る”という自己管理能力を育むために，衛生委員会を中心とした取り組み，家庭や地域と
連携した食育の推進，小・中連携等を重点目標に掲げ，取り組みを進めている。

２ 取り組みの実際

生徒会衛生委員会が中心となり，年２回染め出し・歯みがき指導を行う。 養護教諭＝歯科衛生士
＊養護教諭が歯科衛生士の免許を有するため専門的な指導ができる

パソコンを使って「歯肉炎予防教室」を開催。原因や予防法を学び，歯みがきの大切さを学習する。また，
セルフチェックシートを用い，自分の歯肉の状態を診断させる。このセルフチェックシートは歯科健康診断時
に使用，学校歯科医の診査結果と自分の診断に相違がないか確認でき，その場で学校歯科医から指導・助言を
受けることができる。「日頃の自分の歯みがきで大丈夫なんだ！」という自信にもつながる。

福 岡 市 立 北 崎 中 学 校

３～５人ずつの少人数に分け，昼休みに保健室にて指導

染め出し剤をかんだら

準備（衛生委員） 自分の目で確認 先生のチェック

歯みがきタイム 個人カード記入 個別指導

チェックシートに記入

健康教室の様子 パソコンでの学習は歯肉

の状態などリアルに視覚

に訴えることができる
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「推進校なう！」に報告をお寄せくださった各校の先生方，研究発表
会関係者の方々，ありがとうございました。
本会ホームページでは，これからも推進校の取り組みや推進事業に
関する最新情報をご紹介していきます。
皆さまからのアクセスをお待ちしております！

京都市から北へ車で１時間程の距離に位置する南丹市立川辺小学校は，周りを田園に囲まれ，緑豊かな自然
環境の中にある小学校で，３８名の小規模校である。当日は近畿で梅雨入りが発表され雨模様の天気であった
が，小学校には１２０名を超える参加者があり，学校関係者，保護者の方々はもちろん，北は埼玉から南は沖縄
まで多くの府外参加者も来られており，開始前にもかかわらず当校は大いに賑わっていた。学校に入ると廊下
や体育館の壁に所狭しと１年間の研究発表で作製された様々な作品が展示されており，この推進事業における
充実度を垣間見ることができ，参加者も熱心にカメラに収められていた。

南丹市はフッ化物洗口を積極的に推進している地域であり，また川辺小
学校は平成２２年に全日本学校歯科保健優良校表彰で奨励賞を受賞されてい
る等，従来より健康教育には実績を積み重ねられた学校であるが，今回は
基本に戻り「歯みがきの大切さ」を再認識させる取り組みを進めるととも
に，「永久歯のむし歯ゼロ」をめざして，家庭，地域，関連機関と連携
し，一層の充実を考えられ取り組みを行われているとのことであった。
まず学年別に分かれ，公開授業が行われた。授業は１年生の保護者が参
加する歯みがき指導から，むし歯とは，健康な生活とは，かむこと，歯周
病，むし歯と生活習慣へと，テーマは子どもたちの発達段階に即した題材
が設定され，きめ細やかに考えられた内容と構成で実施されていた。
その後，体育館に移動し子どもたちからの発表が行われた。最初に全校
生徒の合唱が行われ，名曲「ふるさと」をはじめ３曲を聞かせていただい
たが，公開授業と同様に活き活きと歌う子どもたちの姿，その見事な歌声
に聞き入ってしまった。その後，３名の児童が順番に歯や口をテーマとし
た作文の発表を行ったが，内容も素晴しい上に，一人ひとりが大きな声で
１０分近く原稿なしで発表されたことには驚かされた。後でお聞きすると，
これまで数々の合唱コンクールに入賞されており，またことばの力を考え
る教室を実施し「全京都小学生お話コンクール」に参加されているとのこ
とで，従来より子どもたちの様々な可能性への取り組みがなされていることに感心させられた。

続いて，養護教諭の西村先生がこの１年間の具体的な取り組み内
容を発表され，学校歯科医の大町先生から補足説明が行われた。１
年間を通じて，きめ細やかなプランに基づく取り組みが行われてお
り，大町先生も授業への助言や何度かゲストティーチャーを務めら
れる等，日頃から連携を積み重ねられていることがうかがえた。総
じて，片山校長の素晴らしいお人柄とリーダーシップにより，学校
の関係者の方々と家庭，地域との連携が子どもたちを見守る良い環
境を生み出し，子どもたちに寄り添った取り組みが行われていると
実感し，今後のさらなる成果が期待させられた。

社団法人 日本学校歯科医会
〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ

TEL：０３－３２６３－９３３０ FAX：０３－３２６３－９６３４
URL：http：//www.nichigakushi.or.jp/

研究主題：自ら健康で安全な生活を送ろうとする児童生徒の育成～学校・家庭・関係機関が連携した，歯・口の健康づくりを通して～

このバナーが目印です



2012 群馬県

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
～子どもたちの未来を築く望ましい生活習慣の形成を見据えて～

文部科学省・社団法人日本学校歯科医会・公益財団法人日本学校保健会・
群馬県・群馬県教育委員会・社団法人群馬県歯科医師会・群馬県学校歯科医会・
高崎市・高崎市教育委員会

平成２４年１０月２５日（木）～２６日（金）
メ イ ン 会 場：群馬音楽センター（高崎市高松町２８－２）
サテライト会場：①高崎市総合保健センター ②高崎シティギャラリー

※ メ ……群馬音楽センター サ① ……高崎市総合保健センター サ② ……高崎シティギャラリー
■基調講演 メ

講 演 者 東京女子体育大学体育学部体育学科 教 授 戸田 芳雄
■シンポジウム メ

座 長 東京医科歯科大学 名誉教授 黒田 敬之
シンポジスト 群馬県教育委員会スポーツ健康課 課 長 林 康宏

鳥取県鳥取市立気高中学校 養護教諭 山本 みさ
京都府京都市立向島二の丸小学校 学校歯科医 今井 健二
（社団法人日本学校歯科医会 常務理事）

■領域別研究協議会
①保育所（園）・幼稚園部会 サ①

座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 竹内 純子
コメンテーター 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

口腔保健衛生学分野 教 授 日野出大輔
発 表 者 東京都府中市立小柳幼稚園 主 任 新井 尚子

同 教 諭 富澤めぐみ
発 表 者 群馬県前橋市立まえばし幼稚園 教 諭 末永 真弓

同 養護技師 和田 明美
②小学校部会 メ

座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 川本 強
コメンテーター 大阪歯科大学小児歯科学講座 主任教授 有田 憲司
発 表 者 徳島県阿波市立一条小学校 養護教諭 西岡美智子
発 表 者 群馬県中之条町立中之条小学校 養護教諭 島村 美保

③中学校部会 サ②
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 藤平 雅紀
コメンテーター 大阪教育大学養護教育講座 教 授 小山 健藏
発 表 者 埼玉県羽生市立南中学校 校 長 荻山 芳朗

同 養護教諭 今成 佳代
発 表 者 群馬県高崎市立長野郷中学校 養護教諭 高橋 千明

④高等学校部会 サ①
座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 髙橋 達行
コメンテーター 日本大学歯学部衛生学講座 教 授 前野 正夫
発 表 者 大阪府立布施北高等学校 養護教諭 古崎 美奈
発 表 者 群馬県立前橋工業高等学校 校 長 松下 繁一

同 養護教諭 山田 房枝
⑤特別支援教育部会 サ①

座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 是澤 恵三
コメンテーター 東京都立板橋学園特別支援学校（仮称）開設準備室 校 長 堀内 省剛
発 表 者 東京都立羽村特別支援学校 教 諭 小島知佐子
発 表 者 群馬県桐生市立特別支援学校 教 諭 篠原 晴子

同 養護教諭 園田 瑞江

■お問い合わせは，下記まで

（社）日本学校歯科医会
〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４‐１‐２０

歯科医師会館４F
TEL：０３‐３２６３‐９３３０ FAX：０３‐３２６３‐９６３４
E-mail JASD@nichigakushi.or.jp

（社）群馬県歯科医師会
〒３７１‐０８４７ 群馬県前橋市大友町１‐５‐１７
TEL：０２７‐２５２‐０３９１ FAX：０２７‐２５３‐６４０７
E-mail gunsi@xp.wind.jp

主題及び副題

主 催

期 日

会 場

第７６回全国学校歯科保健研究大会予告

１２：００ １３：００ １４：００ １４：１５ １５：３５ １５：５０ １８：００ １８：３０ ２０：００

受付 開会式
表彰式

休
憩
基 調 講 演

休
憩

シンポジウム
移
動

懇親会２５日（木）

ポ ス タ ー 発 表

８：３０ ９：１５ １０：４５ １１：１０ １２：１０ １２：３０

受付 領域別研究
協 議 会

休
憩

シンポジウム・
領域別協議会報告 閉会式２６日（金）

ポ ス タ ー 発 表

日 程

●参加者 学校歯科医，歯科医師，歯科教育関係者，教育委員会関係者，学校教職員，保育所職員，学校医，
学校薬剤師，歯科衛生士，歯科技工士，PTA会員，歯科保健並びに学校歯科保健に関心のある方

71日本学校歯科医会会誌 112号



72

平成２４年７月２９日（日）午後１２時１０分～午後２
時１０分，新大阪江坂「東急イン」３Fメイプル
ルーム（大阪府吹田市）において，大阪府学校歯
科医会広報部会が座談会を実施した。
全国各地の先生方と交流させていただく機会が
増え，府学歯広報も「井の中の蛙」であってはな
らないと強く思うようになり，このような座談会
を企画した。
一生の間に２度も大震災を経験し，「地域連携
の絆を築こう」という大それたものでないとして
も，少しずつでも広域で物事を考えるきっかけに
したいと，各地域歯科医師会で活躍中の先生方に
お越し願った次第である。
幅広く，気軽に話しあっていただこうという趣
旨から，造語ではあるが『府学歯報“テーブル
トーキング”』と名付けて，「食」をテーマにお話
をしていただいた。
ご出席の先生方には，主催者より「実務的，確
定的なことでなくとも，精神論や疑問，課題のま
までもかまいません。持論を展開していただけれ
ばよいと思っています。集まっていただくことに
意義があると感じています。各地の歯科医師会や
学校歯科医会は地域に根ざしていますが，これを

機会にその垣根を越えて，自由に話し合えるよう
な雰囲気ができればよいと思っています。」と
いった意向をまずお伝えしたうえで，座談会に
入っていただいた。
今日では，「食」は学校歯科医にとっても重要
なテーマとなり，食を取り巻く環境の大きな変
化，さらには歯・口だけでなく全身の健康という
側面から，子どもたちと「食」とのかかわりにつ
いて向き合うようになった。
「食」と一言で言っても範囲はあまりにも広
く，食文化，食の伝統，食を通じた健康等，色々
考えられる。
学校歯科医の活動において一番の目的は「子ど
もたちのために何ができるのか」ということだと
思っているが，座談会では，「食」を語る前に，
まず学校歯科医として知っておくべき『食育』
と，それを取り巻く法律について，それぞれ詳し
く見つめ直すこととした。
学校歯科医が「食」に取り組む必要が出てきた
「わけ」が見えてきたところで，次に「どのよう
に子どもたちに伝えるのか，また何を伝えればよ
いのか」といったところを，お話しいただいた。
最後に，２時間の座談会を終えるにあたって，

大阪府 「食」に関する座談会（テーブルトーキング）
―おいしく食べることへのこだわり，それには五感が大切！―

加盟団体だより
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出席者一同の『共通認識』と『共同キャッチフ
レーズ』を採択した。
この模様は，府学歯報第５１号（１０月発行予定）
に掲載し発行後，「大阪府学校歯科医会ホーム
ページ http : //www.fugakushi.com/index.html」

にも全文掲載予定であるので，その折には是非ご
覧いただきたい。そういうわけで，ここでは骨子
のご紹介のみとさせていただく。
今回の座談会を通じて，他者の視点からの意見
がさまざまな発見につながった。学校現場や学校
歯科医会のチームなどで，それぞれ小さい討論会
をしてみてはいかがだろうか。今まで気づかな
かった興味深いことが発見でき，大変勉強にな
る。さらに，問題点も見えてくる。
なお，「食」については，内閣府等からも多く
の資料が出されているので参考とされたい。

【挨 拶】
大阪府学校歯科医会 専務理事 髙橋達行

【出席者】
日本学校歯科医会 理事／静岡県歯科医師会
理事

竹内純子 先生
石川県歯科医師会 理事（学校歯科）

長 哲也 先生
兵庫県歯科医師会（学校歯科保健委員会 副委
員長）／神戸市歯科医師会（学校歯科医保健委
員会 委員）

藤本直樹 先生
大阪府学校歯科医会 副会長

田幡 純（テーブルリーダー）
大阪府学校歯科医会 広報担当常務理事

寺下邦彦（司会）
大阪府学校歯科医会 学術担当常務理事

松本 仁

座談会で各出席者より提出していただいた主な
資料（冊子，図表等）を参考までに掲載させてい
ただく。

【参考資料】
◎平成２４年版食育白書（内閣府）
◎『食育ガイド』（内閣府）
◎『学校給食の舞台に踏み出す新しい一歩』
（日本学校歯科医会）
◎『学校歯科医のための食育マニュアル』
（大阪府学校歯科医会）
◎『歯科医師からのレポート 震災でわかった
歯と食の話』（神戸市歯科医師会）
◎１１／３（土）・４（日）開催予定の石川県民
公開講座「お口のケアは生命のケア―全身の
健康はお口の健康から―」開催案内

（大阪府学校歯科医会 常務理事 寺下邦彦）

加盟団体だより
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第18回日本保育園保健学会（東京）開催案内

地域が支える保育保健 ―今，保育園でできること！―

日 時

会 場

主 催

後 援

平成２４年１０月２７日（土）午後１時開場／２８日（日）午前８時３０分開場
日本教育会館一ツ橋ホール 東京都千代田区一ツ橋２－６－２
一般社団法人日本保育園保健協議会
厚生労働省，文部科学省，日本医師会，日本歯科医師会，日本学校歯科医会 他

・会頭講演：「地域が支える保育保健―これからの園医―」
・基調講演：「わが国の小児保健・医療と保育」
・特別講演：「保育行政の課題と展望」
・教育講演：「協議会におけるヒヤリハットの現状と事故予防・安全対策」
・シンポジウムⅠ 「発達障害への理解・援助と保育保健」

１．「発達障害の考え方と対応の基本」
２．「小さなできるをもっと大きく」―自閉症の療育の実際―
３．「自閉症を抱える子どもの就学準備と学校生活」
４．「保育現場で気になる子への関わり」

・シンポジウムⅡ 「感染症対策と地域連携」
１．「保育園の感染症対策」―地域の子どもたちは地域が守る―
２．「集団保育と予防接種の重要性」―地域で予防接種率を上げるためには―
３．「協議会のインシデント・アクシデントからみた感染症の特徴と防止策」

・公開講座 「保育所における食を考える」―保育所における食事の提供ガイドラインの意図―
１．「子どもの食は，今」
２．「口の育ちからみた食」
３．指定発言

・ランチョンセミナー（生涯研修プログラム）
１．「わかりやすく解説します！

保育者が知っておくべき予防接種最新情報」
２．「知って欲しい口腔保健の最新情報」

・講習１ AEDの使用法
・講習２ エピペンの使用法

＜お問合わせ先＞ 一般社団法人日本保育園保健協議会 事務局
〒１０２‐００８３ 東京都千代田区麹町３－５－８

麹町センタービル４０２
電話 ０３－６９１２－１２２２ FAX ０３－６９１２－１２２４
HPURL http : //www.nhhk.net/

プログラム



社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（平成２４年７月１日現在）

団 体 名 会長名 〒 所 在 地 TEL・FAX

北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
札幌歯科医師会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目 ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
青森県歯科医師会 山口 勝弘 ０３０‐０８１１ 青森市青柳１－３－１１ ０１７‐７７７‐４８７０ ０１７‐７２２‐４６０３
岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
秋田県歯科医師会 藤原 元幸 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２２５‐４８４３
山形県歯科医師会 石黒 慶一 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
茨城県歯科医師会 森永 和男 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
栃木県歯科医師会 柴田 勝 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 村山 利之 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
千葉県歯科医師会 浅野 薫之 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
埼玉県歯科医師会 島田 篤 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５Ｆ ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
東京都学校歯科医会 川本 強 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館２Ｆ ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
川崎市歯科医師会 井田 満夫 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
山梨県歯科医師会 三塚 憲二 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
長野県歯科医師会 滝澤 隆 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６－６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
新潟県歯科医師会 五十嵐 治 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
静岡県歯科医師会 飯嶋 理 ４２２‐８００６ 静岡市駿河区曲金３－３－１０ ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
愛知県歯科医師会 渡邉 正臣 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内２－４－７ 産業貿易館西館９Ｆ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 松浦 和典 ４６０‐８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課内 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
岐阜県歯科医師会 髙木 幹正 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
三重県歯科医師会 峰 正博 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
石川県歯科医師会 白尾 理英 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
富山県歯科医師会 吉田 季彦 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
奈良県歯科医師会 田中 康正 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１５ 京都市中京区西ノ京栂尾町３－８ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
大阪府学校歯科医会 金森 市造 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
大阪市学校歯科医会 岡本 卓士 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
兵庫県学校歯科医会 釜谷 隆秋 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
神戸市歯科医師会 住谷 幸雄 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１７ ０７８‐３５１‐００８７ ０７８‐３７１‐７１１８
岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市北区石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
鳥取県歯科医師会 樋口壽一郎 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
広島県歯科医師会 山科 透 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
島根県歯科医師会 仲佐 善昭 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
香川県歯科医師会 豊嶋 健治 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
高知県歯科医師会 織田 英正 ７８０‐０８５０ 高知市丸ノ内１－７－４５ 総合あんしんセンター２Ｆ ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
福岡県学校歯科医会 杉原 瑛治 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 佐知 正道 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
長崎県歯科医師会 許斐 義彦 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
大分県歯科医師会 長尾 博通 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
熊本県歯科医師会 浦田 健二 ８６０‐０８６３ 熊本市中央区坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
宮崎県歯科医師会 重城 正敏 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
鹿児島県歯科医師会 森原 久樹 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
沖縄県歯科医師会学校歯科医会 比嘉 良喬 ９０１‐２１３４ 浦添市港川１－３６－３ ０９８‐８７７‐１８１１ ０９８‐８７７‐７９２５

名 簿
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社団法人日本学校歯科医会役員名簿（平成２４年７月１日現在）

（任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）

役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲

顧 問 大久保 満 男

顧 問 野 溝 正 志

役 職 〔職務分掌〕 氏 名 役 職 〔職務分掌〕 氏 名

会 長 中 田 郁 平 理 事 〔総 務 他〕 水 野 泰 弘

副会長兼
専務理事 〔総 括 他〕 金 森 市 造 理 事 〔制 度 他〕 髙 橋 達 行

副 会 長 〔法人改革 他〕 黒 住 正 三 理 事 〔普 及〕 是 澤 恵 三

副 会 長 〔学 術 他〕 柘 植 紳 平 理 事 〔制 度 他〕 髙 瀨 厚太郎

副 会 長 〔渉 外 他〕 山 科 透 理 事 〔普 及 他〕 黒 田 智

常務理事 〔制 度 他〕 杉 原 瑛 治 理 事 〔広 報 他〕 竹 内 純 子

常務理事 〔会 計 他〕 藤 平 雅 紀 理 事 〔学 術 他〕 城 川 和 夫

常務理事 〔学 術 他〕 齋 藤 秀 子 理 事 〔学 術 他〕 米 津 隆 仁

常務理事 〔学校歯科
保健表彰他〕 川 本 強 理 事 〔普 及 他〕 坪 水 良 平

常務理事 〔総 務 他〕 土 屋 松 美 監 事 宮 﨑 禎 之

常務理事 〔制 度 他〕 齊 藤 愛 夫 監 事 箱 崎 守 男

常務理事 〔普 及 他〕 今 井 健 二 監 事 大 薮 武 男

常務理事 〔学 術 他〕 赤 坂 守 人

社団法人日本学校歯科医会名誉会長・顧問名簿（平成２４年７月１日現在）

（任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）
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●第６９回学童歯みがき大会に，私が学校歯科医として担当している練馬区立石神井西小学校が
インターネット参加いたしました。４年生２クラス４８名が一教室に集まり，テレビの画面に向
かいほとんどの児童が司会者の問いかけに対し元気に反応し，「ウォー」という歓声を上げて
集中しておりました。うちわを揚げるときもガヤガヤと隣を見ながら確認をしておりました。
生徒がノビノビと楽しみながら歯みがき指導を受けており，画像を通じたロケーションも平成
生まれの児童には最適かと感じました。わずか１時間あまりの短い時間でしたが，児童の心の
中に学童歯みがき大会が思い出の１ページとして，刻まれたのではないでしょうか。

（草栁英二）

●地元歯科医師会での「歯の衛生に関する図画・ポスターコンクール」，「歯科保健啓発標語コ
ンクール」，「よい歯の学校」審査会に出席してきました。日学歯の総会が終了した後の恒例行
事ですが，数多くの優秀な作品のなかから，日学歯への推薦作品，県への推薦作品を選ぶの
は，毎年大変悩みます。よい歯の学校審査会では，学校歯科健康診断終了から審査までの短期
間で，多項目にわたる学校歯科保健活動状況報告書の作成をしなくてはならない学校歯科医・
養護教諭の先生方のご苦労を思うと必然と審査にも力が入ります。日学歯で会誌・広報の編集
を担当するようになり，自分が審査にかかわった作品や学校名を目にするととても感慨深いで
す。 （髙柴重幸）

●新年度がスタートし，歯科健康診断・歯科講話等，学校に出かけることが多くなる時期でも
あります。私も先日歯科講話で学校に行ってきました。その際，学校給食をいただき，「我々
の頃よりメニューも豊富で，おいしいなぁ。」などと思いつつ，『１口３０回噛みましょう』と話
をした後の給食です。自分もかなり意識して食べてみましたが，子どもたちも大変そうでし
た。そんな中，「ごはんが甘くなった」など新しい発見や経験もあったようです。しかし，限
られた時間の中で，『１口３０回』はなかなか大変です。「食べ終わらない」とあわてて口の中に
…。時間の壁もあるようです。 （田中 隆）

●夏がくれば思い出す，はるかな尾瀬遠い空…懐かしい「夏の思い出」の歌です。子どもたち
も長い夏休みが終わり，また元気に学校に通う頃でしょうか？学校歯科校医の先生方には日頃
より歯科健康診断だけでなく非常勤職員という立場から，学校長，養護教諭の先生方との連携
をとって子どもたちの生活にも気を配っていただいていることと思います。今の子どもたちは
この歌のような穏やかな日々ではなく，塾通いや部活動と毎日が忙しくあっと言う間の夏休み
だったでしょうか？日本学校歯科医会ではホームページもリニューアル間近ですが，更に利用
しやすいように色々工夫を凝らしています。子どもたちに指導する時など，是非お役立ていた
だければ幸いです。 （土屋松美）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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